
ソフトバンクグループ株式会社 第９回利払繰延条項・期限前償還条項付 

無担保社債（劣後特約付）の契約締結前交付書面 

(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。) 

 

この書面には、ソフトバンクグループ株式会社 第９回利払繰延条項・期限前償還条項付 無担

保社債（劣後特約付）（以下「本債券」といいます。）のお取引を行っていただくうえでのリスクや

留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認く

ださい。 
 

○ 本債券のお取引は、主に募集や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。 

 

○ 本債券は、金利水準の変化や発行体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損

失が生じるおそれがあります。 

 

○ 本債券は『利払繰延条項付』であり、発行体の裁量により利払いが停止されるおそれがあります

（累積）。 

 

○ 本債券は『期限前償還条項付』であり、発行体の選択により満期償還日(2061 年 6 月 19

日)より前の任意償還日（2031 年 6 月 19 日以降の各利払日）に償還される可能性があり

ます。 

 

○ 本債券は『劣後特約付』であり、劣後事由発生時には発行体の上位債務（発行体が 2021

年及び 2022 年に発行した劣後債を含みます。）が全額弁済されるまで元利金の支払いは行

われません。 
 
 

 

手数料など諸費用について 

本債券を募集･売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価

（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。 

当社との相対取引により売買する場合は、取引価格※に取引の実行に必要なコストが含まれ

ております。別途手数料をお支払いいただく必要はございません。 
 

※当社は、お客様とのお取引にあたっては、社内時価を基準として当社が定めた一定の値幅の範囲内にお

いて、売買対象銘柄の種類、市場環境（相場変動を含む。）、当社が得るべき利益、銘柄固有の流

動性、信用リスク、カントリーリスク、取引金額の規模等を考慮して取引価格（「お客様が購入される価

格」と「お客様が売却される価格」）を決定しております。 

 

金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれ

があります。 

・ 本債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。固定利



率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債

券価格は上昇することになります。したがって、償還日（満期償還日：2061 年 6 月 19

日、初回任意償還日：2031 年 6 月 19 日以降の各利払日（詳細は目論見書をご確

認ください。））より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生

じる場合があります。変動利率の場合には、利率が変動するという特性から、必ずしも上記の

ような金利水準の変化に対応して価格が変動するわけではありません。 

・ 金利水準は、日本銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されて

いる債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。 

 

本債券の発行体の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがありま

す。 

＜発行体等の信用状況の変化に関するリスク＞ 

・ 本債券の発行体の信用状況に変化が生じた場合、本債券の市場価格が変動することによ

って売却損が生じる場合があります。 

・ 本債券の発行体の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いの停滞若しくは支払

不能の発生が生じた場合、投資額の全部または一部を失うことがあります。 

 

＜償還金及び利子の支払いが他の債務に劣後するリスク＞ 

本債券は、弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されています（劣後特約付）。劣

後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務（2021 年 9 月 16

日発行第 4 回無担保社債（劣後特約付）、2021 年 9 月 30 日発行第 3 回無担保社

債（劣後特約付）及び 2022 年 2 月 4 日発行第 5 回無担保社債（劣後特約付）を

含みます。）が全額弁済された後に償還金及び利子の支払いが行われることとなります。劣

後事由とは清算手続き（会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。）の

開始、破産法の規定に基づく破産手続きの開始、会社更生法の規定に基づく更生手続きの

開始、民事再生法の規定に基づく再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが

取られた場合となります。 

 

その他のリスク 

＜利払いの停止に関するリスク＞ 

発行体はその裁量により、本債券の利子の支払いの全部または一部を繰り延べることがで

きます。繰り延べられた利子は、発行体がその裁量により、その全部または一部を支払うことが

できます。本債券の利払いが繰り延べられた場合には、当該利払日に受領するはずであった

利子を受領することができなくなり、更に利子を再投資する機会を失うため、利払いが繰り延

べられない場合に得られる利回りと同等の利回りを得られないおそれがあります。 

 



 

＜償還に関するリスク＞ 

発行体はその裁量により、2031 年 6 月 19 日以降の各利払日に、その時点で残存する

本債券の全部（一部は不可）を期限前償還することができます。また、一定の事由（税制

事由または資本性変更事由）が生じた場合にも期限前償還することができます。期限前償

還された場合には、期限前償還されなければ受領するはずであった利子を受領することができ

なくなり、また、その償還金額をもって別の商品に投資した際に同等の利回りを得られないおそ

れがあります。 

さらに、大幅な金利上昇や当社の著しい信用力の低下等により、仮に発行体が任意償還を

行わない場合には、本債券の価格が下落するおそれがあります。 

 

＜流動性に関するリスク＞ 

本債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することがで

きない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。 

 

本債券のお取引は、クーリング･オフの対象にはなりません 

本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 

 

本債券に係る金融商品取引契約の概要 

当社における本債券のお取引については、以下によります。 

・ 本債券の募集の取扱い 

・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 

・ 本債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 

 

本債券に関する租税の概要 

個人のお客様に対する本債券の課税は、原則として以下によります。 

・ 本債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。 

・ 本債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 

・ 本債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能で

す。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 
 

法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 

・ 本債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 
 

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。 

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 

 

譲渡の制限 

・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。) は、当社では原則として、

その利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。 

・ 本債券は、当社では原則として、その償還日の 4 営業日前までのお取引が可能です。 



当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第１項の規定に基づく第一種金融商品取引業であ

り、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 

・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となりま

す。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 

・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一

部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 

・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券

をお預けいただきます。 

・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事

項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 

・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法に

よる場合を含みます。)。 

 

当社の概要 
 

商 号 等 株式会社 SBI 証券 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 

本 店 所 在 地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 

加 入 協 会 日本証券業協会 

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

資 本 金 54,323,146,301 円(2026 年 3 月 31 日現在) 

主 な 事 業 金融商品取引業 

設 立 年 月 1944 年 3 月 

連 絡 先 「インターネットコース」でお取引されているお客様：SBI 証券 カスタマーサービスセンター 

電話番号：0120-104-214（携帯電話からは、0570-550-104（有料）） 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 
 

SBI マネープラザのお客様：SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター 

電話番号：0120-142-892 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 
 

IFA コース、IFA コース（プラン A）のお客様：IFA サポート 

電話番号：0120-581-861 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 
 

担当営業員のいらっしゃるお客様は、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 

 

SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

住   所：〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 

連 絡 先：「インターネットコース」でお取引されているお客様：SBI 証券 カスタマーサービスセンター 

電話番号：0120-104-214（携帯電話からは、0570-550-104（有料）） 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 



SBI マネープラザのお客様：SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター 

電話番号：0120-142-892 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 

IFA コース、IFA コース（プラン A）のお客様：IFA サポート 

電話番号：0120-581-861 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 
 

担当営業員のいらっしゃるお客様は、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 

 

金融 ADR 制度のご案内 

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を

目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決

機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。 

住   所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

電話番号：0120-64-5005（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 

受付時間：月曜日～金曜日 9 時 00 分～17 時 00 分（祝日、年末年始を除く） 
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［第９回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）投資に際してのご留意事項］

　第９回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下「本社債」といいます。）に対する投資の判

断にあたっては、以下に示すような様々なリスク及び留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、以下に記載され

るリスク及び留意事項は本社債に関するすべてのリスク及び留意事項を完全に網羅するものではありません。

　当社グループの「事業等のリスク」については、本書「第三部　参照情報　第２　参照書類の補完情報」に記載された

「事業等のリスク」をご参照ください。

(1）利払の停止に関するリスク

　当社は、その裁量により、本社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることができます。本社債につき繰り延べら

れた利息に係る未払金額は、当社がその裁量により、その全部又は一部を支払うことができます。また、本社債の利息の

支払の全部が繰り延べられた場合であっても、劣後株式（下記に定義する。）又は同順位証券（下記に定義する。）につ

いて配当又は利息の支払が必ずしも停止されるわけではなく、かかる配当又は利息の支払が行われた場合には、原則とし

て、当社は、かかる支払の後に到来する本社債の利払日において、本社債につき繰り延べられた利息に係る未払金額を弁

済するべく、営利事業として実行可能（下記に定義する。）な限りの合理的な努力を行います。

　したがって、本社債は、利払が停止されている期間、その期待されたキャッシュ・フローを生じず、本社債権者（本社

債の社債権者をいう。以下同じ。）は本社債に関して予定した利息収入の全部又は一部を得られない可能性があります。

また、劣後株式又は同順位証券について配当又は利息の支払が行われた場合であっても、本社債につき繰り延べられた利

息に係る未払金額の全部の支払を受けることができない可能性があります。

　「劣後株式」とは、当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券に劣後する

当社が今後発行する当社普通株式以外の株式をいいます。

　「同順位証券」とは、優先株式（下記に定義する。）及び同順位劣後債務（下記に定義する。）をいいます。

　「優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当社普

通株式に優先するものをいいます。

　「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、下記(4)に定める劣後支払条件と実質的に類似する当社の清算手続、

破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関する条件及び権利を有

し、その利息に係る権利及び償還又は返済条件が、本社債と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決

定されるものをいいます。

　「営利事業として実行可能」とは、当社の証券（社債を含む。）の発行若しくは募集又は借入れに重大な障害を生じさ

せない場合をいいます。ただし、当該証券又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考慮しません。

(2）償還に関するリスク

①　当社の選択による期限前償還について

　本社債は35年債であり、満期償還日は2061年６月19日です。しかしながら、当社は、2031年６月19日以降の各利払日

に、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金額100円につき金100円の割合

で、本社債につき繰り延べられた利息に係る未払金額の全部の支払とともに期限前償還（以下「任意償還」という。）す

ることができます。また、本社債の払込期日以降に以下に示す事由（税制事由又は資本性変更事由）が発生し、かつ継続

している場合、当社は、残存する本社債の全部（一部は不可）を、期限前償還しようとする日が2031年６月19日より前の

日である場合には各社債の金額100円につき金101円の割合で、期限前償還しようとする日が2031年６月19日以降の日であ

る場合には、各社債の金額100円につき金100円の割合で、期限前償還しようとする日までの経過利息を付して、本社債に

つき繰り延べられた利息に係る未払金額の全部の支払とともに期限前償還することができます。

　かかる期限前償還（任意償還を含む。以下、本①において同じ。）がなされた場合、本社債権者は期限前償還がなされ

た日以降の金利収入を得られなくなり、また、かかる期限前償還された金額をその時点での一般実勢レートで再投資した

ときに、投資家はかかる期限前償還がなされない場合に得られる本社債の利金と同等の利回りが得られない可能性があり

ます。

　さらに、大幅な金利上昇や当社の著しい信用力の低下等により、仮に当社が任意償還を行わない場合には、本社債の価

格が下落するおそれがあります。

（税制事由）

　日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課される法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第

３項に定める損金に算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力に

よってもこれを回避できないことをいいます。
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（資本性変更事由）

　信用格付業者（株式会社日本格付研究所及びＳ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社又はそれらの格付業

務を承継した者をいう。以下同じ。）のうち１社以上より、各信用格付業者における本社債発行後の資本性評価基準の変

更に従い、本社債について、当該信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものと

して取り扱うことを決定した旨の公表がなされ、又は、書面による通知が当社に対してなされたことをいいます。

②　社債権者の選択による期限前償還について

　本社債権者は、当社に対して本社債の期限前償還を求める権利を有していません。

(3）信用リスク

　本社債は無担保の債務であり、当社が倒産等の事態に陥った場合、本社債に関する支払の一部又は全部が行われない可

能性があります。

(4）本社債の劣後性に関するリスク

　本社債には劣後特約が付されており、当社に関し、清算手続が開始された場合、若しくは破産法の規定に基づく破産手

続開始、会社更生法の規定に基づく更生手続開始若しくは民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定があった場合、

又は日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続若しくはこれらに準ずる手続が開始された

場合（以下「劣後事由」という。）、劣後請求権（当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法に

よらないこれらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又は

これらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。以下同じ。）は、すべての上位債務（下記に定義する。以下

同じ。）が全額の満足を受けた場合に限り発生し（かかる条件を「劣後支払条件」という。）、かつ、劣後事由の発生日

において優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額（下記に定義する。）の範囲でのみ、

支払（配当を含む。）の対象となります。また、すべての上位債務がその債権額につき全額の満足を受けない限りは、本

社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺することが認められません。

　したがって、劣後事由の発生時以降は、本社債権者は、その元利金の全部又は一部の支払を受けられない可能性があり

ます。

　「上位債務」とは、同順位劣後債務に関する当社の債務を除く、劣後債務（2021年９月16日発行の第４回無担保社債

（劣後特約付）、2021年９月30日発行の第３回無担保社債（劣後特約付）及び2022年２月４日発行の第５回無担保社債

（劣後特約付）に関する当社の債務を含む。）を含むあらゆる当社の債務をいいます。

　「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、すべての同順位

劣後債務が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額

と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいいます。

　なお、本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債権者は、会社法第739条に基づく決

議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、

期限が繰り上げられ又は期限が到来することはありません。

　さらに、当社は、本社債の社債要項上、本社債の発行後に新たに上位債務を負担することが制限されておりません。

(5）信用格付に関するリスク

　本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性（信用リスク）についての現時点における信用格付業者の意見であ

り事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証ではありま

せん。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用

リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格

付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがあります。信用格付業者は評価

にあたり信頼性が高いと判断した情報（発行体から提供された情報を含む。）を利用していますが、入手した情報を独自

に監査・検証しているわけではありません。本社債に付与される信用格付について、当社の経営状況又は財務状況の悪

化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、本社債

の価格及び市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6）価格変動リスク

　本社債の価格は、市場金利等の変動、当社の経営状況又は財務状況の変化及び本社債に付与された格付の状況等により

変動し、その結果、売却する場合において投資元本を割り込む可能性があります。
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(7）本社債の流通に関するリスク

　本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありません。し

たがって、本社債権者は、本社債を売却できないか、又は希望する条件で売却できない可能性があります。

　なお、本社債の買入消却は、当社の任意によるものであり、本社債権者は、当社に対して買入消却を求める権利を有し

ていません。

(8）税制の変更に関するリスク

　本社債の元利金に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更され、本社債の取得時点の予定を上回

る源泉課税に服することとなった場合、本社債権者の予定していた元利金収入の額が減少する可能性がありますが、この

場合であっても当社は本社債について何ら追加的支払の義務を負いません。

(9）計算上の利率がマイナスとなった場合の影響について

　本社債の利率は、2031年６月19日の翌日以降、１年ごとの利率改定日に、国債金利情報ページに表示される１年国債金

利に連動して改定されますが、今後の日本銀行の金融政策等の影響により、本社債の利率が計算上マイナスになる可能性

があります。そのような場合であっても、当社は、本社債に関して、計算上マイナスとなった利率相当額の支払を本社債

権者に対して求めることを想定しておりません。
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発行登録追補目論見書

2026年６月

ソフトバンクグループ株式会社

東京都港区海岸一丁目７番１号
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【発行登録追補書類番号】 ７－関東１－３

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年６月５日

【会社名】 ソフトバンクグループ株式会社

【英訳名】 SoftBank Group Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役　会長 兼 社長執行役員　　孫　正義

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目７番１号

【電話番号】 03-6889-2000

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員　CFO 兼 CISO　　後藤　芳光

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目７番１号

【電話番号】 03-6889-2000

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員　CFO 兼 CISO　　後藤　芳光

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 260,000百万円
　

提出日 2025年10月20日

効力発生日 2025年10月28日

有効期限 2027年10月27日

発行登録番号 ７－関東１

発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額　1,500,000百万円

番号 提出年月日 募集金額（百万円） 減額による訂正年月日 減額金額（百万円）

７－関東１－１ 2025年11月26日 500,000百万円 ― ―

７－関東１－２ 2026年４月10日 418,000百万円 ― ―

実績合計額（百万円）
918,000百万円

（918,000百万円）
減額総額（百万円） なし

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 　582,000百万円

（582,000百万円）

（注）　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段

（　）書きは発行価額の総額の合計額）に基づいて算出

しております。

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） ―円

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

【表紙】

【発行登録書の内容】

【これまでの募集実績】

（発行予定額を記載した場合）

　（注）　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（　）書きは発行価額の総額の合計額）に基づい

て算出しております。

（発行残高の上限を記載した場合）

該当事項なし
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銘柄 ソフトバンクグループ株式会社第９回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特

約付）

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債の

総額（円）

金260,000,000,000円

各社債の金額（円） 金100万円

発行価額の総額（円） 金260,000,000,000円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円

利率（％） １　2026年６月19日の翌日から2031年６月19日までの利払日（別記「利息支払の方法」欄第

１項第(1)号イに定義する。以下同じ。）においては、年5.12％とする。

２　2031年６月19日の翌日から2046年６月19日までの利払日においては、各利率改定日（下

記に定義する。）に改定され、各改定後利率適用期間（下記に定義する。）について、

当該改定後利率適用期間に係る利率基準日（下記に定義する。）における１年国債金利

（別記「利息支払の方法」欄第１項第(2)号イに定義する。以下同じ。）に3.410％を加

算したものとする。

３　2046年６月19日の翌日から2051年６月19日までの利払日においては、各利率改定日に改

定され、各改定後利率適用期間について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日に

おける１年国債金利に3.460％を加算したものとする。

４　2051年６月19日の翌日以降の利払日においては、各利率改定日に改定され、各改定後利

率適用期間について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における１年国債金利

に4.160％を加算したものとする。

「利率改定日」とは、2031年６月19日及びその１年後ごとの応当日をいう。

「改定後利率適用期間」とは、各利率改定日の翌日から次の利率改定日又は本社債が償還さ

れる日のいずれか早い日までの期間をいう。

「利率基準日」とは、各改定後利率適用期間につき、当該改定後利率適用期間の開始日直前

の利率改定日の２銀行営業日前の日をいう。

利払日 毎年６月19日及び12月19日

利息支払の方法 １　利息支払の方法及び期限

(1）利息支払の方法

イ　本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日（別記「償還の方法」欄第２項第

(1)号に定義する。ただし、期限前償還される場合は期限前償還日（別記「償還の

方法」欄第２項第(2)号ハに定義する。））までこれをつけ、利払日に、当該利払

日の直前の利払日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日）の翌日

から当該利払日までの各期間について支払う。

「利払日」とは、初回を2026年12月19日とし、その後毎年６月19日及び12月19日を

いう。

ロ　本社債の利息は、以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日

が銀行休業日にあたるときは、利払日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行

営業日に繰り上げる。

各本社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）が各口座管理機関（別記「振

替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則（以下「業務規程等」とい

う。）に定める口座管理機関をいう。以下同じ。）の各口座に保有する各本社債の

金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端

数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本号ロにおいて「一通貨あたりの利子額」

とは、業務規程等に従い、１円に別記「利率」欄に定める利率を乗じ、それを２で

除して得られる金額（ただし、半か年に満たない期間につき計算するときは、かか

る金額をその半か年間の日割で計算した金額）をいう。ただし、小数点以下第13位

未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。

第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行社債（短期社債を除く。）】
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ハ　本社債の償還日（別記「償還の方法」欄第２項第(3)号に定義する。以下同じ。）

後は、当該償還（本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶された場合又は本

社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。）に係る各本社債

の利息は発生しないものとする。

ニ　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「（注）３　劣後特約」に定め

る劣後特約に従う。

(2）各改定後利率適用期間の適用利率の決定

イ　別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に

使用する「１年国債金利」とは、利率基準日のレートとして利率決定日（下記に定

義する。）の東京時間午前９時30分以降に国債金利情報ページ（財務省ウェブサイ

ト 内 「 国 債 金 利 情 報 」 の ペ ー ジ に お け る 「 金 利 情 報 」

（https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv）（その承継

ファイル及び承継ページを含む。）又は当該「国債金利情報」ページ（その承継フ

ァイル及び承継ページを含む。）からリンクされる日本国債の金利情報を記載した

ページ若しくはダウンロードできるファイルをいう。以下同じ。）に表示される１

年国債金利をいう。

「利率決定日」とは、各利率基準日の翌銀行営業日をいう。

ロ　ある改定後利率適用期間に係る利率決定日の東京時間午前10時に、利率基準日のレ

ートとしての１年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、又は国債金

利情報ページが利用不可能な場合、当社は利率決定日に参照国債ディーラー（当社

が社債管理者と協議のうえで国債市場特別参加者（財務省が指定する国債市場特別

参加者をいう。）又は市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関

から選定する最大５者の者をいう。以下同じ。）に対し、利率基準日の東京時間午

後３時現在のレートとして提示可能であった参照１年国債（下記に定義する。）の

売買気配の仲値の半年複利利回り（以下「提示レート」という。）の提示を求める

ものとする。

「参照１年国債」とは、ある改定後利率適用期間につき、参照国債ディーラーから

当社が社債管理者と協議のうえで選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当

該改定後利率適用期間の最終日又はその前後に満期が到来し、選定時において市場

の慣行として１年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に

想定されるものをいう。

ハ　本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが４者以上である場

合、当該改定後利率適用期間に適用される１年国債金利は、当該参照国債ディーラ

ーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ１つずつ除いた残りの提示レート

の平均値（算術平均値を算出した上、小数点以下第４位を四捨五入する。）とす

る。

ニ　本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが２者又は３者であ

る場合、当該改定後利率適用期間に適用される１年国債金利は、当該参照国債ディ

ーラーの提示レートの平均値（算術平均値を算出した上、小数点以下第４位を四捨

五入する。）とする。

ホ　本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが２者に満たない場

合、当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの

最新の１年国債金利（ただし、当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金

利情報ページが利用不可能な場合は、当該利率決定日の直前に国債金利情報ページ

に表示されていた１年国債金利）を当該改定後利率適用期間に適用される１年国債

金利とする。

へ　当社は、社債管理者に本号イ乃至ホに定める利率確認事務を委託し、社債管理者は

利率決定日に当該利率を確認する。

ト　当社及び社債管理者はその本店において、各改定後利率適用期間の開始日から５日

以内（改定後利率適用期間の開始日を含み、銀行休業日はこれに算入しない。）

に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供す

る。
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(3）任意停止

イ　利払の任意停止

当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12営業日前までに、

本社債権者及び社債管理者に対し任意停止金額（下記に定義する。）の通知を行う

ことにより、当該通知に係る利払日における本社債の利息の支払の全部又は一部を

繰り延べることができる（当該繰り延べを「任意停止」といい、任意停止により繰

り延べられた利息の未払金額を「任意停止金額」といい、任意停止がなければ当該

利息が支払われるはずであった利払日を「任意停止利払日」という。以下同

じ。）。なお、当該任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金額の

全額が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」欄に

定める利率による利息（以下「追加利息」という。）が付される（なお、当該任意

停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。）。

ロ　任意支払

当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高（本号ハ(ⅰ)に定義

する。）の一部又は全部を支払うことができる。当該支払は、弁済される利払日時

点の本社債権者に支払われる。

ハ　強制支払

（ⅰ）劣後株式への支払による強制支払

本号イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の

属する月の第２営業日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日

の翌日）から当該利払日の属する月の第２営業日の前日までの期間において、

以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日（以下「強制利払

日」という。）又は強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在の任意

未払の残高（各本社債に関して、その時点において残存するすべての任意停止

金額及びこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」という。）の全

額を弁済するべく、営利事業として実行可能（下記に定義する。）な限りの合

理的な努力を行うこととする。

①　当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利

に関して同順位証券（下記に定義する。）に劣後する当社が今後発行する

当社普通株式以外の株式（以下併せて「劣後株式」という。）に関する剰

余金の配当（会社法第454条第５項に定める中間配当及び全額に満たない

配当をする場合を含む。）を行う決議をした場合又は支払を行った場合

②　当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合（ただし、以下の事由のいず

れかによる場合を除く。）

(a）会社法第155条第８号乃至第13号に基づく事由

(b）会社法第469条第１項、第785条第１項、第797条第１項又は第806条第１

項に基づく反対株主からの買取請求

(c）会社法第116条第１項に基づく反対株主からの買取請求

(d）会社法第135条第３項に対応するための会社法第163条に基づく子会社か

らの取得

(e）その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由

「営利事業として実行可能」とは、当社の証券（社債を含む。）の発行若しく

は募集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証券

又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考慮しない。

「同順位証券」とは、優先株式（下記に定義する。）及び同順位劣後債務（下

記に定義する。）をいう。

「優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余

財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するものをいう。
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「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件（別記「（注）

３　劣後特約」に定義する。）と実質的に類似する当社の清算手続、破産手

続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続にお

ける支払に関する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済

条件が、本社債と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決

定されるものをいう。

（ⅱ）同順位証券への支払による強制支払

本号イの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の

利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当又は利息が支払われ

たときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日又はその次の利払日

に、当該任意停止利払日に係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済

するべく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。

ニ　任意未払残高の支払

（ⅰ）当社は、利払日又は償還日において任意未払残高の一部又は全部を支払う場

合、弁済する当該利払日又は償還日の12営業日前までに、本社債権者及び社債管

理者に対し、支払う任意未払残高の金額（以下「支払金額」という。）及び該当

任意停止利払日の通知を行う。その場合、支払われる金額は業務規程等に従い下

記の方法により一通貨あたりの利子額を算出し、各本社債権者が各口座管理機関

の各口座に保有する各本社債の金額の総額を乗じて算出される。

①　支払金額の一通貨あたりの利子額

支払金額を残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以下第

13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。

②　支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利子額

支払金額に該当任意停止利払日における別記「利率」欄に定める利率及び任意

停止利払日の翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日又は償還日までの本

項第(1)号ロに準じて算出される金額を、残存する本社債の元金で除したもの

をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨

てる。

（ⅱ）当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利

払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。そ

の場合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内訳を

社債管理者に通知する。

２　利息の支払場所

別記「（注）16　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2061年６月19日

償還の方法 １　償還金額

各社債の金額100円につき金100円（ただし、期限前償還の場合は、第２項第(2)号に定

める金額による。）

２　償還の方法及び期限

(1）満期償還

本社債の元金は、2061年６月19日（以下「満期償還日」という。）に、任意未払残高

の支払とともにその総額を償還する。

(2）期限前償還

前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を償還

することができる。

イ　当社の選択による期限前償還

当社は、2031年６月19日（以下「初回任意償還日」という。）及び初回任意償還

日以降の各利払日（以下初回任意償還日と併せて「任意償還日」という。）にお

いて、任意償還日に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に本社債権者及び

社債管理者に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選

択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金額

100円につき金100円の割合で、任意未払残高の支払とともに期限前償還すること

ができる。
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ロ　税制事由による期限前償還

払込期日以降に税制事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している場合、

当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「税制事由償還日」と

いう。）に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に本社債権者及び社債管理

者に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選択によ

り、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、(ⅰ)税制事由償還日が

初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の割

合で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各社債の金

額100円につき金100円の割合で、税制事由償還日までの経過利息及び任意未払残

高の支払とともに、当該税制事由償還日に期限前償還することができる。

「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課され

る法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第３項に定める損金に算

入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社

の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。

ハ　資本性変更事由による期限前償還

払込期日以降に資本性変更事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している

場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「資本性変更事

由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて「期限前償還日」とい

う。）に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に本社債権者及び社債管理者

に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選択により、

その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、(ⅰ)資本性変更事由償還日

が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の

割合で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各

社債の金額100円につき金100円の割合で、資本性変更事由償還日までの経過利息

及び任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に期限前償還する

ことができる。

「資本性変更事由」とは、信用格付業者（株式会社日本格付研究所及びＳ＆Ｐグ

ローバル・レーティング・ジャパン株式会社又はそれらの格付業務を承継した者

をいう。以下同じ。）のうち１社以上より、各信用格付業者における本社債発行

後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、当該信用格付業者が認める

本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うこ

とを決定した旨の公表がなされ、又は、書面による通知が当社に対してなされた

ことをいう。

(3）本社債の満期償還日又は期限前償還日（以下併せて「償還日」という。）が銀行休業

日にあたるときは、償還日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行営業日に繰り

上げる。

(4）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「振替機関」欄に記載の振

替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

(5）本社債の償還については、本項のほか、別記「（注）３　劣後特約」に定める劣後特

約に従う。

３　償還元金の支払場所

別記「（注）16　元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には

利息をつけない。

申込期間 2026年６月８日から2026年６月18日まで

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 2026年６月19日

振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町７番１号

担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は

ない。
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財務上の特約（担保提供

制限）

本社債には財務上の特約は付されていない。

財務上の特約（その他の

条項）

本社債には財務上の特約は付されていない。

　（注）１　信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下「JCR」という。）からBBB+の信用格付を2026年６

月５日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもの

である。

なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履行」

にあたらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確

実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予

想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履

行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す

る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情

報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可

能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ

（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュ

ースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事

情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR：電話番号03-3544-7013

２　社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の

適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第２項に定める場合を除き、社債券を発行しない。

３　劣後特約

当社は、劣後事由（下記に定義する。）の発生後すみやかに、本社債権者及び社債管理者に対して、劣後事

由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続

又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)

を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権（下記に定義する。）を有するものとし、当社はかかる金額

を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。

（ⅰ）劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額

（ⅱ）同日における当該本社債に関する任意未払残高及び同日までの当該本社債に関する経過利息

劣後請求権は、劣後支払条件（下記に定義する。）が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお

いて優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額（下記に定義する。）の範囲

でのみ、支払（配当を含む。）の対象となるものとする。

「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。

（ⅰ）当社に対して、清算手続（会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。）が開始された場

合

（ⅱ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場

合

（ⅲ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし

た場合

（ⅳ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし

た場合

（ⅴ）当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこ

れらに準ずる手続が開始された場合

「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれら

に準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこ

れらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。

「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。

（ⅰ）当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を
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有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務（下記に定義する。）が、会社法の規定

に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

（ⅱ）当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべて

の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足（供託

による場合を含む。）を受けた場合

（ⅲ）当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべ

ての上位債務（当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従

い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

（ⅳ）当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべ

ての上位債務（当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従

い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

（ⅴ）当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこ

れらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額

の満足を受けた場合

「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、すべ

ての同順位劣後債務が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余財産から各本社債権者に対して支払

がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。

「上位債務」とは、同順位劣後債務に関する当社の債務を除く、劣後債務（2021年９月16日発行の第４回無

担保社債（劣後特約付）、2021年９月30日発行の第３回無担保社債（劣後特約付）及び2022年２月４日発行

の第５回無担保社債（劣後特約付）に関する当社の債務を含む。）を含むあらゆる当社の債務をいう。

４　上位債権者に対する不利益変更の禁止

本社債の社債要項（以下「本社債要項」という。）の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対し

て不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいか

なる者に対しても効力を生じない。この場合に、「上位債権者」とは、当社に対し、上位債務に係る債権を

有するすべての者をいう。

５　相殺禁止

当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ

れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合（ただし、再生手続開始の決定

がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した

とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消

の決定が確定したときを除く。）、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続

又はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社

債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。

６　期限の利益喪失に関する特約

本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債

要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではない。

７　社債管理者に対する定期報告

(1）当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算及び剰余金の配当（会社法

第454条第５項に定める中間配当を含む。）については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社

が、会社法第441条第１項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

(2）当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終了後

３か月以内に、半期報告書の写しを当該半期経過後45日以内に、社債管理者に提出する。金融商品取引法

第24条の４の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書についても上

記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書又は訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、

当社は遅滞なくこれを社債管理者に提出する。

(3）当社は、本（注）７(2)に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の３に基づく電

子開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、本（注）７

(1)及び(2)に規定する書面の提出を省略することができる。

８　社債管理者に対する通知

(1）当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき又は変更が生じたときは、遅滞なく社債

原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

(2）当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

①　その事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。

②　事業の全部又は重要な事業の一部を休止又は廃止しようとするとき。
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③　資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（いずれも会社法に

おいて定義され、又は定められるものをいう。）をしようとするとき。

９　社債管理者の請求による報告及び調査権限

(1）社債管理者は、社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、又は義務を履行するために必

要であると認めたときは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に

関する報告書の提出を請求し、又は自らこれらにつき調査することができる。

(2）本（注）９(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社

は、これに協力する。

10　債権者の異議手続における社債管理者の権限

会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる

債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

11　社債管理者の裁判上の権利行使

社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再

生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為（社債管理委託契約第２条に掲げる行為を除

く。）をしない。

12　社債管理者の辞任

(1）社債管理者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて

辞任することができる。

①　社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある場合。

②　社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場

合。

(2）本（注）12(1)の場合には、当社並びに社債管理者及び社債管理者の事務を承継する者は、遅滞なくかか

る変更によって必要となる行為をしなければならない。

13　社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令又は社債管理委託契約に別段の定めがあるときを除

き、当社の定款所定の電子公告（ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない

事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各１種以上の新

聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。）又は社債管理者が認めるその他の方法

によりこれを行うものとする。

また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と

認める場合には、社債管理者の定款所定の電子公告（ただし、電子公告の方法によることができない事故そ

の他のやむを得ない事由が生じた場合は、社債管理者の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において

発行される各１種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。）によりこれ

を行う。

14　社債権者集会に関する事項

(1）本社債及び本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下「本種類の社債」と総称

する。）の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間

前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）13に定める方法により

公告する。

(2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな

い。）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第３項に定める書

面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又

は社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

15　発行代理人及び支払代理人

株式会社あおぞら銀行

16　元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
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引受人の氏名又は名称 住所
引受金額

（百万円）
引受けの条件

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 85,000 １　引受人は、本社債の全

額につき共同して買取

引受を行う。

２　本社債の引受手数料は

各社債の金額100円に

つき金１円75銭とす

る。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 75,000

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 33,000

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 26,000

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 22,000

東海東京証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番

１号
14,000

水戸証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 3,000

岩井コスモ証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12

号
2,000

計 ― 260,000 ―

２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（１）【社債の引受け】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社あおぞら銀行 東京都千代田区麹町六丁目１番地１

１　社債管理者は、本社債の管理を受託す

る。

２　本社債の管理手数料については、社債

管理者に、期中において年間各社債の

金額100円につき金２銭を支払うこと

としている。

（２）【社債管理の委託】

払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）

260,000 4,623 255,377

３【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額255,377百万円については、全額を2027年７月19日に初回任意償還日が到来する米ドル

建ノンコール10年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）の借換え資金の一部に充当する予定です。

第２【売出要項】
　該当事項なし

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項なし
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第１【公開買付け又は株式交付の概要】
　該当事項なし

第２【統合財務情報】
　該当事項なし

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交付

子会社との重要な契約）】
　該当事項なし

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第45期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）　2025年６月26日関東財務局長に提出

２【半期報告書】

　事業年度　第46期中（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）　2025年11月12日関東財務局長に提出

３【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年６月27日に関

東財務局長に提出

４【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年７月１日に関

東財務局長に提出

５【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年７月４日に関東財

務局長に提出

６【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2025年９月11日に関東財

務局長に提出

７【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年９月26日に関東財

務局長に提出
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８【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年10月８日に関

東財務局長に提出

９【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2026年３月19日に関東財

務局長に提出

10【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第20号の規定に基づく臨時報告書を2026年４月２日に関東財

務局長に提出

11【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第21号の規定に基づく臨時報告書を2026年５月13日に関東財

務局長に提出

12【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を2026年５月14日に関東財

務局長に提出

13【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2026年６月４日に関東財

務局長に提出

14【訂正報告書】

　訂正報告書（上記３の臨時報告書の訂正報告書）を2025年７月30日に関東財務局長に提出
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社名または略称 意味

ソフトバンクグループ㈱ ソフトバンクグループ㈱（単体）

当社 ソフトバンクグループ㈱および子会社

※以下の略称の意味は、それぞれの会社の傘下に子会社がある場合、それらを含みます。

SB Northstarまたは資産運用子会社 SB Northstar LP

SVF１ SoftBank Vision Fund L.P.および代替の投資ビークル

SVF２ SoftBank Vision Fund II-2 L.P.

LatAm SBLA Latin America Fund LLC

OpenAI 2025年10月28日に完了したOpenAI Global, LLCの資本再編に

伴い設立されたOpenAI Group PBCを指します。なお、それ以

前の事象に関する記述においては、文脈に応じて、OpenAI, 

Inc.およびその関連会社を総称して用いています。

Arm Arm Holdings plc

Ampere Ampere Computing Holdings LLC

第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「第一部　企業情報　第２　事業の状況　１　経営方針、経営環境

及び対処すべき課題等」並びに上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「第一部　企業情報　第２　事業の状

況　３　事業等のリスク」及び上記に掲げた参照書類としての半期報告書（以下、有価証券報告書と半期報告書を総称

して「有価証券報告書等」という。）の「第一部　企業情報　第２　事業の状況　１　事業等のリスク」について、当

該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までの間において生じた変更その他の

事由を反映し、その全体を一括して以下に記載いたします。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、以下の記載に含まれる事項を除き、本発

行登録追補書類提出日（2026年６月５日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も

ありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

　本発行登録追補書類において、文脈上別異に解される場合または別段の記載がある場合を除き、以下の社名または略

称は以下の意味を有します。

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

　当社の本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）現在における「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」は

以下の通りです。また、将来に関する事項については別段の記載のない限り、本発行登録追補書類提出日（2026年６月

５日）現在において判断したものです。

（１）会社の経営の基本方針

当社は、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービス

を提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図っています。

（２）重視する経営指標

当社は、戦略的投資持株会社であるソフトバンクグループ㈱が、子会社・関連会社および投資先を投資ポートフォ

リオとして統括するマネジメント体制の下、保有株式価値の増大を通じてNAV（Net Asset Value：保有株式価値－調

整後純有利子負債で算出
※１

）を中長期的に最大化することを目指しています。また、これを支えるための財務方針と

して、財務の安定性を確保するという観点から、ソフトバンクグループ㈱のLTV（Loan to Value：調整後純有利子負

債÷保有株式価値で算出
※１

。保有資産に対する負債の割合）を金融市場の平時は25％未満、異常時でも35％を上限と

して管理するとともに、今後２年分の社債償還資金以上の手元流動性を確保しています。

（３）中長期的な会社の経営戦略

当社は、情報技術の発展によって社会やライフスタイルが変革する「情報革命」を主要な成長機会として確実に捉

え、長きにわたり人々の幸せに貢献していきたいと考えています。そのためには、社会ニーズの変化をいち早く捉

え、今後の牽引役となるテクノロジーやビジネスモデルに合わせてグループの構成を最適化しながら自己変革を繰り

返していくことが不可欠です。

パソコン、インターネット、ブロードバンド、スマートフォンと変遷してきた「情報革命」の中心は、現在、

AI（人工知能）へと移行しています。とりわけ近年の生成AIの進化は、自然言語処理や創造的コンテンツの生成にと

どまらず、その活用領域をソフトウエア開発、業務自動化、ロボティクスなどへと広げ、各産業に大きな変革をもた

らしています。今後、AIはさらに高度な推論能力や自律性、汎用性を備えた方向へ進化し、その先には人類の叡智を

大きく超えるASI（Artificial Super Intelligence：人工超知能）の実現に至ると確信しています。
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「群戦略」とは

「群戦略」は、特定の分野において優れたテクノロジーやビジネスモデルを持つ多様な企業群が、それぞれ自律的

に意思決定を行いつつも、資本関係と同志的結合を通じてシナジーを創出しながら共に進化・成長を続けていくこと

を志向するものです。ソフトバンクグループ㈱は、戦略的投資持株会社として、群を構成する各企業の意思決定に影

響を与えつつも、自律性を重んじ、出資比率は過半にこだわらず、ブランドの統一を志向しません。こうした多種多

様な企業でグループを構成することにより、柔軟に業容を変化・拡大させ、長期にわたり成長を続けることを目指し

ています。

このような時代の転換期において、当社は人類の進化のためにASIを実現することを使命に掲げて新たな自己変革

のさなかにあります。具体的には、AIモデル、AIチップ、AIインフラ（AIデータセンターやそれに必要な電力）、フ

ィジカルAIの各領域において積極的に投資・事業活動を行っています。こうした取り組みによって成長機会を確実に

捉えるとともに、「群戦略」という独自の組織戦略の下、各グループ会社・投資先が刺激を与え合いながらそれぞれ

の事業の拡大やビジネスモデルの進化を実現することで、当社の保有株式価値の増大、ひいてはNAVの中長期的な最

大化を目指しています。

（４）経営環境および優先的に対処すべき課題

OpenAIによる2022年11月の対話型生成AIサービス「ChatGPT」公開を契機に世界的に加速したAIの普及と進化は、

2026年３月期においても一段と進展しました。AIは、ソフトウエア開発、顧客対応、データ分析、業務自動化など、

さまざまなデジタル領域で活用が広がるとともに、ロボットや自動運転をはじめとする現実世界（フィジカル空間）

の自動化・自律化へと用途を急速に広げています。

こうした中、AIモデルの性能向上の競争はさらなる激化を見せています。生成AIの開発と普及で先行するOpenAI、

高い推論能力や安全性を強みとするAnthropic PBC、そして強固な計算基盤とエコシステムを持つGoogle LLCなどが

しのぎを削っています。そして、AI分野における競争は、生成AIの高度化に伴う実用化（推論）需要の急増を受け、

計算処理を担うAIチップ、それらを大規模に稼働させるためのAIインフラ、さらにはAIの「体」となるフィジカルAI

に至るまで、AIの進化を支える基盤全体へと広がっています。

あわせて、AI関連投資の大型化が進む中、投資機会を的確に捉えるために、必要な投資資金を機動的に調達するこ

とも重要になっています。また、AIの普及は、AIに対する社会からの信頼を育みながら、社会・環境が持続可能な形

で進めることが不可欠であり、AIを開発・提供・活用する企業にとって「責任あるAI」への取り組みが重要課題とな

っています。

このような経営環境の下、当社は前述の中長期的な経営戦略を推し進める上で、「AIの進化を加速させるための積

極的な投資と既存投資先の価値拡大」「財務方針の堅持」「サステナビリティの推進」の３つを重要課題と位置付

け、以下の通り重点的に取り組んでいます。

１　AIの進化を加速させるための積極的な投資と既存投資先の価値拡大

①　AIモデル

AIモデルとは、大量のデータを学習することで文章・画像・音声などを生成したり、質問への回答や複雑な問

題の分析・推論を行ったりする、AIの中核をなすシステムです。AIモデルの性能向上が、産業全体のイノベーシ

ョンを牽引しています。

当社が出資するOpenAIは、「AGI（Artificial General Intelligence：汎用人工知能）が全人類に利益をもた

らすようにする」という使命の下、生成AIの先駆けとなったAIモデル開発企業であり、「ChatGPT」やAPI（外部

サービスにAI機能を組み込むための接続の仕組み）を通じて、個人向けから企業向けに至るまで多角的に事業を

展開しています。継続的なモデル性能の向上に加え、マルチモーダル対応（文字・音声・画像など複数の形式へ

の対応）の進化により、文章生成、ソフトウエア開発、データ分析など幅広い領域で高い実用性を実現していま

す。そのユーザー基盤は急速に拡大しており、「ChatGPT」の週間アクティブユーザー数
※２

は、2025年３月の５

億人から2026年２月には９億人超へと、１年足らずで２倍近い水準に成長しました。

このように、OpenAIは卓越した技術力と大規模で急成長中のユーザー基盤を兼ね備えており、AIが未来をかた

ちづくる決定的な力になりつつある中、当社は同社が今後もAI分野における中核的な存在であり続けると確信し

ています。こうした認識の下、当社は2024年９月の初回出資を皮切りに同社への追加出資を重ねており、2026年

３月期末時点における累計投資額は346億米ドルとなりました。さらに2026年２月に新たに300億米ドルの追加出

資を決定し、同年４月にはそのうち第１トランシェとして100億米ドルの出資を実行しました。これらの出資を

通じて、同社の研究開発の加速およびエコシステム（同社のAIモデルを活用するサービスや企業が集まる生態

系）の拡大を後押しするとともに、長期的なパートナーシップを強化しています。
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②　AIチップ

AIチップとは、AIの学習や推論を高速かつ効率的に処理するための半導体の総称であり、AIの進化を支える重

要な基盤技術の一つです。近年、AIの活用は学習中心から大規模な推論へと移行し、複数のモデルやタスクを組

み合わせて自律的に動くエージェント型AIの普及に伴い、これを制御・管理するCPUの重要性が高まっていま

す。CPUは、GPUやアクセラレーターと役割を分担しながら、システム全体の制御やデータ処理、複雑なワークロ

ードの管理において不可欠な役割を担っています。

この領域で重要な位置を占めるのが、当社子会社であるArmです。Armは、半導体IPを中核とするコンピュート

プラットフォームのグローバルリーダーであり、そのCPUアーキテクチャは高い性能と優れた電力効率を兼ね備

えています。AIワークロードへの対応を強化した最新世代アーキテクチャ「Armv９」やコンピュート・サブシス

テムの提供により、顧客が高性能かつ電力効率に優れたAIチップを迅速に開発・展開できるよう支援していま

す。

2026年３月、ArmはAIデータセンター向けCPU「Arm AGI CPU」を発表しました。これは、Armのプラットフォー

ムを自社設計チップへと拡張するものであり、同社のコンピュートプラットフォームの進化における重要な一歩

です。同チップは、AI推論の大規模化やエージェント型AIの普及に伴い拡大するデータセンター向けCPU需要に

対応するものです。高い処理性能に加え、大規模環境での拡張性や電力・コスト効率を重視して設計されていま

す。Meta Platforms, Inc.は本チップの共同開発パートナーであり、自社データセンターへの広範な導入を計画

しています。

当社はArmがAI時代の計算基盤を支える中核技術の担い手になっていくと確信しています。こうした認識の

下、当社はArmを当社の中長期戦略を推し進める上での中核子会社に位置づけ、同社を通じてAI時代の計算基盤

の進化をリードしていきます。

③　AIインフラ

AIモデルの高度化と推論需要の拡大が進む中、AIデータセンターと電力供給の整備・確保は、AI産業全体の成

長を左右する重要な要素となっています。AIモデルやAIチップが進化しても、それらを安定的かつ大規模に稼働

させるAIインフラが確保されなければ、AIの活用拡大には限界が生じます。そのため、当社はAIインフラをAIの

進化を支える重要な領域の一つと位置付けています。

こうした中、2025年１月、当社は、OpenAIのために米国内で新たなAIインフラを構築する「Stargate 

Project」をOpenAIなどと共同で発表しました。その一環として、2026年１月には当社子会社のEnergy Global, 

LP（以下「Energy Global」）がOpenAIと戦略的パートナーシップを締結し、テキサス州ミラム郡における1.2GW

規模のAIデータセンター計画において、電力・通信接続設備などを備えたデータセンター用の建屋（パワードシ

ェル）の建設を進めています。

さらに、2026年３月、米国エネルギー省（DOE）および米国商務省（DOC）は、当社、Energy GlobalおよびAEP 

Ohio（米電力大手AEP傘下の地域電力会社）とともに、オハイオ州パイクトンの「PORTS Technology Campus」に

おいて10GW規模の発電設備と10GW規模のAIデータセンターを開発する官民連携プロジェクトを発表しました。こ

のうち9.2GWの発電設備の整備計画は、日米政府間の合意に基づく総額5,500億ドル規模の「戦略的投資イニシア

ティブ」の対象の一つです。

当社は、これらのプロジェクトに多額の資金を要することを踏まえ、外部資金を活用することで自己資金負担

を抑制しつつ、AIの活用拡大を支えるインフラの構築を着実に推し進めていきます。

④　フィジカルAI

フィジカルAIとは、ロボットや自動運転車などの自律マシンが、現実の世界を認識、理解して、複雑な行動が

できるようになることで、当社は、同領域をAIの進化を支える重要な領域の一つであると捉えています。AIモデ

ルがデジタル空間で知的な判断や最適化を実現する一方で、フィジカルAIはそれらをフィジカル空間の動作へと

具現化し、幅広い産業分野で具体的な価値を創出します。

この分野での取り組みを加速するため、当社は、2025年３月期から2026年３月期にかけて、グループ内で複数

のエンティティに分散していたロボティクス関連投資のうち約20社を中間持株会社（ロボHD）の傘下に集約しま

した。これにより、各投資の技術、人材、事業基盤を必要に応じて横断的に連携させ、シナジー創出を最大化す

る体制を整えています。さらに、2025年10月、当社はABB Ltd（以下「ABB」）のロボティクス事業を買収する最

終契約を締結しました。同事業は、50カ国以上に展開する強固な販売チャネルと幅広い顧客基盤、そして累計50

万台を超えるロボット出荷実績を誇り、高い信頼性と性能を備えた製品・ソリューションを世界規模で提供して

います。本買収は2026年後半に完了する見込みです。

当社は、ABBのロボティクス事業を含むグループ内のロボティクス関連投資を結集し、AIとロボットの融合を

通じて、フィジカルAIの普及と進化をリードしていきます。
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２　財務方針の堅持

当社は、「（２）重視する経営指標」の通り、ソフトバンクグループ㈱のLTVを金融市場の平時は25％未満、異

常時でも35％を上限として管理するとともに、２年分の社債償還資金以上の手元流動性を確保することを財務方針

として掲げています。2026年３月期においては、OpenAIへの大型投資に加えて、Ampere買収を行いましたが、2026

年３月期末のLTVは資産の資金化や保有株式価値の上昇により2025年３月期末から改善し、手元流動性も2025年３

月期末と同水準を維持しました。

2027年３月期においても、引き続きAIの進化を加速させるために積極的に投資を行っていく予定であり、その中

でも最大の投資案件は2026年２月に決定したOpenAIへの300億米ドルの追加出資です。本追加出資に必要な資金の

調達を主な目的として同年３月に総借入限度額400億米ドルのブリッジファシリティ契約を締結しました。2027年

３月期は、本ブリッジファシリティの長期資金への借り換えや返済に優先的に取り組んでいきます。上記の財務方

針に沿ってLTVを適切にコントロールしつつ、資産の資金化や負債調達も活用し、これらの対応を着実に進めてい

きます。

サステナビリティの推進

当社は、社会の持続的な発展と当社の中長期的な成長の両立を実現するために、企業活動においてサステナビリ

ティを推進することが重要だと考えています。こうした考えの下、サステナビリティに関するリスクおよび機会を

認識した上で、それぞれのリスクの軽減と機会の追求に取り組んでいます。

当社は、優先して取り組むべきサステナビリティに関する重要課題（マテリアリティ）を特定し、特に優先度の

高い(a)責任あるAI、(b)気候変動、(c)人的資本について目標・アクションプランを設定した上で、継続的に取り

組み、その状況をモニタリングしています。

※１　保有株式価値および調整後純有利子負債は、いずれもアセットバック・ファイナンスにおける満期決済金額

または借入金を除く。また、調整後純有利子負債の算出からは、当社のうち、上場子会社であるソフトバン

ク㈱（同社子会社を含む）およびArm、ならびにSVF１、SVF２、LatAmなど独立採算で運営される事業体に帰

属する有利子負債および現預金等（債券投資を含む）を除く。

※２　出所：OpenAIブログポスト（2025年３月31日付および2026年２月27日付）
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事業等のリスク

　本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）現在において、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある

主要なリスクは、以下の通りです。これらのリスクが顕在化した場合には、

・NAV（Net Asset Value：保有株式価値－調整後純有利子負債で算出（注１））

・LTV（Loan to Value：調整後純有利子負債÷保有株式価値で算出（注１）。保有資産に対する負債の割合）

・財政状態および経営成績

・ソフトバンクグループ㈱の分配可能額

に悪影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクは、当社における全てのリスクを網羅しているものではなく、加

えて、その対応策が十分に奏功する保証もありません。なお、将来に関する事項については別段の記載のない限り、本

発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）現在において判断したものです。

（注１）保有株式価値および調整後純有利子負債は、いずれもアセットバック・ファイナンスにおける満期決済金額ま

たは借入金を除く。また、調整後純有利子負債の算出からは、当社のうち、上場子会社であるソフトバンク㈱

（同社子会社を含む）およびArm、ならびにSVF１、SVF２、LatAmなど独立採算で運営される事業体に帰属する

有利子負債および現預金等（債券投資を含む）を除く。

（１）グループ全体

当社は、戦略的投資持株会社であるソフトバンクグループ㈱が、子会社・関連会社および投資先（以下「投資

先」）を統括するマネジメント体制の下、ASIの実現に不可欠な分野で積極的に投資・事業活動を行っています。

当社の事業遂行における主要なリスクは、以下a～eに記載する通りです。

加えて、ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業、ソフトバンク事業、AIコンピューティング事業における主要

なリスクについては、それぞれ「（２）ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業」と「（３）ソフトバンク事業」

「（４）AIコンピューティング事業」をご参照ください。

a．投資活動全般

（a）市場環境

当社は、AIに関連した情報・テクノロジー企業を中心に投資していますが、これらの企業に対する評価は技

術進歩や市場規模の成長見通しによって大きく変動することがあります。したがって、当社の保有株式価値

も、マクロ経済や金融政策、株式市場の動向などに加え、こうしたセクター特有の要因によっても影響を受け

る可能性があります。また、非上場の投資先は、ベンチャー・キャピタル市場や新規株式公開市場の動向にも

影響を受けます。

特に、Arm株式は当社の保有株式価値に占める割合が高いため、株価の変動は当社の保有株式価値へ大きな

影響を与えます。なお、Armは連結子会社であるため、株価の変動は当社の財政状態および経営成績に影響を

及ぼすことはありません。

また、当社は外貨建て資産・負債の保有に伴い、為替変動の影響を受ける可能性があります。

なお、当社は、市場変動の影響に備えるべく、安定的な財務運営を目指しています。詳細は、上記「経営方

針、経営環境及び対処すべき課題等、（４）経営環境および優先的に対処すべき課題　２　財務方針の堅持」

をご参照ください。

（b）国際情勢や規制の動向

当社は、日本だけでなく、米国、中国、インド、欧州・中南米諸国などの海外の国・地域に展開する企業等

に投資しているため、これらの国・地域における政治・軍事・社会情勢の変化および法令・規制・制度など

（以下「法令等」）の新設・強化（解釈や運用の変更を含みます。）により、当社の投資活動や投資先の事業

活動が期待通りに展開できない可能性があります。法令等には、投資に関するもの以外に、AI、半導体、デー

タセンター、エネルギー、通信サービス、インターネット広告、イーコマース、金融・決済、自動運転、ロボ

ット、ロジスティクスなどの事業やその他の企業活動に関するもの（事業許認可、国家安全保障、輸出入、個

人情報・プライバシー保護、環境、製造物責任、公正な競争、消費者保護、贈賄禁止、労務、知的財産権、マ

ネー・ロンダリング防止、租税、為替に関するものを含みますが、これらに限りません。）が含まれ、当社の

投資活動や投資先の事業活動は、これらの法令等の影響を直接または間接的に受けます。昨今、中東情勢、米

中対立の激化、ロシア・ウクライナ情勢などを背景に、世界各国において国家安全保障の観点からの規制強化

の動きも見られます。例えば、特定の国・企業に対する投資を制限する法令等の導入により、当社の投資活動

が制約される可能性があるほか、投資回収の遅滞、投資回収における条件の悪化などが起こる可能性がありま

す。また、各国において、特定の先端技術やその関連製品に対する輸出管理の強化や関税政策の変更に向けた

動きも見られます。こうした地政学リスクの高まりにより、さらなるサプライチェーンの分断や、特定の製

品・技術に関する輸出入の制限、貿易コストの上昇が生じた場合、投資先の事業や業績が悪影響を受ける可能
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性があります。

加えて、当社の投資活動に関係各国の規制当局からの承認等が必要となる場合や、投資先への関与に制約が

加えられる場合があります。必要な承認等が得られないなど制約を回避できない場合には、当社の期待通りに

投資や売却を実行できない可能性があります。

なお、当社は、外部のアドバイザーからの助言を受けながら、これらの外部環境の変化に関する情報収集を

行い投資活動に及ぼす影響を検討するとともに、それぞれの規制に対応するよう努めています。また、投資ポ

ートフォリオにおける特定の国・地域、業種への集中度を継続的に監視することなどにより、リスクを把握し

経営判断に反映しています。

（c）投資先の事業展開

当社は、AIに関連した情報・テクノロジー企業を中心に投資を行い、中長期的視点から投資成果を最大化す

ることを目指していますが、投資先のテクノロジーやビジネスモデルの陳腐化、競争環境の激化などにより、

投資決定時に想定した通りに投資先が事業を展開できず、業績が大幅に悪化したり、事業計画の大幅な見直し

を迫られたりする可能性があります。また、投資先が想定通りに事業を展開できない場合、当社は、投資先の

株式価値の向上に必要と判断すれば、投資先に対し融資や債務保証、追加出資などを行うことがあり、その場

合には、当該投資先に対するエクスポージャーが増加することになります。ただし、当社は救済のみを目的と

した投資等は行わないことを基本方針としています。

なお、当社は、投資実行後も、投資先の財務・経営情報や重要な経営指標、投資決定時の事業計画と実際の

進捗の差異、コーポレート・ガバナンスの状況など、主なリスク要因を継続的に監視し、必要に応じて投資先

の経営改善のための助言や、役員の派遣などを行っています。

（d）投資判断

当社は、投資の意思決定において、対象企業のテクノロジー、ビジネスモデル、競争環境、財務内容、法令

遵守、ガバナンスまたは重要な影響力を持つ創業者や経営者の資質などに関するリスクを見誤ったまま投資判

断を下す可能性があります。特に非上場企業においては、当社が投資判断の基礎とした情報の透明性、正確

性、完全性が十分ではない可能性が相対的に高くなります。

なお、当社は、投資判断プロセスにおいて、社内関係部門による調査・検討に加え、必要に応じて外部の財

務・法務・税務アドバイザーなどの協力を得ながら、対象企業の重要項目についてデュー・デリジェンスを実

施し、投資に係るリスクを把握するよう努めています。それらの検討結果を踏まえて、ソフトバンクグループ

㈱の取締役会、取締役会から権限を委譲された投融資委員会、またはファンド運営子会社の投資委員会で投資

判断を下しています。

b．資金調達

当社は、金融機関からの借入や社債のほか、保有資産を活用した資金調達（アセットバック・ファイナン

ス）、保有資産の売却などの多様な調達手段を活用しています。

金融機関からの借入や社債については、金利変動や信用格付けの変更などにより調達環境が悪化した場合、資

金調達を予定した時期・規模・条件で行えない可能性があります。また、これらの債務には、各種コベナンツが

付されていることがあり、抵触した場合、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。さらに、

それに伴い、その他の債務についても一括返済を求められる可能性があります。

Arm株式などをはじめとした上場および非上場株式を活用したアセットバック・ファイナンス（株式先渡売買

契約を除きます。）については、対象となる保有株式の価値が下落した場合に、追加で現金担保の差し入れが必

要となる可能性や期限前の返済義務が発生する可能性があることに加えて、新たな資金調達やリファイナンスに

支障が生じる可能性があります。

保有資産の売却による資金調達については、市場流動性の低迷、市場ボラティリティ、契約上の売却制限、予

定していた新規株式公開の遅延などにより、必要な時期に想定した価格で売却できない可能性があります。

なお、当社は、資金調達に係るリスクをコントロールするため、市場環境を注視した上で適切と考える時期、

手法で資金調達を実施しています。特に金融機関からの借入、社債の発行やアセットバック・ファイナンスの実

施にあたっては、様々なシナリオを想定した事前の検討・対応を行うことで各資金調達の安定性を高めていま

す。こうした対応により、財務方針に基づき十分な手元流動性を維持することに努めています。
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c．経営陣

当社の主要な子会社はそれぞれのCEOなどの下で、投資ファンドは後述のファンド運営子会社のCEOの下で、い

ずれも自律的に運営を行っていますが、当社の経営において中心的な役割を担っている代表取締役　会長兼社長

執行役員　孫　正義に不測の事態が生じた場合には、当社の活動全般に支障が生じる可能性があります。

このような不測の事態が発生した場合における意思決定プロセスへの影響を最小限に留めるため、コンティン

ジェンシープランを策定しています。また、指名報酬委員会において、サクセッションプランについても定期的

に議論しています。

d．OpenAIへの投資

2026年３月末現在、当社はSVF２を通じてOpenAIに対し累計346億米ドルの投資を行いました。加えて、2026年

２月にOpenAIへの300億米ドルの追加出資を決定し、本追加出資に必要な資金の調達を主な目的として同年３月

に総借入限度額400億米ドルのブリッジファシリティ契約を締結しました。2027年３月期は、本ブリッジファシ

リティの長期資金への借り換えや返済に優先的に取り組んでいく方針ですが、市場環境などさまざまな影響によ

り、想定通りに行えない可能性があります。

AI分野では技術革新が急速に進展し、競争環境も激化しているほか、OpenAIの事業にはさまざまなリスクが存

在します。例えば、優秀な技術人材の確保・定着や利用者数の拡大が十分に図れない、想定通りの時期や水準で

収益を確保できない、大規模な計算能力および半導体の確保に関する長期契約に伴う負担が増大する、係争中の

訴訟の結果による金銭的負担やレピュテーションへの影響が生じる、などのリスクを伴います。これらのリスク

が顕在化した場合には、同社の事業展開や競争優位性、企業価値に影響を及ぼす可能性があり、当社の保有株式

価値に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社はOpenAIの少数株主であるため、同社の事業戦略や意思決定に対する影響力は限定的であり、当社

が最も有益であると考える戦略がOpenAIの経営陣によって採用される保証はなく、さらに、戦略的または業務上

の意思決定において、OpenAIが掲げる公共の利益というミッションが株主価値の最大化に優先されるおそれがあ

り、その結果、当社の投資家としての利益と相反する可能性があります。

さらに、将来的に同社が株式公開を行おうとする場合には、市場環境や規制動向などにより、当社または同社

の想定通りの時期または条件で実現しない可能性や株式公開自体が実現しない可能性があります。この場合、同

社の資金調達に影響を及ぼし、資金繰りが悪化する可能性があるほか、当社の保有株式価値や資金化の時期に影

響を及ぼす可能性があります。

なお、当社は、投資実行後も、財務・経営情報や重要な経営指標、投資決定時の事業計画と実際の進捗の差異

など、同社の主なリスク要因を継続的に監視しています。

e．AIインフラ

当社は、2025年１月、OpenAIのために米国内で新たなAIインフラを構築する「Stargate Project」をOpenAIな

どと共同で発表しました。その一環として、2026年１月には当社子会社のEnergy GlobalがOpenAIと戦略的パー

トナーシップを締結し、テキサス州ミラム郡における1.2GW規模のAIデータセンター計画において、電力・通信

接続設備などを備えたデータセンター用の建屋（パワードシェル）の建設を進めています。

さらに、2026年３月、米国エネルギー省（DOE）および米国商務省（DOC）は、当社、Energy GlobalおよびAEP 

Ohio（米電力大手American Electric Power Company, Inc.傘下の地域電力会社）とともに、オハイオ州パイク

トンの「PORTS Technology Campus」において10GW規模の発電設備と10GW規模のAIデータセンターを開発する官

民連携プロジェクトを発表しました。このうち9.2GW規模の発電設備の整備計画は、日米政府間の合意に基づく

総額5,500億ドル規模の「戦略的投資イニシアティブ」の対象の一つです。

当社は、これらのプロジェクトに多額の資金を要することを踏まえ、外部資金を活用することで自己資金負担

を抑制しつつ、AIの活用拡大を支えるインフラの構築を推進する方針です。しかしながら、外部資金を予定した

時期・規模・条件で確保できない場合や、その他さまざまな要因により、当社の想定通りに進まない可能性があ

ります。
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（２）ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業

SVFは、主にAIを活用した成長可能性が大きいと考えるテクノロジー企業への投資を目的としたファンドであ

り、ファンドの存続期間の中でリターンを最大化することを目指しています。ソフトバンクグループ㈱は、各投資

ファンドにリミテッド・パートナーとして出資を行っており、また、各投資ファンドを運営する当社100％子会社

（SVF１を運営するSBIAおよびSVF２とLatAmを運営するSBGA、以下「ファンド運営子会社」）は、各投資ファンド

の事業活動に応じて管理報酬、業績連動型管理報酬および成功報酬を受け取ります。

SVFを通じた投資やその運営における主要なリスクは、以下のa～dに記載する通りです。なお、本（２）におい

て、「投資先」はSVFの投資先を意味します。

a．投資先の事業展開

多くの投資先は、AIや大規模で複雑なデータセットなどの新技術を活用し、従来にはない新たなビジネスモデ

ルの実現を目指しています。このような企業が、計画通りに事業を展開し、利益の獲得や強固な事業基盤の確立

を果たすには様々なリスクを伴います。例えば、技術の開発やビジネスモデルの実現を想定通りに進められず顧

客や市場に合致する商品・サービスを継続的に提供できない、採算性がないため事業基盤の維持や技術開発に必

要な費用を十分に確保できない、最新の技術を持つ他の新規参入企業や経営基盤の強固な既存企業との競争に敗

れる、事業のスケーラビリティを確保できない、事業・地域の多角化への対応や経済・事業環境の変化への対応

ができない、広告宣伝活動や営業人員の確保などの顧客獲得費用が計画を大幅に上回り利益を確保できない、複

雑化する各国・地域のデータ保護やAI規制に対応できないまたは対応コストが増加する、などのリスクがありま

す。

また、国家安全保障における先端技術の戦略的重要性は近年高まっており、米中関係の悪化などを背景とし

て、各国における規制が強化される可能性があり、その結果投資先の事業展開や期待する投資リターンに悪影響

を及ぼす可能性があります。

さらに、事業展開に必要な資金を確保するに当たり、資金調達環境が悪化した場合には、想定していた条件で

資金調達ができず、事業成長を損なう大幅なコスト削減や、当社持ち分の希薄化を伴う資金調達を余儀なくされ

る可能性があります。

なお、ファンド運営子会社では、投資承認プロセスや投資後の継続的なモニタリングを通じて、独立した投資

リスク部門が中心となり、これらのリスクの早期の把握と軽減に努めています。

b．投資におけるエグジット機会の不足

SVFの保有株式等は、その投資規模や流動性の低さに加え、経済、法律・規制、政治などの要因による影響も

受けるため、当初の計画通りに資金化できない可能性があります。さらに、契約またはその他の制約により、

SVFは特定の株式等の売却を一定期間禁止される場合があり、想定通りの時期または有利な市場価格で売却でき

ない可能性があります。

なお、エグジット戦略はファンド運営子会社の投資委員会において重要な検討事項となっており、慎重な議論

を重ねた上で承認されます。エグジット戦略は、投資部門が継続的に見直し、更新するとともに、投資リスク部

門がそれに対し様々な市場環境を想定したストレステストを実施しています。景気後退の可能性や、エグジット

に時間を要する投資がありうることを想定し、SVFは存続期間が長期に設定されています。

c．保有する上場株式等

SVFの投資ポートフォリオには上場株式等が含まれています。これらの資産の保有には、投資先に関する情報

の開示義務の増加、当該株式等の処分におけるSVFの裁量に対する制限、投資先の役員および取締役（ファンド

運営子会社の従業員である場合を含みます。）に対する投資先株主からの訴訟提起およびインサイダー取引や利

益相反の告発の可能性の増加、などのリスクを伴います。また、これらのリスクに対応する費用が増加する可能

性があります。

なお、ファンド運営子会社は、計画的に上場株式等を売却する仕組みを構築しており、市場への影響を最小限

に抑えつつ、売却額の最大化に努めています。また、米ドルに対する為替レートが不安定な通貨建ての株式等の

為替リスクをヘッジする必要性について検証しています。

さらに、SVFが上場株式等を管理する上で発生する業務運営上のリスクやコンプライアンスリスクは、ファン

ド運営子会社のオペレーション、コンプライアンス、リスク管理の各部門が関与するコントロール・フレームワ

ークを通じて管理されており、これにはポリシー、社員研修、社内通報制度、取引相手の確認などの取引承認プ

ロセス、および取引後のモニタリングが含まれます。
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d．人材の確保・維持

ファンド運営子会社は、受託者責任に基づき投資ファンドの保有株式価値の最大化を目的として、投資先を慎

重に選定することに加え、投資後の成長を促す様々な支援を行います。このような取り組みの成功には、投資事

業、テクノロジーおよび金融市場に関する幅広い専門的知見を有する有能な人材の確保・維持が不可欠です。フ

ァンド運営子会社が柔軟な業務遂行を可能にする体制を維持できない、または有能な人材を十分に確保・維持す

ることができない場合には、運営する投資ファンドの投資規模の維持・拡大や将来の投資成果に悪影響を及ぼす

可能性があります。

なお、ファンド運営子会社は、投資・運用に求められる多様なノウハウを維持すべく、定期的な人事評価や組

織の見直しに加え、研修や能力開発、スタッフが潜在能力を最大限に発揮できるよう行われる社内異動に至るま

で、様々な人材サポートプログラムを提供しています。

（３）ソフトバンク事業

ソフトバンク㈱およびその子会社（以下「ソフトバンク㈱グループ」）は、コアビジネスである通信事業に加

え、「Yahoo! JAPAN」、「LINE」、「PayPay」などのサービスを提供しており、情報・テクノロジー領域のさまざ

まな分野でビジネスを展開しています。ソフトバンク㈱グループにおける主要なリスクは、以下のa～fに記載する

通りです。

a．市場環境の変化、他社との競合

通信関連市場において、ソフトバンク㈱グループは消費者の志向に合ったサービス・商品・販売方法を導入し

ていますが、料金プランや通話・データ通信の品質等の面で消費者の期待に沿えない場合やソフトバンク㈱グル

ープが提供するサービス・商品に重大な瑕疵が存在した場合、ソフトバンク㈱グループの競争力が低下する可能

性があります。また、法令・規制・制度などの制定、改正または解釈・適用の変更等により、ソフトバンク㈱グ

ループが顧客に提供できるサービス・商品・販売方法および料金プラン等が実質的な制約を受け、収入の減少や

金銭的負担の発生・増加が起きる可能性があります。

ソフトバンク㈱グループの競合他社は、資本力、商品・サービス、技術開発力、価格競争力、顧客基盤、営業

力、ブランド、知名度およびこれらの総合力などにおいて、ソフトバンク㈱グループより優れている場合があり

ます。競合他社がその優位性を現状以上に活用して商品やサービスの販売を強化した場合、ソフトバンク㈱グル

ープが価格競争を含む販売競争で劣勢に立たされ、顧客を維持・獲得できない、またはARPU（１契約当たりの月

間平均収入）が低下すること等により、収益性が低下する可能性があります。また、新興企業や新規参入者の商

品・サービスがソフトバンク㈱グループの商品・サービスに対する競合となる可能性があるほか、ソフトバンク

㈱グループが競争優位性を維持・確保するために、新規商品・サービスの開発や販売促進等に係る費用が増加す

る可能性があります。

ソフトバンク㈱グループは、重複する経営資源の効率化、意思決定の迅速化や事業間におけるより大きなシナ

ジーの創出などを目的として、ソフトバンク㈱グループ内部において再編を行う場合があります。しかし、期待

した再編の効果を十分に発揮できない場合や少数の経営陣に権限が集中する場合、展開するサービスの連携の不

調・遅れ、戦略やシナジーへの悪影響、再編に伴う混乱、ガバナンスの不全などの問題が発生する可能性があり

ます。

b．技術・ビジネスモデルへの対応

ソフトバンク㈱グループは、技術やビジネスモデルの移り変わりが早い情報産業を主な事業領域としていま

す。特に生成AIやAIエージェントに関する技術の分野の発展は目覚ましく、既存のビジネスモデルに大きな影響

を与えています。ソフトバンク㈱グループは、常に、最新の技術動向や市場動向の調査、技術的優位性の高いサ

ービスの導入に向けた実証実験、および他社とのアライアンスの検討などの施策を講じていますが、新たな技術

への対応が想定通りの時間軸に沿って進むこと、想定通りの効果を上げること、共通の基準や仕様が確立するこ

と、および商用性を持つようになることについての保証はなく、また、これらの施策を行ったとしても、新たな

技術やビジネスモデルの出現を含む市場環境の変化にソフトバンク㈱グループが適時かつ適切に対応できず、ま

たは迅速かつ効率的に設備を配備できないことにより、市場変化に適した優れたサービス、技術やビジネスモデ

ルを創出または導入できない可能性があります。その場合、ソフトバンク㈱グループのサービスが市場での競争

力を失い、ソフトバンク㈱グループが維持・獲得できる契約数が抑制される、またはARPUが低下する可能性があ

ります。
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c．情報の流出や不適切な取扱いおよびソフトバンク㈱グループの提供する商品やサービスの不適切な利用

ソフトバンク㈱グループは、事業を展開する上で、顧客情報（個人情報を含みます。）やその他の機密情報を

取り扱っています。ソフトバンク㈱グループは、情報セキュリティ管理責任者の設置や役職員へのセキュリティ

教育・訓練をはじめ、適切に情報資産を保護・管理するための体制構築を図っていますが、ソフトバンク㈱グル

ープ（役職員や委託先の関係者を含みます。）の故意・過失、または悪意を持った第三者によるサイバー攻撃、

ハッキング、コンピューターウイルス感染、その他不正アクセスなどにより、これらの情報の流出や消失などが

発生する可能性があります。

また、ソフトバンク㈱グループの提供する商品やサービスが詐欺等の犯罪に不正に利用された場合、ソフトバ

ンク㈱グループの信用および信頼の低下を招く可能性があります。

こうした事態が生じた場合、ソフトバンク㈱グループの信頼性や企業イメージが低下し顧客の維持・獲得が困

難になるほか、競争力の低下や、損害賠償やセキュリティシステム改修のために多額の費用負担が発生する可能

性があります。

なお、特に主要な関係会社であるLINEヤフー㈱においては、同社が2023年11月27日に公表した不正アクセスの

事案に関し、総務省および個人情報保護委員会への報告を行い、行政指導および勧告を踏まえて推進していた再

発防止策は、2026年３月末をもって、システム基盤を共有していた関係会社等とのシステム・ネットワークの分

離、LINEヤフー㈱の環境における全体的な多要素認証の導入、業務委託先の管理高度化等の主要な技術的・組織

的対策の実装を完了し、定常的・継続的な運用フェーズへと移行しています。また、2024年11月に同社が提供す

るサービスである「LINEアルバム」においてアルバムのサムネイル画像に他の利用者の画像データが紛れ込むと

いう不具合が発生し、2025年３月28日に総務省より行政指導を受けました。同社は、再発防止策を講じるととも

に、総務省への報告を完了しています。さらに、LINEヤフー㈱としての組織再編以降、同社およびそのグループ

会社においては、グループ全体のデータガバナンスが円滑かつ適切に機能するよう体制を整備し、継続的にその

強化に取り組んでいます。一方、昨今のサイバー脅威動向においては、ランサムウェア等による被害が深刻化し

ており、2025年10月にLINEヤフー㈱の連結子会社であるアスクル㈱において、ランサムウェア攻撃に起因するシ

ステム障害により一部事業活動に影響が生じました。LINEヤフー㈱およびグループ会社では、こうした新たな脅

威環境とグループ会社において発生した事案を重く受け止め、従来のセキュリティの取り組み全般に加え、ラン

サムウェア等の攻撃によるシステム停止を想定したデータの保全や、実効性のある復旧手順の検証をはじめとす

る対策を重点的に推進しています。しかし、LINEヤフー㈱およびそのグループ会社におけるこれらの取り組みな

らびにソフトバンク㈱によるグループガバナンス上の対応が適切ではない、または十分ではないと判断された場

合、ソフトバンク㈱グループの信用の毀損、ソフトバンク㈱グループのサービスへの需要の減少等により、ソフ

トバンク㈱グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。

d．業務の委託

ソフトバンク㈱グループは、提供する各種サービス・商品に係る販売、顧客の維持・獲得、通信ネットワーク

の構築およびメンテナンス、ならびにそれらに付随する業務の全部または一部について、他社に委託しているほ

か、情報検索サービスにおいて他社の検索エンジンおよび検索連動型広告配信システムを利用しています。ソフ

トバンク㈱グループは、サプライチェーン上のリスクの低減に努めていますが、業務委託先（役職員や関係者を

含みます。）がソフトバンク㈱グループの期待通りに業務を行うことができない場合や、顧客に関する情報の不

正取得や人権侵害等に関連する問題を起こした場合、ソフトバンク㈱グループの事業に影響を及ぼす可能性があ

ります。

また、上述のような事象により当該業務委託先の信頼性や企業イメージが低下した場合には、ソフトバンク㈱

グループの信頼性や企業イメージも低下し、事業展開や顧客の維持・獲得に影響を及ぼす可能性があります。こ

のほか、当該業務委託先において法令などに違反する行為があった場合、ソフトバンク㈱グループが監督官庁か

ら警告・指導を受けるなど監督責任を追及される可能性があるほか、ソフトバンク㈱グループの信頼性や企業イ

メージが低下し顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。
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e．関連システムの障害などによるサービスの中断・品質低下

ソフトバンク㈱グループでは、通信ネットワークや顧客向けのシステム、「Yahoo! JAPAN」、「LINE」、

「PayPay」をはじめとする各種サービスを提供しています。これらサービスにおいて、人為的なミスや設備・シ

ステム上の問題（自然災害など予測困難な事情に起因するものも含みます。）、第三者によるサイバー攻撃、ハ

ッキングその他不正アクセスなどに起因して各種サービスを継続的に提供できなくなること、または各種サービ

スの品質が低下することなどの重大なトラブルが発生する可能性があります。ソフトバンク㈱グループは、ネッ

トワークを冗長化するとともに、障害やその他事故が発生した場合に備え、復旧手順を明確にしています。ま

た、障害やその他事故が発生した場合、規模に応じて事故対策本部を設置するなど、適切な体制を構築して復旧

に当たっています。これらの対策にもかかわらず、サービスの中断や品質低下を回避できず、サービスの中断・

品質低下による影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の

維持・獲得が困難になる可能性があります。

f．経済安全保障

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（以下「経済安全保障推進法」）に

基づき、2023年11月16日にソフトバンク㈱およびLINEヤフー㈱は電気通信事業における特定社会基盤事業者（基

幹インフラ事業者）に指定されました。2024年５月17日から本制度の規律が適用されていますが、ソフトバンク

㈱またはLINEヤフー㈱が経済安全保障推進法が定める国による審査に適切に対応できなかった場合、当局からの

ソフトバンク㈱またはLINEヤフー㈱に対する事業の是正や中止の勧告、命令等の行政措置、それに伴う事業の一

時停止、遅延、追加の設備投資ならびに追加の対策やコスト、ソフトバンク㈱グループの信用の毀損が生じる可

能性があります。

（４）AIコンピューティング事業

AIコンピューティング事業では、ArmやAmpereをはじめとする半導体関連子会社が、ASIの実現に向けて、グルー

プの半導体ビジネスの強化に取り組んでいます。Armは主に、CPU製品、コンピュート・サブシステムおよびその他

の関連製品など、高性能かつ省エネルギーなArmコンピュートプラットフォームの開発とライセンス事業を行って

います。Armは、CPU製品やその他の関連製品を、自社チップの設計を行う半導体企業やOEMなどにライセンスし、

そこで設計されたチップは、デバイスメーカーによってスマートフォン、タブレット、PC、自動車などの最終製品

に組み込まれます。Armの収益は、主に、Armのテクノロジーのライセンス収入およびライセンス先の企業がArmの

製品を含むチップを販売することにより生じるロイヤルティー収入からなります。また、Armは、より包括的で最

終市場に最適化された設計への投資、個別IPを超えたサブシステム設計の提供などを通じて、提供製品の範囲を継

続的に拡大しています。2026年３月には、「Arm AGI CPU」を通じて、同社のコンピュートプラットフォームを自

社設計シリコンチップの領域へと拡張しました。Ampereは、Armのコンピュートプラットフォームを活用し、AIコ

ンピューティング向けの高性能かつ省エネルギーなCPUの設計に特化することで、Armの設計力を補完しています。

当事業においては、Armが占める資産価値および売上高の割合が高いことから、Armに係る主要なリスクを、以下の

a～kに記載しています。

a．業界動向の変化

Armのテクノロジーやサービスに対する需要は、半導体およびエレクトロニクス産業の動向に大きく依存して

います。これらの産業は、変化と競争が激しい上、各世代のチップの平均販売価格がそのライフサイクルを通じ

て下落するという特徴があります。また、Armのライセンス収入も、半導体企業およびデバイスメーカーがArmの

新しい製品を採用する頻度に大きく依存しているため、これらの企業の製品に対する需要の影響を受けます。デ

バイスメーカーによる、Armベースのチップへの需要の減少は、Armの収入に悪影響を及ぼします。

Armの成功は、その製品およびサービスが、半導体企業やデバイスメーカーに受け入れられるかどうかに大き

く依存しています。市場には競合するアーキテクチャーがあり、Armの製品が市場で引き続き受け入れられる保

証はありません。

また、半導体およびエレクトロニクス産業はますます複雑化し、設計および製造コストは増加の傾向にありま

す。そのため、Armの顧客の多くは、設計自動化ツール（EDA）や設計した半導体の製造にサードパーティを利用

しています。Armはこれらのサードパーティと緊密に連携し、自社の技術とサードパーティのEDAや製造プロセス

の互換性を確保しています。しかしながら、互換性の確保が適切に行われなかった場合や、EDAや半導体設計に

関する情報へのアクセスが妨げられた場合、Armの製品に対する需要が減少する可能性があります。

なお、これらのリスクを軽減するために、Armの経営陣は定期的に戦略と長期の製品開発計画を見直し、将来

のニーズを満たす製品の開発に努めています。また、半導体やエレクトロニクス業界の多くの顧客や企業と連携

することで、状況の変化を察知し、適切な対応を図る体制を整えています。
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b．競合

Armは、他社との競争に加え、設計および製造技術の進歩、ソフトウエア開発の効率性、エンドユーザーのニ

ーズや業界標準の変化、頻繁な新製品の導入やアップグレードなど、変化の激しい事業環境に晒されています。

x86のような確立された技術や、RISC-Vのような無償のオープンソースの技術など、既存および新規の市場参加

者との競合が今後も継続すると予想されます。加えて、「Arm AGI CPU」のような自社設計シリコンチップへ参

入し、提供する製品を拡大したことにより、Armの重要な顧客などとの間で対立が生じる可能性があります。さ

らに、ArmがIPライセンスを提供してきた顧客の多くは、特定の市場においてArmと直接競合する可能性がありま

す。

Armの競合他社が、開発・広告宣伝・販売により多くの経営資源を投入することで、価格、顧客対応、性能、

品質の面でより優れた製品・サービスを提供した場合、Armは競争上の優位性を確保するため、相当規模の経営

資源の投資が必要となる可能性があります。

なお、Armは、主要な半導体企業と密接に連携し、リスクの軽減に努めています。Armは、Armベースのチップ

の構築や適合するソフトウエア開発の知識を持つ多くのエンジニアからなるエコシステムを確立しており、それ

に投資することで、様々なArmベースのチップの開発・維持コストのさらなる削減に努めています。

c．新製品の開発およびビジネスモデルの変更

競争力を維持するため、Armは、顧客の要望や市場機会に対応し、既存の製品・サービスの強化や、新しい製

品・サービスの創造、開発を継続することが不可欠です。そのため、Armは経営資源を投入し、新規市場の開拓

や、さまざまな最終市場における既存および潜在顧客に向けて、新たな製品やソリューションを検討していま

す。これには、ArmのIPだけでなく、コンピュート・サブシステム、チップレット、およびエンド・チップ・ソ

リューションなど、IP設計を超えたソリューションも含まれます。さらに、Armは新製品の実現可能性の検討お

よび開発に向けて、引き続き経営資源を配分するとともに、エコシステムパートナーとの連携を進めていく方針

です。しかしながら、こうした新規市場への参入や新たなソリューションの提供は、さまざまな要因により成功

しない可能性があります。

例えば、新規市場への参入や新たな製品やソリューションを提供する企業と同様に、Armも、すでに確立され

た地位を持つ企業、長年にわたる顧客関係やブランド認知度を有する企業、またはArmよりも多くの経営資源を

投入している企業との競争に直面します。また、Armの顧客が従来のArmのIPを引き続き自社製品やソリューショ

ンへ組み込むことを望む場合、Armが提供する統合的なコンピュート製品は、想定した時期に採用されない、ま

たは全く採用されない可能性もあります。さらに、「Arm AGI CPU」のような自社設計シリコンチップへの参入

などによる提供製品の拡大や、それ以外の製品・サービスの変更により、重要な顧客などとの間に対立またはそ

の懸念が生じた場合、これらの顧客などは、Armとの関係を解消または大幅に縮小し、代替アーキテクチャーや

競合他社の製品を使用する可能性があります。

Armによる自社設計シリコンチップへの参入は、従来のIPライセンス事業とは大きく異なり、製造・サプライ

チェーンおよび在庫に関する新たなリスクを伴います。これらには、サードパーティのファウンドリパートナ

ー・受託生産会社への依存、製造欠陥や品質問題が生じる可能性、多額の初期投資や購入義務、在庫管理上の課

題、サプライチェーンへの依存およびその混乱、原材料価格の変動、ならびに運転資本の増加が含まれます。

加えて、Armは、専門性を有するエンジニアなどの人材の採用、または同様の専門性を有する企業の買収を行

う可能性がありますが、想定した時期に、または想定した条件で実施できない可能性があります。さらに、新た

な製品やソリューションに係る研究開発プロジェクトについて、Armが必要な専門性や財務資源などを十分に有

していない場合、Armは当社またはサードパーティと提携する可能性がありますが、当社またはサードパーティ

が必要な経営資源を投入する保証はなく、Armおよび顧客の期待を満たす保証もありません。

また、Armは、競争力を維持するために、製品やサービスの価格、顧客との取引の仕組みや条件、またはビジ

ネスモデルを変更する可能性があります。これらの変更が顧客に受け入れられる保証はありません。そのような

場合、Armは想定した金額や時期で収益を得られない、または全く収益を得られない可能性があります。

加えて、ビジネスモデルの変更後において、将来締結される契約の数や金額の増加が従来と同じようには実現

しない、または全く実現しない可能性があり、その結果、Armの収入が予想を下回る可能性があります。さら

に、新しいビジネスモデルの導入は、顧客にとってArmの製品の魅力を低減させてしまうなど、想定通りの結果

を得られない可能性があります。

なお、これらのリスクを軽減するため、Armは新しいビジネスモデルに関して、主要な変更を実施する前に顧

客と十分な議論を行うなど、広範な検討を実施し、リスクの特定と対応に努めています。
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d．研究開発

Armは、競争力を維持するため、市場参加者による次世代技術の採用が進む中で、新製品や応用分野を継続的

に創造・開発し、既存の製品やサービスを強化する必要があります。また、進化する市場のニーズに対応するに

は、適切な人員や開発技術など、研究開発に必要な経営資源を十分に確保・維持することが、Armの持続的な成

功にとって不可欠です。しかし、Armの資源確保が不十分である可能性や、誤った将来需要の見通しに基づいて

研究開発を進める可能性があります。

なお、これらのリスクを軽減するために、Armの経営陣は研究開発の資源配分について定期的に見直しを行っ

ています。

e．顧客の集中

Armの収益の大部分は少数の主要顧客に依存しており、これらの主要顧客の事業の動向に影響を受ける可能性

があります。

なお、Armは、毎年複数のプロセッサーを開発することで、特定の顧客がArm製品の導入を見送った場合の影響

の軽減に努めています。

f．世界経済の動向

Armは、世界経済の悪化、政治情勢の不安定化、地政学的混乱、制裁や輸出管理規制など、コントロールでき

ないリスクの影響を受ける可能性があります。こうした地政学的および経済的要因を背景に、特定の国がエンド

ツーエンドのアーキテクチャーの管理をより一層求め、アーキテクチャーの細分化ならびにグローバルなアーキ

テクチャーの役割の低下が生じることで、世界の半導体市場の細分化が起きる可能性があります。その結果、

Arm製品の世界市場にも影響を及ぼす可能性があります。これにより地域ごとの多様な製品をサポートするため

の費用の増加や、Arm製品を使用しなくなった地域における収益の減少、新規市場における将来のライセンス収

入の機会損失につながる可能性があります。

なお、Armは、規制当局に対する働きかけや、将来の顧客ニーズに即した製品開発を行うために戦略の見直し

を行うことで、これらのリスクの軽減に努めています。

g．中国への依存

Armの中国関連市場での収益の大部分は、Arm China（注２）とのIPライセンス契約を通じて得られており、そ

の大半は、中国の半導体企業およびOEM、ならびに中国向けに半導体や最終製品を輸出する中国以外の半導体企

業およびOEMによるものです。Armは、Arm Chinaとの関係が今後も継続し、同社を通じた収益が中国関連収益の

大部分を占めるとともに、全体収益においても一定の割合を占める状況が継続すると見込んでいます。Armが、

Arm Chinaとの取引関係・中国関連市場の収益を維持できない場合、中国における新規および既存の市場へのア

クセスが閉ざされる場合、新規事業での成長の遅れまたは中国における市場シェアが低下する場合には、Armの

業績や競争力に悪影響を与える可能性があります。

中国は半導体産業の収益のうち重要な部分を占めています。しかし、貿易や国家安全保障政策、債務残高の継

続的な増加などにより中国経済は不確実性が高く、中国の半導体産業および関連産業の短期的な成長見通しは、

不透明な状況にあります。このような状況が長期化する場合、Armに悪影響を及ぼす可能性があります。

また、米国および中国政府による貿易政策や国家安全保障政策を含む規制および法的措置により、Armの中国

でのビジネスおよび中国の顧客やサプライヤーとの取引は現在すでに一定の制約を受けていますが、今後も取引

が制約される、または禁止される可能性があります。

なお、これらのリスクを軽減するために、Armは、米中における政策の動向を的確かつ迅速に把握することに

努めています。また、Arm Chinaにおける収益見通しやライセンス契約を定期的にレビューすることで、中国市

場の動向をモニタリングするとともに、その対応に努めています。

（注２）Arm Chinaは、ソフトバンクグループ㈱の子会社であるAcetone Limitedと中国投資家による合弁会社で

す。Armはこの会社を通じて中国市場にアクセスしています。Armは、Acetone Limitedに対して議決権

を有しない10％の持分を保有しており、当該持分を通じてArm Chinaの約4.8％を間接的に保有しており

ます。
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h．訴訟、規制対応および所有する知的財産権の保護

Armの事業の成功には、その知的財産権の保護が不可欠です。Armは、その保護に当たり、主に特許権・著作

権・企業秘密・商標関連の法律や、従業員との機密保持契約、ならびに顧客などの関係者とのライセンス契約に

依拠していますが、知的財産権を保護するためのArmの措置が不十分である可能性があります。加えて、Armが希

望する特許権を取得できない、または特定の法域においては、Armが保持する知的財産に関する契約上の権利な

どが制限される可能性があります。Armがこれらに関連する法律や規制に適切に対応できない場合、および関連

する法域において知的財産権や契約上の権利を行使できない場合、Armの事業、業績、財政状態および見通しに

重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

また、特許権およびその他の知的財産権を行使するために、訴訟が必要となる場合があります。そのような訴

訟は巨額の費用が必要となる、または経営陣やエンジニアの通常業務に支障をきたす可能性があります。

Armは、事業に関連する各種の訴訟・行政・規制上の手続、クレーム、要求ならびに調査に随時関与していま

す。これらには、商取引、製造物責任、知的財産、サイバーセキュリティ、プライバシー、データ保護、競争

法、契約違反、労務・雇用、内部通報、M&Aその他に関する事項が含まれます。一例として、Armは、Qualcomm, 

Inc.およびQualcomm Technologies, Inc.（両者を含めて「Qualcomm」）、Nuvia, Inc.との係争中の訴訟に関与

しています。このような訴訟の結果や、それによる現在主要顧客であるQualcommとの関係や収益への影響は不透

明です。さらに、Armは複数の法域において競争法規制の適用を受け、競争当局による調査の対象となったこと

があり、今後もその対象となる可能性があります。Armがこのような訴訟または競争当局による調査に関与した

場合、業界、Qualcommやその他の顧客などとの関係において風評被害が生じる可能性があります。

なお、Armは、関連法域における特許権、訴訟、係争事案の動向を注意深く監視することにより、これらのリ

スクの軽減に努めています。

i．知的財産権の侵害

Armは、第三者から知的財産権の侵害、濫用などを主張されたことがあり、今後も同様の主張がなされる可能

性があります。また、Armによる社内でのAI活用の拡大やシリコン分野への参入により、第三者の知的財産権の

侵害が生じるリスクが高まる可能性があります。Armの特許またはその他の知的財産に関する争いが生じた場

合、Armのライセンス先やその顧客が訴訟の対象となる可能性があり、Armは顧客との契約に基づき、顧客に対す

る補償を行わなければならないことがあります。なお、Armによる補償の合意は顧客の最終顧客に対する損害に

ついては対象としていません。また、顧客に対する補償には通常上限が設けられていますが、高額な費用が生じ

る可能性があります。さらに、顧客の最終顧客がArmに対して法的請求を行う可能性もあります。そのような訴

訟は、Armの経営陣および技術人材の負担が増加する、高額な費用が発生する、第三者とのロイヤルティーまた

はライセンス契約の締結を余儀なくされる、損害賠償または製品の販売が差し止められる、特許が無効となる、

顧客からのライセンス料の返還または支払いの免除を求められる、製品の設計やブランドの変更が必要となる、

などのさまざまなリスクを伴います。

なお、Armは、第三者に帰属する知的財産権を使用せずに製品を設計・実装することで（ライセンス契約によ

る恩恵があり、かつ厳密に管理された手順に沿って使用する場合を除きます）、これらのリスクを軽減していま

す。

j．ブランドと評判

Armのブランドと評判を維持することは、顧客、従業員、政府、サプライヤー、およびその他のステークホル

ダーとの関係において不可欠です。Armのブランドと評判は、非倫理的行動や不正、製品の品質、不適切利用お

よび安全性、法令または契約違反、内部統制の失敗、コーポレート・ガバナンスの不備、セキュリティインシデ

ント、労働災害、環境問題、違法または不適切な用途への技術の使用、営業手法、メディア報道、サプライヤー

の行為などにより影響を受ける可能性があります。また、ArmによるAI（生成AIを含みますが、それに限りませ

ん）の内部利用や、AIや機械学習に関連して、Armの取組みやArmの技術が用いられた製品の使用への懸念が生じ

た場合にも、Armの評判が損なわれる可能性があります。これらの危機やその他のブランドと評判への脅威に迅

速かつ効果的に対応できなかった場合、社会的な批判によりArmのブランドと評判が大きく棄損する可能性があ

ります。また、Arm Chinaなどの第三者の行為の責任がArmに転嫁された場合も、Armのブランドや評判が損なわ

れる可能性があります。

なお、Armは、製品の検証および妥当性確認への投資を通じて、これらのリスクの低減を図っています。ま

た、製品の欠陥やバグのリスクを低減するため、厳格な品質保証および検証・妥当性確認プロセスを設けていま

す。加えて、顧客などからのフィードバックを定期的に収集し、Armの製品や行動に対する認識の変化を把握

し、評価の低下に対して早期の対応を図る体制を維持することで、これらのリスクの軽減に努めています。
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k．輸出規制と貿易障壁

Armの本社は英国にあり、現時点において、米国、欧州、中国、インド、韓国、日本、および台湾を含む世界

中の国や地域で事業を展開しています。これらの国際的な事業活動は、政治・経済・金融情勢や、法律・規制環

境の変化による様々なリスクに晒されています。また、Armが新たな製品やソリューションへと事業領域を拡大

するに伴い、これらのリスクも変化・増大する可能性があります。

各国政府による輸出入規制により、様々な負担や製品ライセンス提供の制限が生じる可能性があります。米国

商務省が、先端半導体や他国の製品に対する輸出規制の適用範囲をさらに拡大した場合、より多くのArmの製品

が米国の輸出管理の対象となる可能性があります。さらに、米国政府がArmの顧客・取引先が拠点とする国・地

域に対して、より広範な経済制裁を導入した場合には、Armの製品ポートフォリオに影響を及ぼす可能性があり

ます。

Arm、またはその顧客が関与する国々の貿易における関係性は近年不安定な状況が続いています。米国政府は

半導体業界、特に先端コンピューティング向けの半導体チップおよび関連サービスに影響を与える制裁や輸出規

制を強化しています。これらの規制により、Armによる特定の国の組織やエンドユーザーへの製品のライセンス

提供はこれまでも制約を受けており、今後も同様の制約を受ける可能性があります。Arm製品を組み込んだチッ

プや最終製品について、特定の顧客やパートナーによる製造、出荷または受入が制限された場合には、Armとの

取引関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、Armは、米国、英国、EUの輸出管理当局と強い関係を維持し、政策や規制の動向を監視するとともに、

必要に応じて輸出許可や認可を取得することで、これらのリスクの軽減に努めています。

（５）その他

a．法令遵守

当社は、各国の法令等の下で投資活動を行っています。当社や投資先（役職員を含みます。）が法令等に違反

する行為を行った場合、違反の認識の有無にかかわらず、行政処分や法的措置の対象となる可能性があります。

その結果、当社および投資先の信頼性や企業イメージの低下、取引先による契約解除、金銭的負担が発生する可

能性があります。また、当社および投資先が活動を行う国・地域において、租税法令またはその解釈・運用が新

たに導入・変更された場合や、税務当局との見解の相違により追加の税負担が生じる可能性があります。

なお、当社では、法令の遵守にとどまらず、高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、全ての役職員に適用

される「ソフトバンクグループ行動規範」を定めるとともに、グループコンプライアンス体制の強化や研修など

役職員の知識や意識向上を促す取り組みを行っています。また、法令等の新設・改正に関しては、法務部門が外

部のアドバイザーからの助言を受けながら情報収集などを行っています。

b．知的財産権

ソフトバンクグループ㈱が保有する「ソフトバンク」ブランドが第三者により侵害された場合、ソフトバンク

グループ㈱および「ソフトバンク」ブランドを使用する子会社の企業イメージや信頼性が低下する可能性があり

ます。また、子会社および投資先が保有する知的財産権が第三者により侵害された場合、同社の事業展開や業績

に悪影響を及ぼす可能性があります。一方、当社または投資先が意図せずに第三者の知的財産権を侵害した場

合、権利侵害の差止めや損害賠償、ライセンス使用料の請求などを受ける可能性があります。

なお、事業の持続的成長を支えるソフトバンクグループ㈱のブランドの重要性に鑑み、商標権を国内外で戦略

的に確保する取り組みを行うとともに、子会社の知的財産活動・戦略の評価や子会社との知的財産に関する連携

等を行い、持株会社としてグループ全体の知的財産保護・活用も目指しています。

c．訴訟

当社は、株主、投資先、取引先、従業員（投資先の現在および過去の株主・従業員を含みます。）を含む第三

者の権利・利益を侵害したとして、損害賠償などの訴訟を起こされる可能性があります。その結果、当社の投資

活動に支障が生じたり、企業イメージが低下したりする可能性があるほか、金銭的負担が発生する可能性があり

ます。
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d．サステナビリティ

当社はサステナビリティに対し、本質的な取り組みを率先して実行することが重要であると考えています。し

かし、当社のサステナビリティに関する取り組みが、投資家をはじめとした社内外のステークホルダーの期待か

ら大きく乖離した場合、例えば、サステナビリティの要素が当社のガバナンス体制や経営戦略に十分に組み込ま

れていない、またはサステナビリティに関する重要課題として特定しているもののうち、特に優先度の高い「責

任あるAI」、「気候変動」および「人的資本」への取り組みが不十分な場合、投資活動および資金調達に悪影響

を及ぼす可能性があります。

また、投資先のサステナビリティに関するリスクおよび機会を十分に把握できない場合は、当社が想定した通

りに投資先が事業を展開できない可能性があります。さらに、当社の投資活動や投資先の事業活動に対するサス

テナビリティ関連規制が強化された場合は、投資スピードの鈍化や対応コストの増加が生じる可能性もありま

す。

なお、ソフトバンクグループ㈱は、当社のサステナビリティに関するリスクおよび機会を把握し、ソフトバン

クグループ㈱の取締役会で任命されたチーフ・サステナビリティ・オフィサー（CSusO）を委員長とするサステ

ナビリティ委員会において、取り組むべきサステナビリティに関する課題や対応方針等を継続的に議論するとと

もに、サステナビリティに関わる対応および情報開示を強化しています。

また、投資活動では、各投資エンティティにおいて、投資先のサステナビリティに関するリスクおよび機会を

分析し、総合的な投資評価を行っています。

e．情報セキュリティ

昨今の国際情勢を背景として、世界的にサイバー攻撃の脅威が一層高まっており、AIの悪用を含む攻撃手法の

高度化・巧妙化が進んでいます。当社および投資先においてサイバー攻撃、ハッキング、コンピューターウイル

ス感染、その他不正アクセスや内部不正を完全に防止できなかった場合、各種サービスの停止、情報の漏えい、

改ざん、消失またはその他の情報セキュリティ事故が発生する可能性があります。こうした事態が生じた場合、

当社および投資先の信頼性や企業イメージが低下したり、事業活動に支障が生じたりする可能性があるほか、金

銭的損失やこれらの事象に対応するための追加費用等が発生する可能性があります。

なお、当社は、ソフトバンクグループ㈱の取締役会で任命された最高情報セキュリティ責任者であるチーフ・

インフォメーション・セキュリティ・オフィサー（CISO）の下、情報セキュリティを脅かす脆弱性などのリスク

要因を特定し、リスクに応じた組織的、物理的、技術的および人的な情報セキュリティ対策を実施することで、

情報資産の保護に努めています。

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
ソフトバンクグループ株式会社　本店

（東京都港区海岸一丁目７番１号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

第四部【保証会社等の情報】
　該当事項なし
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会社名 ソフトバンクグループ株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役　会長　兼　社長執行役員　　孫　正義

13,824,815百万円

（2023年７月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格

発行済株式総数

7,242円 × 1,469,995,230株 ＝ 10,645,705百万円

（2024年７月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格

発行済株式総数

9,162円 × 1,469,995,230株 ＝ 13,468,096百万円

（2025年７月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格

発行済株式総数

11,810円 × 1,469,995,230株 ＝ 17,360,643百万円

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

１．当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。

２．当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。

３．当社の発行済株券は、３年平均上場時価総額が250億円以上であります。

（参考）
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セグメント名称 主な事業の内容 主な会社

報告セグメント

持株会社投資事業 ・ソフトバンクグループ㈱およびその子会社に

よる投資事業

ソフトバンクグループ㈱

SoftBank Group Capital Limited

ソフトバンクグループジャパン㈱

ソフトバンクグループオーバーシー

ズ合同会社

SB Northstar LP

ソフトバンク・ビジョン・

ファンド事業

・SVF１、SVF２およびLatAmによる投資事業 SB Investment Advisers (UK) 

Limited

SoftBank Vision Fund L.P.

SB Global Advisers Limited

SoftBank Vision Fund II-2 L.P.

SBLA Latin America Fund LLC

ソフトバンク事業 ・コンシューマ事業：個人顧客を対象としたモ

バイルサービスおよびブロードバンドサービ

スの提供

・エンタープライズ事業：法人顧客を対象とし

たモバイルサービスやソリューションサービ

スの提供

・ディストリビューション事業：法人顧客を対

象としたICTサービス商材の提供

・メディア・EC事業：メディア・広告やコマー

スサービスの提供

・ファイナンス事業：決済、金融サービスの提

供

ソフトバンク㈱

LINEヤフー㈱

PayPay㈱

AIコンピューティング事業 ・半導体のIP、チップおよび関連テクノロジー

のデザイン

・半導体チップの開発および販売

・ソフトウエアツールの販売および関連サービ

スの提供

Arm Holdings plc

Ampere Computing Holdings LLC

Graphcore Limited

その他 ・太陽光発電所の開発・建設・運営およびデー

タセンターの開発・建設

・ロボティクス関連事業

・福岡ソフトバンクホークス関連事業

Energy Global, LP

Silver Bands 4 (US) Corp.（注１）

福岡ソフトバンクホークス㈱

事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移

１．事業内容の概要

　2026年３月31日において、ソフトバンクグループ㈱および関係会社において営まれている事業の内容は以下の通りで

す。2026年３月31日現在、「持株会社投資事業」、「ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業」、「ソフトバンク事

業」、「AIコンピューティング事業」の４つを報告セグメントとしています。

　報告セグメントの概要は以下の通りです。

　（注１）　ロボティクス関連投資を保有する中間持株会社です。
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回次
2021年３月
31日に終了
した１年間

2022年３月
31日に終了
した１年間

2023年３月
31日に終了
した１年間

2024年３月
31日に終了
した１年間

2025年３月
31日に終了
した１年間

会計期間

自2020年
４月１日
至2021年
３月31日

自2021年
４月１日
至2022年
３月31日

自2022年
４月１日
至2023年
３月31日

自2023年
４月１日
至2024年
３月31日

自2024年
４月１日
至2025年
３月31日

売上高 (百万円) 5,628,167 6,221,534 6,570,439 6,756,500 7,243,752

税引前利益 (百万円) 5,670,456 △869,562 △469,127 57,801 1,704,721

親会社の所有者に

帰属する純利益
(百万円) 4,987,962 △1,708,029 △970,144 △227,646 1,153,332

親会社の所有者に

帰属する包括利益
(百万円) 5,482,739 449,419 293,116 1,809,984 666,237

親会社の所有者に

帰属する持分
(百万円) 10,213,093 9,975,674 9,029,849 11,162,125 11,561,541

総資産額 (百万円) 45,750,453 47,544,670 43,936,368 46,724,243 45,013,756

１株当たり親会社

所有者帰属持分
(円) 1,397.20 1,438.98 1,472.23 1,869.86 1,976.35

基本的１株当たり純利益 (円) 654.90 △254.64 △163.09 △42.75 195.20

希薄化後１株当たり純利益 (円) 609.32 △256.42 △165.60 △43.55 194.85

親会社所有者帰属持分比率 (％) 22.3 21.0 20.6 23.9 25.7

親会社所有者帰属持分

純利益率
(％) 61.9 △16.9 △10.2 △2.3 10.2

株価収益率 (倍) 3.6 － － － 9.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 557,250 2,725,450 741,292 250,547 203,580

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,468,599 △3,018,654 547,578 △841,461 △1,631,540

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 2,194,077 602,216 191,517 △606,222 △1,116,384

現金及び現金同等物の

期末残高
(百万円) 4,662,725 5,169,001 6,925,153 6,186,874 3,713,028

従業員数 (名)
58,786 59,721 63,339 65,352 67,229

(20,039) (22,435) (22,684) (24,474) (27,106)

２．主要な経営指標等の推移

（１）連結経営指標等

（注）１　本書面において、連結会計年度は「３月31日に終了した１年間」と記載しています。

２　百万円未満を四捨五入して記載しています。

３　従業員数は、就業人員数を表示しています。従業員数の（　）は、年間平均臨時雇用者数であり、外数で

す。

４　１株当たり親会社所有者帰属持分に使用する親会社所有者帰属持分は、「親会社の所有者に帰属する持分」

から当社普通株主に帰属しない金額を控除し、算定しています。

５　2022年３月31日に終了した１年間、2023年３月31日に終了した１年間および2024年３月31日に終了した１年

間の株価収益率については、基本的１株当たり純利益がマイナスのため記載していません。

６　2026年１月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っています。2021年３月31日に終了した

１年間の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「１株当たり親会社所有者帰属持分」、「基本的１株当

たり純利益」および「希薄化後１株当たり純利益」を算定しています。
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回次 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

営業収益 (百万円) 1,622,615 856,003 657,112 20,818 408,569

経常利益 (百万円) 1,258,459 △200,263 △1,057,199 △1,161,224 △481,572

当期純利益 (百万円) 1,403,478 △352,390 2,828,995 69,020 1,082,903

資本金 (百万円) 238,772 238,772 238,772 238,772 238,772

発行済株式総数 (株) 2,089,814,330 1,722,953,730 1,469,995,230 1,469,995,230 1,469,995,230

純資産額 (百万円) 3,536,120 2,759,755 5,734,553 5,331,126 5,325,482

総資産額 (百万円) 19,234,339 22,412,112 24,563,884 23,334,956 23,044,859

１株当たり純資産額 (円) 506.82 417.27 978.30 908.38 925.49

１株当たり配当額 (円) 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00

(内１株当たり

中間配当額)
(円) (22.00) (22.00) (22.00) (22.00) (22.00)

１株当たり当期純利益

金額
(円) 185.40 △51.55 458.52 11.78 186.33

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

金額

(円) 184.87 － 457.83 11.77 186.19

自己資本比率 (％) 18.3 12.3 23.3 22.8 23.1

自己資本利益率 (％) 36.6 △11.2 66.8 1.3 20.3

株価収益率 (倍) 12.6 － 2.8 190.2 10.0

配当性向 (％) 5.9 － 2.4 93.4 5.9

従業員数 (名)
241 255 247 255 274

(22) (26) (26) (26) (30)

株主総利回り (％) 247.5 149.1 140.3 241.2 203.2

(比較指標：日経平均

株価)
(％) (154.2) (147.1) (148.2) (213.4) (188.3)

最高株価 (円) 10,695 10,220 7,180 9,386 12,180

最低株価 (円) 3,596 4,210 4,491 4,854 6,368

（２）提出会社の経営指標等

（注）１　百万円未満を四捨五入して記載しています。

２　2026年１月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っています。2020年度の期首に当該株式

分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額を算定しています。

３　2021年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失であるため記載していません。

４　2021年度の株価収益率および配当性向については、当期純損失であるため記載していません。

５　従業員数は、就業人員数を表示しています。従業員数の（　）は、年間平均臨時雇用者数であり、外数で

す。

６　最高・最低株価は2022年４月４日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前について

は東京証券取引所市場第一部におけるものです。
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社名または略称 意味

ソフトバンクグループ㈱ ソフトバンクグループ㈱（単体）

当社 ソフトバンクグループ㈱および子会社

※以下の略称の意味は、それぞれの会社の傘下に子会社がある場合、それらを含みます。

SB Northstarまたは資産運用子会社 SB Northstar LP

SVF１ SoftBank Vision Fund L.P.および代替の投資ビークル

SVF２ SoftBank Vision Fund II-2 L.P.

SVF２ LLC SVF II Investment Holdings LLC

LatAm SBLA Latin America Fund LLC

SLA LLC SLA Holdco II LLC

SVF SVF１、SVF２およびLatAm

SBIA SB Investment Advisers (UK) Limited

SBGA SB Global Advisers Limited

Arm Arm Holdings plc

Ampere Ampere Computing Holdings LLC

Energy Global
Energy Global, LP（米国で太陽光発電所の開発・建設・運営

およびデータセンターの開発・建設を手掛ける子会社）

ロボHD
Silver Bands 4 (US) Corp.（ロボティクス関連投資を保有す

る中間持株会社）

OpenAI OpenAI Group PBC（注）

Tモバイル T-Mobile US, Inc.

ドイツテレコム Deutsche Telekom AG

アリババ Alibaba Group Holding Limited

MgmtCo MASA USA LLC

2025年連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の業績の概要

　2026年５月13日に公表した2025年連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の連結財務諸表は以下の

とおりであります。連結財務諸表の金額については百万円未満を四捨五入して表示しております。

　ただし、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査を終了していないため、監査報告書は受

領しておりません。

連結財務諸表及び主な注記

（連結財務諸表及び主な注記における社名または略称）

連結財務諸表及び主な注記において、文脈上別異に解される場合または別段の記載がある場合を除き、以下の社名

または略称は以下の意味を有します。

（注）2025年10月28日、OpenAI Global, LLC（以下「OpenAI Global」）のリキャピタライゼーション（資本再編）が

完了しました。これにより、SVF２を含む投資家は、新たに設立されたデラウェア・パブリック・ベネフィッ

ト・コーポレーションであるOpenAI Group PBCの株主になりました。なお、同日以前の事象等に関する記載箇

所では、OpenAIはOpenAI, Inc.ならびにOpenAI Globalおよび従業員持株ビークルなどその関係会社の総称と

して用いています。
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旧 新

SVFからの投資（FVTPL） SVFの投資（FVTPL）

SVFにおける外部投資家持分 SVFの外部投資家持分

旧 新

持株会社投資事業からの投資損益 投資損益－持株会社投資事業

SVF事業からの投資損益 投資損益－SVF事業

その他の投資損益 投資損益－その他

SVFにおける外部投資家持分の増減額 SVFの外部投資家持分の増減額

旧 新

持株会社投資事業からの投資損益（△は益） 持株会社投資事業の投資損益（△は益）

SVF事業からの投資損益（△は益） SVF事業の投資損益（△は益）

SVFにおける外部投資家持分の増減額（△は益） SVFの外部投資家持分の増減額（△は益）

資産運用子会社からの投資の増減額（△は増加額） 資産運用子会社の投資の増減額（△は増加額）

資産運用子会社における担保差入有価証券の増減額

（△は増加額）

資産運用子会社の担保差入有価証券の増減額（△は増

加額）

SVFによる投資の取得による支出 SVFの投資の取得による支出

SVFによる投資の売却による収入 SVFの投資の売却による収入

SVFにおける外部投資家に対する分配額・返還額 SVFの外部投資家に対する分配額・返還額

（勘定科目の変更）

2026年３月31日に終了した１年間より、勘定科目を以下の通り変更しました。

連結財政状態計算書

連結損益計算書

連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：百万円）

2025年３月31日 2026年３月31日

（資産の部）

流動資産

現金及び現金同等物 3,713,028 5,362,150

営業債権及びその他の債権 3,008,144 3,302,622

デリバティブ金融資産 111,258 44,221

その他の金融資産 1,485,877 2,135,608

棚卸資産 198,291 240,179

その他の流動資産 365,880 730,821

小計 8,882,478 11,815,601

売却目的保有に分類された資産 550,440 －

流動資産合計 9,432,918 11,815,601

非流動資産

有形固定資産 2,830,185 3,446,559

使用権資産 857,961 921,612

のれん 5,781,931 7,314,532

無形資産 2,414,562 2,469,843

契約獲得コスト 383,022 439,265

持分法で会計処理されている投資 502,995 739,274

SVFの投資（FVTPL） 11,410,922 23,495,706

投資有価証券 8,040,068 4,264,641

デリバティブ金融資産 168,248 327,547

その他の金融資産 2,767,625 3,701,668

繰延税金資産 207,987 273,591

その他の非流動資産 215,332 1,539,708

非流動資産合計 35,580,838 48,933,946

資産合計 45,013,756 60,749,547

（１）連結財政状態計算書
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（単位：百万円）

2025年３月31日 2026年３月31日

（負債及び資本の部）

流動負債

有利子負債 5,629,648 7,251,630

リース負債 165,355 184,666

銀行業の預金 1,795,965 2,550,998

営業債務及びその他の債務 3,036,349 3,616,646

デリバティブ金融負債 840,469 137,858

その他の金融負債 5,940 39,944

未払法人所得税 444,180 182,506

引当金 54,047 79,296

その他の流動負債 629,717 790,004

流動負債合計 12,601,670 14,833,548

非流動負債

有利子負債 12,376,682 17,433,486

リース負債 741,665 793,784

SVFの外部投資家持分 3,652,797 3,746,396

デリバティブ金融負債 104,197 549,000

その他の金融負債 199,284 450,847

引当金 155,436 216,527

繰延税金負債 924,392 1,443,678

その他の非流動負債 304,607 813,849

非流動負債合計 18,459,060 25,447,567

負債合計 31,060,730 40,281,115

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 238,772 238,772

資本剰余金 3,376,724 3,510,713

その他の資本性金融商品 193,199 193,199

利益剰余金 2,701,792 7,323,791

自己株式 △256,251 △24,761

その他の包括利益累計額 5,307,305 6,380,109

親会社の所有者に帰属する持分合計 11,561,541 17,621,823

非支配持分 2,391,485 2,846,609

資本合計 13,953,026 20,468,432

負債及び資本合計 45,013,756 60,749,547
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（単位：百万円）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

売上高 7,243,752 7,798,650

売上原価 △3,489,549 △3,782,511

売上総利益 3,754,203 4,016,139

投資損益

持株会社投資事業 3,413,821 218,111

SVF事業 387,584 6,638,611

その他 △100,298 429,774

投資損益合計 3,701,107 7,286,496

販売費及び一般管理費 △3,024,409 △4,020,928

財務費用 △581,559 △771,790

為替差損益 27,055 △271,009

デリバティブ関連損益（投資損益を除く） △2,034,029 204,333

SVFの外部投資家持分の増減額 △491,898 △534,613

その他の損益 354,251 226,277

税引前利益 1,704,721 6,134,905

法人所得税 △101,613 △502,929

純利益 1,603,108 5,631,976

純利益の帰属

親会社の所有者 1,153,332 5,002,271

非支配持分 449,776 629,705

純利益 1,603,108 5,631,976

１株当たり純利益（注）

基本的１株当たり純利益（円） 195.20 873.51

希薄化後１株当たり純利益（円） 194.85 872.47

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

（注）2026年１月１日を効力発生日として、普通株式１株につき４株の割合をもって株式分割を行いました。2025年３月

31日に終了した１年間の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「基本的１株当たり純利益」および「希薄化後

１株当たり純利益」を算定しています。
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（単位：百万円）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

純利益 1,603,108 5,631,976

その他の包括利益（税引後）

純損益に振り替えられることのない項目

確定給付制度の再測定 2,598 4,193

FVTOCIの資本性金融資産 △13,757 △6,834

持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 162 386

純損益に振り替えられることのない項目合計 △10,997 △2,255

純損益に振り替えられる可能性のある項目

FVTOCIの負債性金融資産 △2,373 △3,109

キャッシュ・フロー・ヘッジ 42,263 18,425

在外営業活動体の為替換算差額 △547,774 1,114,456

持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 △1,879 7,759

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △509,763 1,137,531

その他の包括利益（税引後）合計 △520,760 1,135,276

包括利益合計 1,082,348 6,767,252

包括利益合計の帰属

親会社の所有者 666,237 6,098,756

非支配持分 416,111 668,496

包括利益合計 1,082,348 6,767,252

連結包括利益計算書
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金
その他の
資本性
金融商品

利益剰余金 自己株式
その他の
包括利益
累計額

2024年４月１日 238,772 3,326,093 193,199 1,632,966 △22,725 5,793,820
包括利益

純利益 － － － 1,153,332 － －
その他の包括利益 － － － － － △487,095

包括利益合計 － － － 1,153,332 － △487,095
所有者との取引額等

剰余金の配当 － － － △64,086 － －

その他の資本性金融商品の所有者に対する分配 － － － △18,867 － －

その他の包括利益累計額から利益剰余金への振替 － － － △580 － 580

自己株式の取得及び処分 － － － △973 △233,526 －
支配喪失による変動 － － － － － －

支配継続子会社に対する持分変動 － 49,732 － － － －

子会社におけるその他の資本性金融商品の発行 － － － － － －

株式に基づく報酬取引 － △1,049 － － － －
その他 － 1,948 － － － －

所有者との取引額等合計 － 50,631 － △84,506 △233,526 580

2025年３月31日 238,772 3,376,724 193,199 2,701,792 △256,251 5,307,305

（単位：百万円）

親会社の所有
者に帰属する

持分
非支配持分 資本合計

合計

2024年４月１日 11,162,125 2,075,044 13,237,169
包括利益

純利益 1,153,332 449,776 1,603,108
その他の包括利益 △487,095 △33,665 △520,760

包括利益合計 666,237 416,111 1,082,348
所有者との取引額等

剰余金の配当 △64,086 △368,868 △432,954

その他の資本性金融商品の所有者に対する分配 △18,867 － △18,867

その他の包括利益累計額から利益剰余金への振替 － － －

自己株式の取得及び処分 △234,499 － △234,499
支配喪失による変動 － △25,614 △25,614

支配継続子会社に対する持分変動 49,732 47,930 97,662

子会社におけるその他の資本性金融商品の発行 － 200,000 200,000

株式に基づく報酬取引 △1,049 46,737 45,688
その他 1,948 145 2,093

所有者との取引額等合計 △266,821 △99,670 △366,491

2025年３月31日 11,561,541 2,391,485 13,953,026

（３）連結持分変動計算書

2025年３月31日に終了した１年間
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金
その他の
資本性
金融商品

利益剰余金 自己株式
その他の
包括利益
累計額

2025年４月１日 238,772 3,376,724 193,199 2,701,792 △256,251 5,307,305
包括利益

純利益 － － － 5,002,271 － －
その他の包括利益 － － － － － 1,096,485

包括利益合計 － － － 5,002,271 － 1,096,485
所有者との取引額等

剰余金の配当 － － － △62,969 － －

その他の資本性金融商品の所有者に対する分配 － － － △18,390 － －

その他の包括利益累計額から利益剰余金への振替 － － － 23,681 － △23,681

自己株式の取得及び処分 － － － △603 △90,501 －
自己株式の消却 － － － △321,991 321,991 －
企業結合による変動 － － － － － －

支配継続子会社に対する持分変動 － 140,110 － － － －

株式に基づく報酬取引 － △562 － － － －
非支配持分に係る売建プットオプションによる変
動

－ △5,567 － － － －

その他 － 8 － － － －

所有者との取引額等合計 － 133,989 － △380,272 231,490 △23,681

2026年３月31日 238,772 3,510,713 193,199 7,323,791 △24,761 6,380,109

（単位：百万円）

親会社の所有
者に帰属する

持分
非支配持分 資本合計

合計

2025年４月１日 11,561,541 2,391,485 13,953,026
包括利益

純利益 5,002,271 629,705 5,631,976
その他の包括利益 1,096,485 38,791 1,135,276

包括利益合計 6,098,756 668,496 6,767,252
所有者との取引額等

剰余金の配当 △62,969 △354,358 △417,327

その他の資本性金融商品の所有者に対する分配 △18,390 － △18,390

その他の包括利益累計額から利益剰余金への振替 － － －

自己株式の取得及び処分 △91,104 － △91,104
自己株式の消却 － － －
企業結合による変動 － 69,655 69,655

支配継続子会社に対する持分変動 140,110 50,016 190,126

株式に基づく報酬取引 △562 59,591 59,029
非支配持分に係る売建プットオプションによる変
動

△5,567 △38,720 △44,287

その他 8 444 452

所有者との取引額等合計 △38,474 △213,372 △251,846

2026年３月31日 17,621,823 2,846,609 20,468,432

2026年３月31日に終了した１年間
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（単位：百万円）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

営業活動によるキャッシュ・フロー

純利益 1,603,108 5,631,976

減価償却費及び償却費 866,823 918,750

持株会社投資事業の投資損益（△は益） △3,422,188 24,998

SVF事業の投資損益（△は益） △387,584 △6,638,611

財務費用 581,559 771,790

為替差損益（△は益） △27,055 271,009

デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益） 2,034,029 △204,333

SVFの外部投資家持分の増減額（△は益） 491,898 534,613

その他の投資損益及びその他の損益（△は益） △253,953 △656,051

法人所得税 101,613 502,929

資産運用子会社の投資の増減額（△は増加額） △769,572 793,550

資産運用子会社の担保差入有価証券の増減額（△は増加額） △49,047 △1,012,634

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額） △508,544 △797,320

棚卸資産の増減額（△は増加額） △40,000 △42,304

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額） 237,030 550,942

その他 143,021 369,959

小計 601,138 1,019,263

利息及び配当金の受取額 299,714 175,437

利息の支払額 △482,111 △839,234

法人所得税の支払額 △380,008 △821,620

法人所得税の還付額 164,847 37,322

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,580 △428,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出 △1,625,245 △1,525,390

投資の売却または償還による収入 1,180,746 3,807,274

SVFの投資の取得による支出 △578,927 △5,106,118

SVFの投資の売却による収入 458,319 1,125,888

子会社の支配獲得による収支（△は支出） △194,216 △973,101

有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △854,173 △1,733,830

定期預金の預入による支出 △139,211 △243,145

定期預金の払戻による収入 166,897 200,605

その他 △45,730 △59,355

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,631,540 △4,507,172

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：百万円）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の収支（△は支出） △421,723 1,043,095

有利子負債の収入 5,313,665 11,948,212

有利子負債の支出 △3,809,082 △5,426,889

リース負債の返済による支出 △186,441 △192,823

SVFの外部投資家に対する分配額・返還額 △1,485,774 △696,053

非支配持分からの払込による収入 45,969 144,659

その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 △18,867 △18,390

子会社におけるその他の資本性金融商品の発行による収入 200,000 －

自己株式の取得による支出 △237,058 △93,241

配当金の支払額 △64,020 △62,909

非支配持分への配当金の支払額 △368,678 △354,224

その他 △84,375 85,870

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,116,384 6,377,307

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,487 207,819

売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等

物の増減額（△は減少）
33,011 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） △2,473,846 1,649,122

現金及び現金同等物の期首残高 6,186,874 3,713,028

現金及び現金同等物の期末残高 3,713,028 5,362,150
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（５）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（６）連結財務諸表注記

１．表示方法の変更

（連結キャッシュ・フロー計算書）

a．営業活動によるキャッシュ・フロー

従前において「その他」に含めて表示していた「資産運用子会社の担保差入有価証券の増減額（△は増加

額）」は、金額的重要性が増したため、2026年３月31日に終了した１年間より独立掲記しています。この表示

方法の変更を反映させるため、2025年３月31日に終了した１年間において「その他」に含めていた△49,047百

万円を、「資産運用子会社の担保差入有価証券の増減額（△は増加額）」として組み替えています。

b．投資活動によるキャッシュ・フロー

従前において独立掲記していた「子会社の支配喪失による収支（△は支出）」、「貸付による支出」および

「貸付金の回収による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、2026年３月31日に終了した１年間より

「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、2025年３月31日に終了した１年

間において独立掲記していた「子会社の支配喪失による収支（△は支出）」94,862百万円、「貸付による支

出」△36,538百万円および「貸付金の回収による収入」119,384百万円は、「その他」に含めています。

c．財務活動によるキャッシュ・フロー

従前において「その他」に含めて表示していた「非支配持分からの払込による収入」は、金額的重要性が増

したため、2026年３月31日に終了した１年間より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるた

め、2025年３月31日に終了した１年間において「その他」に含めていた45,969百万円を、「非支配持分からの

払込による収入」として組み替えています。

また、従前において独立掲記していた「非支配持分からの子会社持分取得による支出」は、金額的重要性が

乏しくなったため、2026年３月31日に終了した１年間より「その他」に含めて表示しています。この表示方法

の変更を反映させるため、2025年３月31日に終了した１年間において独立掲記していた「非支配持分からの子

会社持分取得による支出」△79,581百万円は、「その他」に含めています。
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名称 Ampere Computing Holdings LLC

所在地 米国カリフォルニア州サンタクララ

代表者の役職・氏名
Chief Product Officer

Jeff Wittich

事業内容
Armコンピュートプラットフォームに基づいた高性能・省エネルギ

ー・持続可能なAIコンピューティングに特化した半導体の設計

設立年月日 2017年９月27日

２.企業結合

2026年３月31日に終了した１年間

Ampere

（１）企業結合の概要

ソフトバンクグループ㈱は、2025年３月に、100％子会社であるSilver Bands 6 (US) Corp.（以下「SB6」）

を通じて、Armコンピュートプラットフォームに基づいた高性能・省エネルギー・持続可能なAIコンピューティ

ングに特化した半導体設計企業である米国のAmpereの全持分を取得することについて、Ampereおよび同社の特定

の持分保有者（以下「売主」）と合意しました。その後、2025年11月25日に、本合意に基づく買収取引が完了し

ました。

本取引の結果、Ampereは当社の100％子会社となりました。

（２）子会社化の目的

Ampereは、次世代クラウドコンピューティングやAIワークロード向けに特化した高性能かつエネルギー効率に

優れたプロセッサを設計する半導体企業です。約1,000人の優れた半導体エンジニアとその素晴らしい技術開発

力により、Ampereは、今後の成長市場において重要な役割を果たすと見込んでいます。

本取引は、当社の広範な戦略的ビジョンおよびAI・コンピューティングにおけるイノベーション推進へのコミ

ットメントに沿ったものです。Ampereは、当社のグループ企業、投資先、取引先を含む広範なエコシステムと連

携していくものと見込まれます。本取引に伴う戦略的な連携により、Armの設計力を補完する形で、Armベースの

チップの開発およびテープアウト（注）で実績を持つAmpereの専門知識を統合することが可能となります。ひい

ては当社のNAV（Net Asset Value：保有株式価値－調整後純有利子負債で算出）の長期的な拡大につながってい

くものと期待しています。

（注）半導体製造工程において、非常に複雑な回路設計が完成し、そのデータを製造部門やファウンドリに送付

すること。設計工程の区切り目を表す言葉。

（３）Ampereの概要

（４）買収の概要

本取引の主な売主は、Carlyle Partners VI Denver Holdings, L.P.、Oracle Project Denver Holdings 

LLC、およびArmです。本取引は、（i）まず、SB6が、一部の売主から、Ampereの持分を保有する特定のエンティ

ティ（以下「持分保有エンティティ」）に係る持分の全てを取得し、（ii）その直後に、本取引のために設立さ

れたSB6の100％子会社がAmpereに吸収合併される方法（逆三角合併）により実行しました。合併後の存続会社は

Ampereとなり、合併の効力発生時点のAmpereの持分保有者（持分保有エンティティを除く）には現金対価が交付

される一方、存続会社であるAmpereが当社の完全子会社になりました。

（５）支配獲得日

2025年11月25日
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（単位：百万円）

支配獲得日

（2025年11月25日）

現金による取得対価 970,680

支配獲得時にすでに保有していたAmpereに対する資本持分の公正価値 46,899

取得対価の合計 A 1,017,579

（単位：百万円）

支配獲得日

（2025年11月25日）

現金及び現金同等物 39,886

その他の流動資産 3,020

非流動資産 13,365

資産合計 56,271

流動負債 57,695

非流動負債 59,641

負債合計 117,336

純資産 B △61,065

のれん（注） A-B 1,078,644

（単位：百万円）

2026年３月31日に

終了した１年間

現金による取得対価 △970,680

支配獲得時に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 39,886

子会社の支配獲得による支出 △930,794

（６）取得対価およびその内訳

当該企業結合に係る取得関連費用15,502百万円を連結損益計算書上の「販売費及び一般管理費」に計上してい

ます。

当社が支配獲得時にすでに保有していたAmpereに対する資本持分を支配獲得日の公正価値で再測定した結果、

△3,093百万円の段階取得差額を認識しています。このうち、839百万円の利益を連結損益計算書上の「投資損益

－その他」に、△3,932百万円の損失に税効果を考慮した金額を連結包括利益計算書上の「FVTOCIの資本性金融

資産」に、それぞれ計上しています。

（７）支配獲得日における資産・負債の公正価値およびのれん

取得対価は、支配獲得日における公正価値を基礎として、取得した資産および引き受けた負債に配分していま

すが、その一部について、識別および公正価値の測定が完了していません。上記金額は、現時点での最善の見積

りに基づく暫定的な公正価値です。支配獲得日から１年間において修正されることがあります。

なお、上記金額は、支配獲得日時点の為替レート（１米ドル＝156.87円）により換算しています。

（注）のれんは、今後の事業展開や研究開発などに関する集合的な人的資源により期待される将来の超過収益力

および既存事業とのシナジーを反映したものです。

（８）子会社の支配獲得による支出
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借入人 ソフトバンクグループ㈱

マンデーテッド・リード・アレン

ジャー兼ブックランナー

㈱みずほ銀行

㈱三井住友銀行

JPモルガン・チェース銀行 東京支店

契約締結日 2025年４月10日

総借入額 65億米ドル

借入実行日 2025年11月25日

資金使途
Ampere持分の取得およびAmpereの既存借入の返済ならびにその関

連諸費用の支払い

元本弁済日 2026年４月10日

担保 なし

保証会社 なし

（９）被取得企業の売上高および純利益

2026年３月31日に終了した１年間の連結損益計算書上に認識している、支配獲得日以降における内部取引消去

前の被取得企業の売上高は2,186百万円、純損失は35,294百万円です。

なお、取得対価の配分が完了していない無形資産に関する償却費については認識していません。

（10）資金調達

本取引に必要な資金を調達するため、ソフトバンクグループ㈱は、2025年４月10日に金融機関と締結した借入

契約（以下「ブリッジローン」）に基づいて65億米ドルの借入を実行しました。

ブリッジローンの概要は以下の通りです。

なお、ソフトバンクグループ㈱は、2026年４月に上記借入を返済しました。
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３．セグメント情報

（１）報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決

定しています。

2025年９月30日に終了した６カ月間までは、「持株会社投資事業」、「ソフトバンク・ビジョン・ファンド事

業」、「ソフトバンク事業」、「アーム事業」の４つを報告セグメントとしていました。

その後、2025年12月31日に終了した３カ月間において、Ampereの買収が完了したことを契機として、取締役会

が定期的に業績を検討する事業単位の見直しを行いました。その結果、従来「アーム事業」に含めていたArm、

「その他」に含めていたGraphcore Limited等、およびAmpereをまとめて、新たに報告セグメントとして「AIコ

ンピューティング事業」を設けました。

「持株会社投資事業」においては、主にソフトバンクグループ㈱が、戦略的投資持株会社として、直接または

子会社を通じて、国内外の多岐にわたる分野で投資活動を行っています。持株会社投資事業は、ソフトバンクグ

ループ㈱、SoftBank Group Capital Limited、ソフトバンクグループジャパン㈱、ソフトバンクグループオーバ

ーシーズ合同会社および資産運用子会社であるSB Northstarのほか、投資または資金調達を行う一部の子会社で

構成されています。当事業の投資損益は、ソフトバンクグループ㈱が、直接または子会社を通じて保有する投資

の投資損益により構成されています。ただし、子会社からの受取配当金および子会社株式に係る減損損失などの

子会社株式に関連する投資損益を含みません。

「ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業」においては、主にSVF１、SVF２およびLatAmが、広い範囲のテク

ノロジー分野で投資活動を行っています。当事業の投資損益は主に、子会社株式を含めたSVF１、SVF２および

LatAmが保有する投資の投資損益により構成されています。

「ソフトバンク事業」においては主に、ソフトバンク㈱が日本国内におけるモバイルサービスの提供、携帯端

末の販売、ブロードバンドサービスおよびソリューションサービスの提供、LINEヤフー㈱がメディア・広告やコ

マースサービスの提供、またPayPay㈱が決済、金融サービスの提供を行っています。

「AIコンピューティング事業」においては、主にArm、AmpereおよびGraphcore Limitedが、半導体のIP、チッ

プおよび関連テクノロジーのデザイン、半導体チップの開発および販売、ならびにソフトウエアツールの販売お

よび関連サービスの提供を行っています。

「その他」には、報告セグメントに含まれない事業セグメントに関する情報が集約されています。主なものと

して、Energy Global、ロボHD、福岡ソフトバンクホークス関連事業などが含まれています。

「調整額」には、主にセグメント間取引の消去、ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業で計上した当社の子

会社であるArm、ロボHDおよびPayPay㈱等への投資に係る投資損益の連結消去などが含まれています。

　なお、2025年３月31日に終了した１年間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントに組み替えて表示して

います。

（２）報告セグメントの売上高および利益

報告セグメントの利益は、「税引前利益」です。セグメント利益に含まれる投資損益には、連結損益計算書と

同様に、FVTPLの金融資産の投資損益、投資先からの利息や配当金、投資に係るデリバティブ関連損益、および

持分法で会計処理されている投資の売却損益が含まれています。

セグメント間の取引価格は、独立第三者間取引における価格に基づいています。
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（単位：百万円）

報告セグメント

持株会社投資
事業

ソフトバンク・
ビジョン・
ファンド事業

ソフトバンク
事業

AIコンピュー
ティング

事業
合計

売上高

外部顧客への売上高 － － 6,541,357 590,301 7,131,658

セグメント間の内部

売上高または振替高
－ － 2,918 － 2,918

合計 － － 6,544,275 590,301 7,134,576

セグメント利益 794,251 △115,018 906,309 △10,891 1,574,651

減価償却費及び償却費 △3,249 △2,058 △739,874 △97,255 △842,436

投資損益 3,413,821 434,903 △25,074 △20,441 3,803,209

財務費用 △531,252 △40,244 △81,453 △2,604 △655,553

為替差損益 19,257 62 4,112 353 23,784

デリバティブ関連損益

（投資損益を除く）
△2,041,830 － 214 － △2,041,616

その他 調整額 連結

売上高

外部顧客への売上高 112,094 － 7,243,752

セグメント間の内部

売上高または振替高
20,590 △23,508 －

合計 132,684 △23,508 7,243,752

セグメント利益 89,560 40,510 1,704,721

減価償却費及び償却費 △24,387 － △866,823

投資損益 △53,514 △48,588 3,701,107

財務費用 △18,672 92,666 △581,559

為替差損益 3,271 － 27,055

デリバティブ関連損益

（投資損益を除く）
7,587 － △2,034,029

2025年３月31日に終了した１年間
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（単位：百万円）

報告セグメント

持株会社投資
事業

ソフトバンク・
ビジョン・
ファンド事業

（注）

ソフトバンク
事業

AIコンピュー
ティング

事業
合計

売上高

外部顧客への売上高 － － 7,033,969 640,309 7,674,278

セグメント間の内部

売上高または振替高
－ － 6,906 － 6,906

合計 － － 7,040,875 640,309 7,681,184

セグメント利益 △472,082 6,444,601 965,002 △137,266 6,800,255

減価償却費及び償却費 △2,973 △1,887 △775,601 △107,125 △887,586

投資損益 218,111 6,991,871 13,953 5,607 7,229,542

財務費用 △645,592 △164,895 △93,582 △5,556 △909,625

為替差損益 △281,961 △388 △1,397 1,315 △282,431

デリバティブ関連損益

（投資損益を除く）
192,523 － 2,615 － 195,138

その他 調整額 連結

売上高

外部顧客への売上高 124,372 － 7,798,650

セグメント間の内部

売上高または振替高
26,276 △33,182 －

合計 150,648 △33,182 7,798,650

セグメント利益 △328,316 △337,034 6,134,905

減価償却費及び償却費 △31,164 － △918,750

投資損益 408,268 △351,314 7,286,496

財務費用 △26,222 164,057 △771,790

為替差損益 11,422 － △271,009

デリバティブ関連損益

（投資損益を除く）
9,195 － 204,333

2026年３月31日に終了した１年間

（注）ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業の「投資損益」と連結損益計算書上の「投資損益－SVF事業」の差異に

ついては「注記４．ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業（１）ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業の損

益」をご参照ください。
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（単位：百万円）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

投資損益

SVF１（注１）（注２） 1,022,971 50,301

SVF２（注２）（注３） △561,656 6,853,744

LatAm 8,110 43,111

その他 △34,522 44,715

投資損益合計 434,903 6,991,871

販売費及び一般管理費 △62,169 △50,955

財務費用（支払利息） △40,244 △164,895

SVFの外部投資家持分の増減額 △491,898 △534,613

その他の損益（注４） 44,390 203,193

ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業のセグメント

利益（税引前利益）
△115,018 6,444,601

４．ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業

（１）ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業の損益

a．概要

ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業のセグメント利益（税引前利益）はソフトバンク・ビジョン・ファ

ンド事業の成果から外部投資家に帰属する損益を控除したものです。外部投資家に帰属する損益は、SVF１、

SVF２およびLatAmの投資損益から各ファンドの運営会社に支払われる管理報酬、業績連動型管理報酬、成功報

酬、および各ファンドの営業費用ならびにその他の費用を控除した金額を、持分に応じて外部投資家に配分し

た金額です。

セグメント利益より控除される外部投資家に帰属する金額は、「SVFの外部投資家持分の増減額」として表

示されています。

b．ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業のセグメント利益

ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業のセグメント利益の内訳は以下の通りです。なお、2026年３月31日

に終了した１年間において、下表の表示方法を変更しました。この変更を反映させるため、2025年３月31日に

終了した１年間に係る表示の組み替えを行っています。

（注１）2023年８月に、SVF１は保有するArm株式を161億米ドル（以下「本取引対価」）で当社100％子会社へ

売却（以下「本取引」）しました。本取引対価は４分割で支払われ、2025年８月までに全額の支払い

が完了しました。売却日時点では本取引対価の割引現在価値（151億米ドル）から投資額（82億米ド

ル）を差し引いた金額を投資損益として計上し、本取引対価と当該割引現在価値の差額については売

却日以降２年間にわたり収益として認識し、投資損益に計上しています。2026年３月31日に終了した

１年間において、SVF１が本取引に伴い計上した投資利益10,207百万円に関しては、上記セグメント

利益において、投資損益に含めていますが、子会社株式に関するグループ内取引のため、連結上消去

しています。

（注２）2026年３月31日に終了した１年間において、SVF１およびSVF２が保有する当社子会社（主にPayPay㈱

およびロボHD）等に係る投資利益343,054百万円に関しては、上記セグメント利益において、投資損

益に含めていますが、連結上消去しています。

連結上消去した投資損益は、連結損益計算書上の「投資損益－SVF事業」には含めていません。

（注３）2026年３月31日に終了した１年間において、主にSVF２が保有するOpenAIへの投資の公正価値が増加

したことにより、投資利益6,465,523百万円を計上しました。これには、ソフトバンクグループ㈱が

保有していたOpenAIに対して追加出資する権利をSVF２に移管したことに伴い、当該権利（フォワー

ド契約）について、移管合意日から権利の行使日までの公正価値の変動として認識した投資利益が含

まれています。詳細は「注記17．追加情報（OpenAIへの投資について）（１）2025年３月に締結した

追加出資契約」をご参照ください。
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（単位：百万円）

（参考）
連結財務諸表との関連

SVF１の外部投資家持分
（流動負債と非流動負債

の合計）

連結損益計算書
（△は費用）

連結キャッシュ・
フロー計算書
（△は支出）

（内訳）

2025年４月１日 3,647,647

外部投資家持分の増減額 50,503 △50,503 －

固定分配型投資家帰属分 41,446

成果分配型投資家帰属分 9,057

外部投資家に対する分配額・返還額 △696,053 － △696,053

外部投資家持分に係る為替換算差額（注） 243,908 － －

2026年３月31日 3,246,005

（注４）2026年３月31日に終了した１年間において、SVF２は第１クロージングで子会社を通じてOpenAI 

Globalへの出資持分（転換持分権）を取得しており、当該子会社への出資持分とOpenAI Group PBCの

優先株式を交換することにより持分を転換しました。その結果、当該子会社に対する支配を喪失した

ことに伴い発生した利益159,805百万円を計上しています。詳細は「注記17．追加情報（OpenAIへの

投資について）（１）2025年３月に締結した追加出資契約」をご参照ください。

（２）SVFの外部投資家持分

a．SVF投資家による拠出の種類と分配の性質

SVF投資家による拠出は、契約の定める分配の性質により、エクイティとプリファード・エクイティに分類

されます。プリファード・エクイティは、その分配と拠出した資金の返還において、エクイティに優先しま

す。

SVF１、SVF２およびLatAmの投資成果は、契約の定める配分方法に従って当社と外部投資家からなるSVF投資

家の持分に配分され、SVF１およびLatAmについてはSBIAおよびSBGAへの成功報酬にも配分されます。配分され

たSVF投資家の持分は、その拠出したエクイティの割合に応じて各SVF投資家の持分となります。当該持分は、

投資の売却や配当および株式の資金化により、SVF１、SVF２およびLatAmに資金が流入した後、各SVF投資家に

成果分配額として支払われます。

SVF１において、プリファード・エクイティを拠出したSVF投資家には、その拠出したプリファード・エクイ

ティの金額に対して年率７％で算定された固定分配額が、原則、毎年６月および12月の最終営業日に支払われ

ます。

SVF２およびLatAmの外部投資家が拠出するエクイティの性質および付帯する条件等については「注記16．重

要な関連当事者との取引（１）配当受領権制限付き共同出資プログラム」をご参照ください。なお、SVF２お

よびLatAmにおいてプリファード・エクイティを拠出した外部投資家はいません。

以下において、エクイティを拠出した外部投資家を成果分配型投資家、プリファード・エクイティを拠出し

た外部投資家を固定分配型投資家と呼びます。

b．外部投資家持分の期中増減表

（a）SVF１の外部投資家持分

連結財政状態計算書の「SVFの外部投資家持分」に含まれるSVF１の外部投資家持分の期中の増減は、以下

の通りです。

（注）当該為替換算差額は、連結包括利益計算書の「在外営業活動体の為替換算差額」に含まれています。
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（単位：百万円）

（参考）
連結財務諸表との関連

SVF２の外部投資家持分
（流動負債と非流動負債

の合計）

連結損益計算書
（△は費用）

連結キャッシュ・
フロー計算書
（△は支出）

2025年４月１日 －

外部投資家持分の増減額 489,749 △489,749 －

外部投資家持分に係る為替換算差額（注） 10,642 － －

2026年３月31日 500,391

（単位：百万円）

SVF２の
外部投資家に対する未収金

2025年４月１日 455,664

外部投資家に課されるプレミアムに対する未収金の発生額 12,408

未収金に係る為替換算差額 32,319

2026年３月31日 500,391

（単位：百万円）

（参考）
連結財務諸表との関連

LatAmの
外部投資家持分

（流動負債と非流動負債
の合計）

連結損益計算書
（△は費用）

連結キャッシュ・
フロー計算書
（△は支出）

2025年４月１日 5,150

外部投資家持分の増減額 △5,639 5,639 －

外部投資家持分に係る為替換算差額（注） 489 － －

2026年３月31日 －

（b）SVF２の外部投資家持分および未収金

連結財政状態計算書の「SVFの外部投資家持分」に含まれるSVF２の外部投資家持分の期中の増減は、以下

の通りです。なお、SVF２の外部投資家は成果分配型投資家です。

（注）当該為替換算差額は、連結包括利益計算書の「在外営業活動体の為替換算差額」に含まれています。

当社はSVF２の外部投資家に対する未収金を計上しています。連結財政状態計算書の「その他の金融資産

（非流動）」に含まれる当該未収金の期中の増減は、以下の通りです。なお、SVF２の外部投資家に対する

未収金の詳細は「注記16．重要な関連当事者との取引（１）配当受領権制限付き共同出資プログラム a．

SVF２と関連当事者との取引」をご参照ください。

（c）LatAmの外部投資家持分および未収金

連結財政状態計算書の「SVFの外部投資家持分」に含まれるLatAmの外部投資家持分の期中の増減は、以下

の通りです。なお、LatAmの外部投資家は成果分配型投資家です。

（注）当該為替換算差額は、連結包括利益計算書の「在外営業活動体の為替換算差額」に含まれています。
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（単位：百万円）

LatAmの
外部投資家に対する未収金

2025年４月１日 106,864

外部投資家に課されるプレミアムに対する未収金の発生額 2,918

未収金に係る為替換算差額 7,580

2026年３月31日 117,362

当社はLatAmの外部投資家に対する未収金を計上しています。連結財政状態計算書の「その他の金融資産

（非流動）」に含まれる当該未収金の期中の増減は、以下の通りです。なお、LatAmの外部投資家に対する

未収金の詳細は「注記16．重要な関連当事者との取引（１）配当受領権制限付き共同出資プログラム b．

LatAmと関連当事者との取引」をご参照ください。

c．外部投資家に対するキャピタル・コールの将来実行可能額

2026年３月31日におけるSVF１の外部投資家に対するキャピタル・コールの将来実行可能額は82億米ドルで

す。
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（３）管理報酬および成功報酬

ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業のセグメント利益に含まれる、管理報酬、業績連動型管理報酬および

成功報酬の性質は以下の通りです。

a．SVF１の管理報酬および成功報酬

SVF１におけるSBIAへの管理報酬は、リミテッド・パートナーシップ・アグリーメントに基づき、拠出さ

れたエクイティ額のうち、投資の取得に利用した金額に対して原則年率１％で計算されます。当該管理報酬

は、四半期ごとにSVF１からSBIAへ支払われますが、将来の投資成績を反映した一定の条件に基づくクロー

バック条項が設定されています。

SVF１におけるSBIAへの成功報酬は、成果分配同様、リミテッド・パートナーシップ・アグリーメントに

定められた配分方法に基づき算定されます。SBIAは、投資の売却や配当および株式の資金化により、SVF１

に資金が流入した後、当該成功報酬相当額を受け取ります。成功報酬には、将来の投資成績に基づく一定の

条件の下、クローバック条項が設定されています。

SBIAはSVF１の開始以降に成功報酬として累計454百万米ドルを受け取りましたが、2023年６月30日に終了

した３カ月間において、当該成功報酬（税金控除後）は、クローバック条項に従いSVF１を通じてリミテッ

ド・パートナーへ分配されました。

b．SVF２の管理報酬および業績連動型管理報酬

SVF２におけるSBGAへの管理報酬は、契約に基づき、投資の取得原価に対して原則年率0.7％で計算されま

す。当該管理報酬は、四半期ごとにSVF２からSBGAへ支払われます。

SVF２におけるSBGAへの業績連動型管理報酬は、契約に定められた一定期間の投資成果を勘案の上、あら

かじめ合意された原則に従って決定されます。SBGAは、投資成果を勘案するために契約で定められた一定期

間の経過後、投資の売却や配当および株式の資金化によりSVF２に資金が流入している場合に、業績連動型

管理報酬を受け取ります。

なお、SVF２の開始時から2026年３月31日までの間、SBGAに支払われた業績連動型管理報酬はありませ

ん。

c．LatAmの管理報酬、業績連動型管理報酬および成功報酬

　LatAmにおけるSBGAへの管理報酬は、契約に基づき、投資の取得原価を勘案して計算されます。当該管理

報酬は、四半期ごとにLatAmからSBGAへ支払われます。

　LatAmにおけるSBGAへの業績連動型管理報酬は、契約に定められた一定期間の投資成果を勘案の上、あら

かじめ合意された原則に従って決定されます。SBGAは、投資成果を勘案するために契約で定められた一定期

間の経過後、投資の売却や配当および株式の資金化によりLatAmに資金が流入している場合に、業績連動型

管理報酬を受け取ります。

　LatAmにおけるSBGAへの成功報酬は、成果分配同様、契約に定められた配分方法に基づき算定されます。

SBGAは、投資の売却や配当および株式の資金化により、LatAmに資金が流入した後、当該成功報酬相当額を

受け取ります。

　なお、LatAmの開始時から2026年３月31日までの間、SBGAに支払われた業績連動型管理報酬および成功報

酬はありません。
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（単位：百万円）

2025年３月31日 2026年３月31日

有形固定資産の前渡金（注１） － 678,726

リースインセンティブ（注２） － 582,962

長期前払費用 128,932 166,076

その他 86,400 111,944

合計 215,332 1,539,708

５．その他の非流動資産

その他の非流動資産の内訳は、以下の通りです。

（注１）米国における発電所およびAIインフラ建設に関連した資産の取得にかかる前渡金です。

（注２）Energy Globalは、データセンターに関連する貸手リース契約のインセンティブとして、同社の普通持

分に転換可能なワラントを付与しました。当該インセンティブは、IFRS第16号「リース」に従い、当初

認識時に公正価値で測定され、その後関連するリース期間にわたってリース収益の減額として処理され

ます。ワラントの詳細は「注記７．金融商品（注１）」をご参照ください。

2026/06/05 10:18:10／26377748_ソフトバンクグループ株式会社_発行登録追補書類（株券、社債券等）

- 54 -



（単位：百万円）

2025年３月31日 2026年３月31日

流動

短期借入金（注１）（注２） 1,581,598 4,770,687

コマーシャル・ペーパー 249,500 258,700

１年内返済予定の長期借入金（注３） 1,684,117 877,472

１年内償還予定の社債 1,116,482 1,344,746

１年内決済予定の株式先渡契約金融負債（注４） 997,843 －

１年内支払予定の割賦購入による未払金 108 25

合計 5,629,648 7,251,630

非流動

長期借入金（注５） 5,357,017 8,714,290

社債 7,019,644 8,459,966

株式先渡契約金融負債 － 259,214

割賦購入による未払金 21 16

合計 12,376,682 17,433,486

６．有利子負債

（１）有利子負債の内訳

有利子負債の内訳は、以下の通りです。

（注１）2025年４月に、SVF２からOpenAI Globalに対する追加出資を目的として、ソフトバンクグループ㈱は85

億米ドルを借り入れました。その後、一部返済を行った結果、2026年３月31日において、当該借入金は

短期借入金に878,956百万円計上されています。

（注２）2025年11月に、Ampereの買収を目的として、ソフトバンクグループ㈱は65億米ドルを借り入れました。

2026年３月31日において、当該借入金は短期借入金に1,038,740百万円計上されています。詳細は、

「注記２．企業結合（10）資金調達」をご参照ください。

（注３）2026年３月31日に終了した１年間において、当社100％子会社は、ドイツテレコム株式を利用したカラ

ー取引について、借入の満期日およびカラー契約の決済日が到来し、ドイツテレコム株式により現物決

済しました。また同社は、2025年８月に残り全ての本カラー取引を期日前に現物決済しました。決済時

において、１年内返済予定の長期借入金427,094百万円およびデリバティブ金融負債255,084百万円を、

ドイツテレコム株式682,178百万円で返済・決済しました。

（注４）2026年３月31日に終了した１年間において、当社の複数の100％子会社は、アリババ株式を利用した先

渡売買契約について、決済日が到来し、アリババ株式により現物決済しました。その結果、当該現物決

済時に１年内決済予定の株式先渡契約金融負債983,044百万円、デリバティブ金融負債396,631百万円、

およびアリババ株式1,379,675百万円の認識を中止しました。これにより、アリババ株式を利用した全

ての先渡売買契約の決済が完了しました。

（注５）2023年９月に、当社の100％子会社であるKronos I (UK) Limitedは、同社の100％子会社が保有するArm

株式769,029,000株およびKronos I (UK) Limitedの全保有資産（契約上定められた一部資産を除く）を

担保に、85億米ドルを借り入れました。また、2026年３月31日に終了した１年間において、当該借入金

の返済期限を2026年９月から2027年９月へ１年延長する契約変更するとともに、追加で115億米ドルを

借り入れました。

当該借入金には、担保となるArmの株式の時価の大幅な下落などの一定の事由を条件とした、現金担保

差入条項および期限前返済条項が付されています。なお、当該借入金はソフトバンクグループ㈱に対し

てノンリコースです。2026年３月31日において、当該借入金は長期借入金に3,168,545百万円計上され

ています。
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（単位：百万円）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

短期借入金の純増減額（△は減少額） △371,723 1,041,895

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少額） △50,000 1,200

合計 △421,723 1,043,095

（単位：百万円）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

借入による収入（注１）（注２） 3,756,443 8,947,828

社債の発行による収入 1,557,222 2,744,140

株式先渡売買契約に基づく資金調達による収入 － 256,244

合計 5,313,665 11,948,212

（単位：百万円）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

借入金の返済による支出（注） △2,475,239 △4,205,898

社債の償還による支出 △825,632 △1,220,991

株式先渡契約金融負債の決済による支出 △508,211 －

合計 △3,809,082 △5,426,889

（２）短期有利子負債の収支の内訳

連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

（３）有利子負債の収入の内訳

連結キャッシュ・フロー計算書上の「有利子負債の収入」の内訳は、以下の通りです。

（注１）2026年３月31日に終了した１年間の借入による収入には、ソフトバンクグループ㈱が、SVF２から

OpenAI Globalへの追加出資を目的として借り入れた1,217,455百万円、Ampereの買収を目的として借り

入れた1,023,685百万円、コミットメントライン使用により借り入れた1,851,108百万円が含まれていま

す。

（注２）2026年３月31日に終了した１年間の借入による収入には、当社の100％子会社であるKronos I (UK)

Limitedが借り入れた1,771,460百万円が含まれています。詳細は「（１）有利子負債の内訳（注５）」

をご参照ください。

（４）有利子負債の支出の内訳

連結キャッシュ・フロー計算書上の「有利子負債の支出」の内訳は、以下の通りです。

（注）2026年３月31日に終了した１年間の借入金の返済による支出には、ソフトバンクグループ㈱が、コミット

メントライン返済により支出した1,730,348百万円が含まれています。
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（単位：百万円）

2025年３月31日 2026年３月31日

帳簿価額（公正価値） 帳簿価額（公正価値）

資産 負債 資産 負債

Energy Globalが付与したワラント（注１） － － － 582,962

アリババ株式先渡売買契約（フォワード契

約）（注２）
－ 551,943 － －

ドイツテレコム株式を利用したカラー取引

（注３）
－ 308,374 － －

（単位：円）

2025年３月31日 2026年３月31日

米ドル 149.52 159.88

（単位：円）

2024年６月30日に
終了した３カ月間

2024年９月30日に
終了した３カ月間

2024年12月31日に
終了した３カ月間

2025年３月31日に
終了した３カ月間

米ドル 156.53 150.26 151.32 152.95

（単位：円）

2025年６月30日に
終了した３カ月間

2025年９月30日に
終了した３カ月間

2025年12月31日に
終了した３カ月間

2026年３月31日に
終了した３カ月間

米ドル 145.19 147.50 154.04 156.48

７．金融商品

デリバティブ契約のうち、主なものは、以下の通りです。

（注１）Energy Globalがデータセンターに関連する貸手リース契約のインセンティブとして付与した、同社の

普通持分に転換可能なワラントです。当該ワラントは、権利行使時に発行される普通持分の数がEnergy 

Globalの公正価値に応じて変動するため、資本には分類されずデリバティブ金融負債として認識してい

ます。

（注２）2026年３月31日に終了した１年間において、アリババ株式を利用した全ての先渡売買契約の決済が完了

したことにより、減少しました。

（注３）2026年３月31日に終了した１年間において、ドイツテレコム株式を利用した全てのカラー取引の決済が

完了したことにより、減少しました。

８．為替レート

在外営業活動体の財務諸表の換算に用いた主要な通貨の為替レートは、以下の通りです。

（１）期末日レート

（２）期中平均レート

2025年３月31日に終了した１年間

2026年３月31日に終了した１年間
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（単位：千株）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

期首残高 4,070 32,399

期中増加（注１）（注２） 28,814 23,037

期中減少（注３） △485 △42,512

期末残高 32,399 12,924

（単位：百万円）

2025年３月31日 2026年３月31日

FVTOCIの資本性金融資産 44,109 18,518

FVTOCIの負債性金融資産 102 △1,249

キャッシュ・フロー・ヘッジ △10,135 2,624

在外営業活動体の為替換算差額 5,273,229 6,360,216

合計 5,307,305 6,380,109

９．資本

（１）その他の資本性金融商品

ソフトバンクグループ㈱は2017年７月19日に、米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債（利払繰延条項

付）17.5億米ドル（以下「本ハイブリッド社債」）を発行しました。

本ハイブリッド社債は、利息の任意繰延が可能であり償還期限の定めがなく、清算による残余財産の分配時を

除き現金またはその他の資本性金融資産の引渡しを回避する無条件の権利を有していることから、IFRS上資本性

金融商品に分類されます。

（２）自己株式

自己株式の増減の内訳は、以下の通りです。

（注１）2026年３月31日に終了した１年間において、2024年８月７日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取

得により、自己株式が13,221千株（取得価格93,215百万円）増加しました。

（注２）2026年３月31日に終了した１年間において、2025年11月11日開催の取締役会決議に基づき、2026年１月

１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行ったことにより、自己株式が9,813千株増加し

ました。

（注３）2026年３月31日に終了した１年間において、2025年10月22日開催の取締役会決議に基づき、2025年10月

31日に自己株式42,033千株の消却を実施しました。この結果、利益剰余金および自己株式がそれぞれ

321,991百万円減少しました。

（３）その他の包括利益累計額

その他の包括利益累計額の内訳は、以下の通りです。
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（単位：百万円）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

投資損益（注１）（注２） 3,413,821 218,111

10．投資損益

（１）持株会社投資事業

（注１）2026年３月31日に終了した１年間において、上表の表示方法を変更しました。この変更を反映させるた

め、2025年３月31日に終了した１年間に係る表示の組み替えを行っています。

（注２）2026年３月31日に終了した１年間において、資産運用子会社の投資利益が244,659百万円（2025年３月

31日に終了した１年間は投資損失14,372百万円）含まれています。

受取配当金を除く投資損益の主な内訳は以下の通りです。

a．アリババ

2026年３月31日に終了した１年間において、アリババ株式の株式先渡売買契約の現物決済を行いました。

期首から現物決済までの株価下落により投資損失169,881百万円を計上しました。

b．Tモバイル

2026年３月31日に終了した１年間において、保有するTモバイル株式の一部を売却しました。期首から売

却までの株価下落により投資損失572,143百万円を計上しました。また、2026年３月31日時点で保有するTモ

バイル株式について投資損失84,695百万円を計上しました。

c．ドイツテレコム

2026年３月31日に終了した１年間において、ドイツテレコム株式を利用したカラー取引の現物決済および

同株式の売却を行いました。期首から現物決済および売却までの株価下落により投資損失31,867百万円を計

上しました。

d．OpenAI

2026年３月31日に終了した１年間において、ソフトバンクグループ㈱が保有していたOpenAIに対して追加

出資する権利をSVF２に移管しました。当該権利はフォワード契約に該当し、移管合意日までの公正価値の

変動について、投資利益264,920百万円を計上しました。詳細は「注記17．追加情報（OpenAIへの投資につ

いて）（１）2025年３月に締結した追加出資契約」をご参照ください。

e．Intel Corporation

当社とIntel Corporationは、当社がIntel Corporationに対して１株当たり23.00米ドルで総額20億米ド

ル出資する契約を2025年８月に締結し、同年９月に出資を実行しました。2026年３月31日に終了した１年間

において、出資契約締結以降の株価上昇により投資利益278,566百万円を計上しました。

f．NVIDIA Corporation

2026年３月31日に終了した１年間において、ソフトバンクグループ㈱および資産運用子会社が保有する

NVIDIA Corporation株式を売却しました。ソフトバンクグループ㈱および資産運用子会社は、期首から売却

までの株価上昇により投資利益をそれぞれ216,991百万円、122,101百万円計上しました。

（２）SVF事業

詳細は、「注記４．ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業（１）ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業の

損益」をご参照ください。

（３）その他

2026年３月31日に終了した１年間において、主にロボHDが保有する投資の公正価値の増加により投資利益を計

上しました。
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（単位：百万円）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

支払利息 △581,559 △771,790

（単位：百万円）

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

受取利息 119,530 94,706

持分法による投資損益 △13,357 △48,092

子会社の支配喪失利益（注１） 136,225 170,990

企業結合に伴う再測定益（注２） 55,553 58,879

社債償還益（注３） － 34,426

米国の税額控除制度を通じた利益 71,927 5,075

減損損失 △11,859 △38,386

FVTPLの金融商品から生じる損益（投資損益を除く） 23,044 △25,730

持分法投資の減損損失 △26,023 △20,596

その他 △789 △4,995

合計 354,251 226,277

11．財務費用

財務費用の内訳は、以下の通りです。

12．デリバティブ関連損益（投資損益を除く）

2026年３月31日に終了した１年間において、アリババ株式先渡売買契約に係るデリバティブ関連利益142,779百

万円を計上しました。なお、2026年３月31日までに、アリババ株式を利用した全ての先渡売買契約の決済が完了し

ました。

13．その他の損益

その他の損益の内訳は、以下の通りです。

（注１）2026年３月31日に終了した１年間において、SVF２は第１クロージングで子会社を通じてOpenAI Global

への出資持分（転換持分権）を取得しており、当該子会社への出資持分とOpenAI Group PBCの優先株式

を交換することにより持分を転換しました。その結果、当該子会社に対する支配を喪失したことに伴い

発生した利益159,805百万円を計上しています。詳細は「注記17．追加情報（OpenAIへの投資につい

て）（１）2025年３月に締結した追加出資契約」をご参照ください。

（注２）2026年３月31日に終了した１年間において、当社の持分法適用関連会社であったLINE MAN CORPORATION 

PTE. LTD.の持分を追加取得するなどの取引を実施し、同社は当社の子会社となりました。これに伴

い、既存の投資持分を公正価値測定した結果、44,377百万円の利益を計上しました。

（注３）ソフトバンクグループ㈱が外貨建普通社債を償還したことによるものです。
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2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

親会社の普通株主に帰属する純利益（百万円）

親会社の所有者に帰属する純利益 1,153,332 5,002,271

親会社の普通株主に帰属しない金額（注） △18,822 △18,639

基本的１株当たり純利益の算定に用いる純利益 1,134,510 4,983,632

発行済普通株式の加重平均株式数（千株） 5,811,928 5,705,306

基本的１株当たり純利益（円） 195.20 873.51

2025年３月31日に
終了した１年間

2026年３月31日に
終了した１年間

希薄化後の普通株主に帰属する純利益（百万円）

基本的１株当たり純利益の算定に用いる純利益 1,134,510 4,983,632

子会社および関連会社の潜在株式に係る利益調整額 △1,244 △3,788

合計 1,133,266 4,979,844

希薄化後１株当たり純利益の算定に用いる普通株式の加重平均株

式数（千株）

発行済普通株式の加重平均株式数 5,811,928 5,705,306

調整

新株予約権 4,165 2,443

合計 5,816,093 5,707,749

希薄化後１株当たり純利益（円） 194.85 872.47

14．１株当たり純利益

基本的１株当たり純利益および希薄化後１株当たり純利益は、以下の通りです。なお、2026年１月１日を効力発

生日として、普通株式１株につき４株の割合をもって株式分割を行いました。2025年３月31日に終了した１年間の

期首に当該株式分割が行われたと仮定し、基本的１株当たり純利益および希薄化後１株当たり純利益を算定してい

ます。

（１）基本的１株当たり純利益

（２）希薄化後１株当たり純利益

（注）親会社の普通株主に帰属しない金額はソフトバンクグループ㈱が発行したその他の資本性金融商品の所有

者の持分相当額です。
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15．連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報

（１）有形固定資産及び無形資産の取得による支出の範囲

「有形固定資産及び無形資産の取得による支出」は、連結財政状態計算書上の「その他の非流動資産」に含ま

れる、長期前払費用の取得による支出、有形固定資産及び無形資産の取得のための前払いによる支出を含みま

す。

（２）投資の売却または償還による収入

2026年３月31日に終了した１年間

Tモバイル株式の売却による収入2,441,049百万円が含まれています。

（３）SVFの投資の取得による支出およびSVFの投資の売却による収入

2026年３月31日に終了した１年間

「SVFの投資の取得による支出」には、SVF２からOpenAIへの出資額5,081,443百万円（335億米ドル）が含ま

れています。当該金額は、OpenAIへの第１クロージングにおける追加出資85億米ドル、第２クロージングにお

ける追加出資225億米ドル、およびその他の追加出資25億米ドルから構成されています。また、「SVFの投資の

売却による収入」には、上記第１クロージング後、外部投資家に対してシンジケーションされた金額145,190

百万円（10億米ドル）が含まれています。

（４）重要な非資金取引

2026年３月31日に終了した１年間

アリババ株式先渡売買契約について、決済期日が到来したことに伴い、１年内決済予定の株式先渡契約金融

負債983,044百万円およびデリバティブ金融負債396,631百万円を、保有するアリババ株式により現物決済しま

した。

また、ドイツテレコム株式を利用したカラー取引について現物決済したことに伴い、１年内返済予定の長期

借入金427,094百万円およびデリバティブ金融負債255,084百万円を、保有するドイツテレコム株式により返

済・決済しました。
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会社等の

名称または

氏名

関連当事者

との関係
取引の内容

2026年３月31日に 

終了した１年間
2026年３月31日

取引金額 未決済残高

孫　正義

（MASA USA LLC

（MgmtCo））

当社代表取締役お

よび本人が議決権

の過半数を保有し

ている会社

SVF２ LLCに対する出資

および調整金等の受入れ

（注１）（注２）

－

（注３）（注４）

500,391

（3,130百万米ドル）

SVF２ LLCの未収金に係る

受取プレミアム

（注３）

12,408

（82百万米ドル）

MgmtCoのSVF２ LLCに対する

出資持分

（注５）（注６）

－
500,391

（3,130百万米ドル）

正味未決済残高

（SVF２ LLCの未収金－MgmtCoの出資持分）

（注７）

－

16．重要な関連当事者との取引

（１）配当受領権制限付き共同出資プログラム

SVF２の傘下の当社子会社であるSVF２ LLCおよびLatAmの傘下の当社子会社であるSLA LLCの出資者である

MgmtCoはソフトバンクグループ㈱代表取締役 会長兼社長執行役員の孫　正義が支配する会社であり、当社の関

連当事者です。配当受領権制限付き共同出資プログラムは、孫　正義がSVF２およびLatAmに対し当社と共同出資

することで、利益のみならずそのリスクも共有の上、投資運用に専心し、当社の収益拡大への寄与を果たすこと

を目的として2021年９月30日に終了した３カ月間に導入されました。このため、MgmtCoは、SVF２およびLatAmに

おける投資運用利益のみでなく、損失のリスクも負った上での共同出資形態をとり、また当該出資の配当受領権

には一定の制限が設けられています。

SVF２ LLCおよびSLA LLCへの拠出は、契約の定める分配の性質により、エクイティとプリファード・エクイテ

ィに分類されます。SVF２ LLCおよびSLA LLCはそれぞれ、当該契約に基づき当社およびMgmtCoへ投資成果が出資

持分に応じて分配されるエクイティを発行し、各LLCへのエクイティ出資割合は、当社が82.75％、MgmtCoが

17.25％です。なお、当社によるSVF２ LLCへの出資はSoftBank Vision Fund II-2 L.P.およびその傘下子会社を

通じて、SLA LLCへの出資はSBLA Latin America Fund LLCおよびその傘下子会社を通じて行っています。

当社と関連当事者との取引は、以下の通りです。

a．SVF２と関連当事者との取引

（単位：百万円）

（注１）MgmtCoの出資に係る配当受領権への制限

MgmtCoの出資に係る配当受領権には一定の制限が設けられています。SVF２ LLCの投資先のエグジットし

た投資からの収入および全てのエグジット前の投資の公正価値の合計額（借入金控除後）がSVF２ LLCの

投資先の取得価額の合計の130％を超過するまで、MgmtCoへの利益配当は制限され実施されません。当該

比率が130％を超過以降は、10％上昇するごとに当該制限が段階的に解除されます。当該比率が200％に到

達した時点で全ての制限が解除され、MgmtCoは利益配当の全額を受領することが可能となります。なお、

SVF２ LLCの清算時、MgmtCoが受領した利益配当額が、その存続期間を通じて清算時に有効な比率を適用

し再計算したMgmtCoが受領可能な金額を超過した場合、当該超過部分はクローバックの対象となります。
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（注２）MgmtCoが拠出するエクイティの性質

MgmtCoおよび当社がSVF２ LLCへ拠出するエクイティは、別途当社がSVF２ LLCへ拠出するプリファード・

エクイティに劣後します。SVF２ LLCによる最終利益分配時にプリファード・エクイティの保有者が受け

取るべき元本の返還額および固定分配額に不足があった場合、MgmtCoは、すでに受領したエクイティの元

本の返還額および利益分配額の合計を上限として、当該不足額に対し出資比率に応じた金額をSVF２ LLC

へ支払う義務があります。

（注３）出資の受入れに係るMgmtCoに対する未決済残高

未決済残高は、MgmtCoによるSVF２ LLCに対する出資および調整金等の受入れならびに受取プレミアムに

対するSVF２ LLCの未収金からMgmtCoへの分配金との相殺決済による未収金の減少額を控除した残高で

す。「SVF２ LLCに対する出資および調整金等の受入れ」の本プログラム導入時の取引金額はMgmtCoによ

るSVF２ LLCの持分取得額で、SVF２ LLCが保有する投資先の、SVF２における当初の取得価額に対し、

MgmtCoの出資持分比率17.25％により算定された金額、および同投資先のSVF２における当初の取得価額か

ら2021年６月30日までの公正価値の増加に対し、出資持分比率17.25％により算定された調整金ならびに

同投資先の取得に際し当社がSVF２へ資金拠出した日から2021年６月30日までの金利に相当する調整金に

より構成されています。

MgmtCoは当該取引金額について、SVF２ LLCの出資者となった日からSVF２ LLCの存続期限までの期間、そ

の裁量により全額もしくは一部を任意の時点で支払うことが認められており、これに係るSVF２ LLCの未

収金に対して払込み完了まで年間３％の割合で加算されるプレミアムの支払いがMgmtCoに対し課されま

す。「SVF２ LLCの未収金に対する受取プレミアム」は当該プレミアムの当期発生額です。当該プレミア

ムも持分取得額と同様の条件で、MgmtCoはその裁量により任意の時点で支払うことができます。

なお、SVF２ LLCからMgmtCoに対する分配可能な全ての金額は、SVF２ LLCの未収金が全額決済されるま

で、分配通知時に当該未収金と相殺され、MgmtCoへの分配金の支払いは実施されません。

（注４）未収金に対する担保提供等

SVF２ LLCの未収金を保全するため、MgmtCoが保有するSVF２ LLCのエクイティの全額が担保として差し入

れられています。MgmtCoによる未収金への現金払込み、もしくは未収金と分配金との相殺が実施された場

合、当該払込みおよび相殺の累計額が当該累計額控除後の未収金の残高を超過した金額について担保設定

が解除されます。また当該未収金に対し、孫　正義により未収金残高を上限とする個人保証が差し入れら

れています。これに加え、2026年３月31日現在、35,588,400株のソフトバンクグループ㈱株式が孫　正義

からSVF２ LLCへ預託されています。預託されたソフトバンクグループ㈱株式は、未収金全額が決済され

た場合のみ預託が解除されます。差入担保および個人保証の実行後も、なお最終的にSVF２ LLCに未収金

が残った場合には、SVF２ LLCは預託された当該ソフトバンクグループ㈱株式を無償で収得することがで

きます。

（注５）MgmtCoのSVF２ LLCに対する出資持分

SVF２ LLCの純資産のうちMgmtCoに帰属する金額（未収金控除前）であり、連結財政状態計算書の「SVFの

外部投資家持分」に計上しています。

（注６）MgmtCoに課される管理報酬および業績連動型管理報酬

MgmtCoに課される管理報酬および業績連動型管理報酬の条件は、SVF２ LLCへのエクイティ出資者として

の当社に課される条件と同一です。

（注７）正味未決済残高

正味未決済残高はSVF２ LLCが保有する未収金残高からMgmtCoのSVF２ LLCに対する出資持分残高を控除し

た金額です。
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会社等の

名称または

氏名

関連当事者

との関係
取引の内容

2026年３月31日に 

終了した１年間
2026年３月31日

取引金額 未決済残高

孫　正義

（MASA USA LLC

（MgmtCo））

当社代表取締役

および本人が議決

権の過半数を保有

している会社

SLA LLCに対する出資

および調整金等の受入れ －

（注３）（注４）

117,362

（734百万米ドル）（注１）（注２）

SLA LLCの未収金に係る

受取プレミアム

（注３）

2,918

（19百万米ドル）

MgmtCoのSLA LLCに対する

出資持分

（注５）（注６）

－ －

正味未決済残高

（SLA LLCの未収金－MgmtCoの出資持分）

（注７）

117,362

（734百万米ドル）

　SVF２は、共同出資プログラムの対象であるOpenAI Globalに出資しています。この出資を目的として、2025年

４月にSVF２は当社から85億米ドルの借入を行いました。当該借入金については、その元本および利息の17.25％

に対して、ソフトバンク グループ㈱代表取締役 会長兼社長執行役員の孫　正義による保証が付与されていま

す。

　当該借入金は、返済期日が2029年４月であり、SVF２は任意で早期返済することができます。また、当該借入

金は、SVF２が2025年４月に出資したOpenAI Globalの転換持分権から、2025年10月に転換されたOpenAI Group 

PBCの優先株式が担保となっており、返済順位はSVF２におけるその他の金融機関等からの借入金より劣後し、

SVF２ LLCのプリファード・エクイティより優先します。当該借入金の金利については、独立した第三者機関

が、SVF２が同様の資金調達を外部から行うことを想定した場合の公正な金利を評価し、その評価を参考の上決

定しています。

　なお、SVF２による当社からの借入金および利息については、内部取引として連結上消去しています。

　2026年２月までに、当該借入金の全額が返済されました。これにより、孫　正義による当該借入金に対する保

証は解除されました。

b．LatAmと関連当事者との取引

　　（単位：百万円）

（注１）MgmtCoの出資に係る配当受領権への制限

MgmtCoの出資に係る配当受領権には一定の制限が設けられています。SLA LLCの投資先のエグジットした

投資からの収入および全てのエグジット前の投資の公正価値の合計額（借入金控除後）がSLA LLCの投資

先の取得価額の合計の130％を超過するまで、MgmtCoへの利益配当は制限され実施されません。当該比率

が130％を超過以降は、10％上昇するごとに当該制限が段階的に解除されます。当該比率が200％に到達し

た時点で全ての制限が解除され、MgmtCoは利益配当の全額を受領することが可能となります。なお、SLA 

LLCの清算時、MgmtCoが受領した利益配当額が、その存続期間を通じて清算時に有効な比率を適用し再計

算したMgmtCoが受領可能な金額を超過した場合、当該超過部分はクローバックの対象となります。

（注２）MgmtCoが拠出するエクイティの性質

MgmtCoおよび当社がSLA LLCへ拠出するエクイティは、別途当社がSLA LLCへ拠出するプリファード・エク

イティに劣後します。SLA LLCによる最終利益分配時にプリファード・エクイティの保有者が受け取るべ

き元本の返還額および固定分配額に不足があった場合、MgmtCoは、すでに受領したエクイティの元本の返

還額および利益分配額の合計を上限として、当該不足額に対し出資比率に応じた金額をSLA LLCへ支払う

義務があります。
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（注３）出資の受入れに係るMgmtCoに対する未決済残高

未決済残高は、MgmtCoによるSLA LLCに対する出資の受入および調整金ならびに受取プレミアムに対する

SLA LLCの未収金の残高です。「SLA LLCに対する出資および調整金等の受入れ」の本プログラム導入時の

取引金額はMgmtCoによるSLA LLCの持分取得額で、SLA LLCが保有する投資先の、LatAmにおける当初の取

得価額に対し、MgmtCoの出資持分比率17.25％により算定された金額、および同投資先のLatAmにおける当

初の取得価額から2021年６月30日までの公正価値の増加に対し、出資持分比率17.25％により算定された

調整金ならびに同投資先の取得に際し当社がLatAmへ資金拠出した日から2021年６月30日までの金利に相

当する調整金により構成されています。

MgmtCoは当該取引金額について、SLA LLCの出資者となった日からSLA LLCの存続期限までの期間、その裁

量により全額もしくは一部を任意の時点で支払うことが認められており、これに係るSLA LLCの未収金に

対して払込み完了まで年間３％の割合で加算されるプレミアムがMgmtCoに対し課されます。「SLA LLCの

未収金に対する受取プレミアム」は当該プレミアムの当期発生額です。当該プレミアムも持分取得額と同

様の条件で、MgmtCoはその裁量により任意の時点で支払うことができます。

なお、SLA LLCからMgmtCoに対する分配可能な全ての金額は、SLA LLCの未収金が全額決済されるまで、分

配通知時に当該未収金と相殺され、MgmtCoへの分配金の支払いは実施されません。

（注４）未収金に対する担保提供等

SLA LLCの未収金を保全するため、MgmtCoが保有するSLA LLCのエクイティの全額が担保として差し入れら

れています。MgmtCoによる未収金への現金払込み、もしくは未収金と分配金との相殺が実施された場合、

当該払込みおよび相殺の累計額が当該累計額控除後の未収金の残高を超過した金額について担保設定が解

除されます。また当該未収金に対し、孫　正義により未収金残高を上限とする個人保証が差し入れられて

います。これに加え、2026年３月31日現在、8,674,000株のソフトバンクグループ㈱株式が孫　正義から

SLA LLCへ預託されています。預託されたソフトバンクグループ㈱株式は、未収金全額が決済された場合

のみ預託が解除されます。差入担保および個人保証の実行後も、なお最終的にSLA LLCに未収金が残った

場合には、SLA LLCは預託された当該ソフトバンクグループ㈱株式を無償で収得することができます。

（注５）MgmtCoのSLA LLCに対する出資持分

SLA LLCの純資産のうちMgmtCoに帰属する金額（未収金控除前）であり、連結財政状態計算書の「SVFの外

部投資家持分」に計上しています。

（注６）MgmtCoに課される管理報酬、業績連動型管理報酬および成功報酬

MgmtCoに課される管理報酬、業績連動型管理報酬および成功報酬の条件は、SLA LLCへのエクイティ出資

者としての当社に課される条件と同一です。

（注７）正味未決済残高

正味未決済残高はSLA LLCが保有する未収金残高からMgmtCoのSLA LLCに対する出資持分残高を控除した金

額です。
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会社等の

名称または

氏名

関連当事者

との関係
取引の内容

2026年３月31日に 

終了した１年間
2026年３月31日

取引金額 未決済残高

The EDGEof Korea 

Co., Ltd.

（孫　泰蔵）

当社代表取締役の

近親者が議決権の

過半数を保有して

いる会社

貸付金の回収（注） 1,316 3,865

貸付金利息の受取 220 70

（２）その他の重要な関連当事者取引

当社と関連当事者との取引は以下の通りです。

（単位：百万円）

（注）当社は2023年６月に、孫　泰蔵氏の支配するEDGEof Koreaに当社子会社であったSBVA株式の全株式を売

却しました。当該株式の売却価格の一部について、EDGEof Koreaと貸付契約を締結しています。貸付利

率は韓国企画財政部により定められた金利（2026年３月31日時点では4.6％）とし、弁済日を株式売却

日から５年後としています。また、借入人は任意かつ随時に期限前弁済ができます。この貸付金に対

し、当社は孫　泰蔵氏が支配するMistletoe Singapore Pte. Ltd.他２社による保証を受けるととも

に、当社はSBVA株式の30％を担保として引き受けています。なお、当該株式の議決権については、

EDGEof Koreaに帰属します。
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17．追加情報

（OpenAIへの投資について）

（１）2025年３月に締結した追加出資契約

ソフトバンクグループ㈱は、2025年３月31日、OpenAIに最大400億米ドル（2025年８月に最大410億米ドルに

引き上げ（注））の追加出資を行うこと（以下「本取引」）について、OpenAIと最終的な契約を締結しまし

た。外部投資家へのシンジケーション100億米ドルを差し引いた当社の出資額は300億米ドルです。

（注）2025年８月４日、最大400億米ドルの追加出資に関する修正契約が締結されました。本修正契約によ

り、出資額が当初の最大400億米ドルから最大410億米ドルに引き上げられましたが、この増額分（10億

米ドル）は外部投資家のみに割り当てられました。

a．本取引の目的

パソコン、インターネット、ブロードバンド、スマートフォンと変遷してきた「情報革命」の中心が

AI（人工知能）となった現在、当社は人類の進化のためにASI（Artificial Super Intelligence：人工超知

能）を実現することを使命に掲げています。こうした中、その道程にあるAGI（Artificial General 

Intelligence：汎用人工知能）の実現に最も近いと見られるOpenAIを最重要パートナーと位置づけるととも

に、AGIの恩恵を人類全体にもたらすという同社のミッションに共感し、2024年９月以降、SVF２から同社へ

投資を行ってきました。

AGIおよびASI実現にはOpenAIのAIモデルの進化が鍵となり、その進化のためには膨大な計算能力が不可欠

です。そこで、当社はOpenAIのためにAIインフラストラクチャを米国内で構築する「Stargateプロジェク

ト」を同社とともに2025年１月21日に発表しました。これに合わせて、OpenAIのさらなる成長を支援すると

ともにその成長の果実を当社のNAV（Net Asset Value：保有株式価値－調整後純有利子負債で算出）に取り

込んでいくため、このたび同社への追加出資を決定したものです。

b．第１クロージングおよびシンジケーションの完了

第１クロージングの100億米ドルの出資が2025年４月に完了しました。このうち25億米ドルはシンジケー

ションにより外部投資家が出資し、残りの75億米ドルをSVF２が出資しました。

c．第２クロージングに係る権利のSVF２への移管

第２クロージングについては、第１クロージングと同じく、SVF２から出資を行うことを2025年９月に決

定しました。これに伴い、OpenAIに対して追加出資する権利をソフトバンクグループ㈱からSVF２に移管し

ました。

移管価格については、移管合意日の公正価値を使用しており、独立した第三者機関の評価額を参考に、協

議の上決定しています。

また、特定の条件の充足の有無にかかわらず、当社が第２クロージングにおいて追加の225億米ドルの全

額を出資できるよう、OpenAIと修正契約を2025年10月に締結し、その上で、SVF２を通じて同年12月に全額

を出資することを決定しました。

当該権利は、あらかじめ合意された価格および条件に基づき将来の一定時点にOpenAIに対して追加出資す

る権利であるため、フォワード契約に該当します。移管合意日までの公正価値の変動は「投資損益－持株会

社投資事業」として、移管合意日から権利の行使日までの公正価値の変動は「投資損益－SVF事業」として

連結損益計算書に計上しています。

d．OpenAI Globalの資本再編

2025年10月28日、OpenAIは、OpenAI Globalの経済的分配構造（いわゆる「エコノミック・ウォーターフ

ォール」）の廃止を伴うリキャピタライゼーション（資本再編）の完了を発表しました。これにより、投資

家は、新たに設立されるパブリック・ベネフィット・コーポレーションであるOpenAI Group PBCの株主とな

り、OpenAI Globalへの出資持分（転換持分権）はOpenAI Group PBCの優先株式に、従業員持分は普通株式

に転換されました。

SVF２は第１クロージングで子会社を通じてOpenAI Globalへの出資持分（転換持分権）を取得しており、

当該子会社への出資持分とOpenAI Group PBCの優先株式を交換することにより持分を転換しました。その結

果、当該子会社に対する支配を喪失したことに伴い発生した利益159,805百万円を「その他の損益」として

連結損益計算書に計上しています。
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第１トランシェ

（完了）

第２トランシェ

（予定）

第３トランシェ

（予定）

バリュエーション

（プレマネー）
7,300億米ドル

当社出資額 100億米ドル 100億米ドル 100億米ドル

出資時期 2026年４月１日 2026年７月１日 2026年10月１日

当社出資元 SVF２

出資先 OpenAI Group PBC

取得する

有価証券の種類

優先株式

（上場に関連する取引に際して、自動的にOpenAIの普通株式へ転換される）

e．第２クロージングに係る権利の行使

2025年12月26日、当社はOpenAIに対して追加出資する権利を行使しました。間接出資分を含め、第２クロ

ージングにおける3,464,894百万円（225億米ドル）全額の出資が完了し、当該追加出資に係るフォワード契

約の権利行使時点の公正価値1,850,108百万円（120億米ドル）を含め、OpenAI Group PBCの優先株式

5,315,002百万円（345億米ドル）を認識しました。

第１クロージングにおけるシンジケーション25億米ドルを含め、第２クロージングまでに外部投資家への

シンジケーション110億米ドルは全て完了しています。

（２）2026年２月に締結した追加出資契約

当社は、2026年２月27日、OpenAI Group PBCによる資金調達ラウンドにSVF２を通じて参加し、300億米ドル

の追加出資を行うこと（以下「本追加出資」）について同社と最終的な契約を締結しました。

a．本追加出資の目的

同社のさらなる成長を支援することを目的とし、このたび本追加出資を決定しました。

b．本追加出資の概要

c．第１トランシェに係る出資の完了

2026年４月１日、本追加出資契約に基づきOpenAI Group PBCに対する100億米ドルの出資が完了しまし

た。

d．資金調達

2026年３月27日、ソフトバンクグループ㈱および資金調達を行う100％子会社は、本追加出資に必要な資

金および事業資金の調達を目的として、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関と総借入限度額400億米

ドルのブリッジファシリティ契約を締結しました。

当該ブリッジファシリティ契約の詳細は「注記18．重要な後発事象（２）ブリッジファシリティ契約によ

る資金調達」をご参照ください。

（３）連結業績への影響

SVF２が保有するOpenAI Group PBCの優先株式および普通株式はFVTPLの金融資産に分類され、「SVFの投資

（FVTPL）」として公正価値で連結財政状態計算書に計上しています。また、公正価値の変動額は「投資損益

－SVF事業」として連結損益計算書に計上しています。
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借入人 資金調達を行う100％子会社 ソフトバンクグループ㈱

借入先の名称 みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、Goldman Sachs、JPMorgan Chase

契約締結日 2026年３月27日

契約形態 ブリッジファシリティ契約

資金使途 OpenAI Group PBCへの追加出資 事業資金

総借入限度額 300億米ドル 100億米ドル

利率 基準金利＋スプレッド

返済期限 2027年３月25日

担保・保証 無担保・無保証

重要な特約

a.連結会計年度末における当社の連結財政状態計算書において債務超過とならない

こと。

b.事業年度末および第２四半期末（以下、「コベナンツ判定期日」）におけるソフト

バンクグループ㈱の現預金の残高が、当該コベナンツ判定期日から12カ月間にお

いてソフトバンクグループ㈱が発行する社債償還のために必要となる資金の金額

以上であること。

c.各四半期末日におけるソフトバンクグループ㈱と特定のソフトバンクグループ㈱

の子会社の負債が、ソフトバンクグループ㈱及び当該子会社等が保有する特定の

資産の一定水準未満（保有上場株式等の価値に対する純有利子シニア負債の合計

額の割合が70％未満、特定の保有資産の価値に対する特定のローン負債の合計額

の割合が2026年９月30日までは30％未満、９月30日以降は25％未満）であるこ

と。

18．重要な後発事象

（１）OpenAI Group PBCへの追加出資

2026年４月１日、SVF２はOpenAI Group PBCに対する100億米ドルの出資を完了しました。詳細は「注記17．追

加情報（OpenAIへの投資について）（２）2026年２月に締結した追加出資契約」をご参照ください。

（２）ブリッジファシリティ契約による資金調達

2026年３月27日、ソフトバンクグループ㈱および資金調達を行う100％子会社は、以下の取引金融機関と総借

入限度額400億米ドルのブリッジファシリティ契約を締結しました。

2026年４月に、資金調達を行う100％子会社は、OpenAI Group PBCとの追加出資契約における第１トランシェ

の出資を目的として、100億米ドルの借入による調達を行いました。また同月、ソフトバンクグループ㈱は、事

業資金の調達を目的として、追加で100億米ドルの借入による資金調達を行っています。

ブリッジファシリティ契約の概要は以下の通りです。
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第46期事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の業績の概要

　2026年５月22日付の取締役会で承認した第46期事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の計算書類は以

下のとおりであります。計算書類の金額については百万円未満を四捨五入して表示しております。

　なお、この計算書類は会社法の規定に基づくものであり、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成した金融商品取引法の規定により提出される財務書類ではなく、また、金

融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査はなされておりません。
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貸 借 対 照 表

（単位：百万円）

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

＜ 資　産　の　部 ＞ ＜ 負　債　の　部 ＞
流　動　資　産 3,474,125 流　動　負　債 12,334,090

現 金 及 び 預 金 2,528,842 短 期 借 入 金 10,778,715

売 掛 金 570 コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 185,700

前 払 費 用 11,962 １ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 1,098,488

短 期 貸 付 金 878,006 未 払 金 26,108

そ の 他 54,746 未 払 費 用 126,445

固　定　資　産 28,034,656 未 払 法 人 税 等 2

有形固定資産 4,976 賞 与 引 当 金 1,759

貸 与 資 産 983 そ の 他 116,873

建 物 3,267 固　定　負　債 12,415,737

工具、器具及び備品 725 社 債 7,116,119

そ の 他 0 長 期 借 入 金 5,049,352

無形固定資産 683 長 期 未 払 法 人 税 等 61,857

商 標 権 63 繰 延 税 金 負 債 154,270

ソ フ ト ウ エ ア 535 資 産 除 去 債 務 1,510

そ の 他 85 そ の 他 32,628

投資その他の資産 28,028,998 負 債 合 計 24,749,828
投 資 有 価 証 券 221,455 ＜ 純　資　産　の　部 ＞
関 係 会 社 株 式 3,497,930 株　主　資　本 6,122,861
その他の関係会社有価証券 22,205,903 資　　本　　金 238,772

長 期 貸 付 金 2,632,955 資 本 剰 余 金 472,079

そ の 他 52,545 資 本 準 備 金 472,079

貸 倒 引 当 金 △581,790 利益剰余金 5,436,771

繰　延　資　産 59,505 利 益 準 備 金 1,414

社 債 発 行 費 59,505 そ の 他 利 益 剰 余 金 5,435,357

繰越利益剰余金 5,435,357

自　己　株　式 △24,761

評 価 ・ 換 算 差 額 等 692,682
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 692,682

新 株 予 約 権 2,916

純 資 産 合 計 6,818,459

資 産 合 計 31,568,286 負 債 純 資 産 合 計 31,568,286

（2026年３月31日現在）

（注）記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しています。
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損 益 計 算 書

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

(単位：百万円)

科　　　　　　　目 金　　　　　額

営 業 収 益 2,062,650

関 係 会 社 受 取 配 当 金 2,062,117

そ の 他 の 営 業 収 益 533

営 業 費 用 109,694

営 業 利 益 1,952,956

営 業 外 収 益 434,165

受 取 利 息 167,936

受 取 配 当 金 2,912

デ リ バ テ ィ ブ 運 用 益 1,138

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 258,720

そ の 他 3,459

営 業 外 費 用 1,377,171

支 払 利 息 506,943

社 債 利 息 254,744

為 替 差 損 475,355

投 資 事 業 組 合 損 失 3,150

借 換 関 連 手 数 料 89,007

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 19,921

そ の 他 28,051

経 常 利 益 1,009,950

特 別 利 益 480,499

投 資 有 価 証 券 売 却 益 195,610

関 係 会 社 株 式 売 却 益 19,969

投 資 契 約 移 管 益 264,920

特 別 損 失 16,230

投 資 有 価 証 券 評 価 損 2,148

関 係 会 社 株 式 評 価 損 408

その他の関係会社有価証券評価損 13,674

税 引 前 当 期 純 利 益 1,474,218

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 125,880

国際最低課税額に対する法人税等 61,857

法 人 税 等 調 整 額 △205,381

当 期 純 利 益 1,491,862

2026/06/05 10:18:10／26377748_ソフトバンクグループ株式会社_発行登録追補書類（株券、社債券等）

- 73 -



株主資本等変動計算書

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

(単位：百万円)

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資 本 金

資　本　剰　余　金 利　益　剰　余　金

資 本
準 備 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他
利 益
剰 余 金

利 益
剰 余 金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金

2025年４月１日
残 高

238,772 472,079 472,079 1,414 4,329,058 4,330,472

事 業 年 度 中 の
変 動 額

剰余金の配当 － － － － △62,969 △62,969

当 期 純 利 益 － － － － 1,491,862 1,491,862

自己株式の取得 － － － － － －

自己株式の処分 － － － － △603 △603

自己株式の消却 － － － － △321,991 △321,991

株主資本以外の
項 目 の
事業年度中の
変動額（純額）

－ － － － － －

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ － － － 1,106,299 1,106,299

2026年３月31日
残 高

238,772 472,079 472,079 1,414 5,435,357 5,436,771

株 主 資 本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2025年４月１日
残 高

△256,251 4,785,073 536,824 536,824 3,585 5,325,482

事 業 年 度 中 の
変 動 額

剰余金の配当 － △62,969 － － － △62,969

当 期 純 利 益 － 1,491,862 － － － 1,491,862

自己株式の取得 △93,241 △93,241 － － － △93,241

自己株式の処分 2,740 2,137 － － － 2,137

自己株式の消却 321,991 － － － － －

株主資本以外の
項 目 の
事業年度中の
変動額（純額）

－ － 155,858 155,858 △669 155,189

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

231,490 1,337,788 155,858 155,858 △669 1,492,977

2026年３月31日
残 高

△24,761 6,122,861 692,682 692,682 2,916 6,818,459
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子会社株式および関連会社株式 ： 移動平均法による原価法

市場価格のない株式等以外のもの ： 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

市場価格のない株式等 ： 移動平均法による原価法

（２）デリバティブ ： 時価法

（１）有形固定資産 ： 定額法

（２）無形固定資産 ： 定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用しています。

社債発行費 ： 償還期間にわたり月割償却しています。

ヘッジ手段 ： 通貨スワップ

ヘッジ対象 ： 外貨建社債

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１．資産の評価基準および評価方法

（１）有価証券

その他有価証券

２．固定資産の減価償却の方法

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権(関係会社に対するものを除く)については貸倒実績率により、

関係会社への債権および貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しています。

（２）賞与引当金

　役員および従業員に対する賞与の支給に備えるため、ソフトバンクグループ㈱所定の計算方法による支給見込額

を計上しています。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（１）繰延資産の処理方法

（２）ヘッジ会計の方法

通貨スワップ

a．ヘッジ会計の方法

　振当処理によっています。

b．ヘッジ手段とヘッジ対象

c．ヘッジ方針

　社内規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場の変動リスクを回避する目的で通貨スワップ取引を行ってい

ます。

d．ヘッジ有効性評価の方法

　通貨スワップは振当処理によっており、ヘッジの有効性の評価は省略しています。
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(会計方針の変更に関する注記)

「金融商品会計に関する実務指針」の適用

　「金融商品会計に関する実務指針」（改正移管指針第９号　2025年３月11日）を当事業年度の期首から適用していま

す。

　当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

(会計上の見積りに関する注記)

　当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及

ぼすリスクがある項目は次の通りです。

１．市場価格のない株式等の評価

　市場価格のない株式等について、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が

十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額を損失として処理しています。当事業年度

において、投資有価証券評価損を2,148百万円、関係会社株式評価損を408百万円、その他の関係会社有価証券評価損を

13,674百万円計上しています。

２．債権の評価

　債権について、債務者の財政状態および経営成績等に応じて、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に区分し、

債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等の合理的な基準により貸倒見積高を算定し、貸倒引当金を計上していま

す。当事業年度末は、主に関係会社に対する債権について個々の財政状態および経営成績等を勘案し、個別に貸倒見積

高を算定した結果、貸倒引当金繰入額を営業外費用に19,921百万円計上しています。

　なお、当事業年度末における貸倒引当金は581,790百万円計上となり、その主な内容は以下の通りです。

　ソフトバンクグループ㈱は余剰資金を用いて上場株式や社債等の取得および売却を行う資産運用子会社SB Northstar 

LP(以下「SB Northstar」)への投資を行っている中間持株会社Delaware Project 1 L.L.C.、Delaware Project 2 

L.L.C.、Delaware Project 3 L.L.C.の３社（以下「Delaware子会社」)に対しその運用資金2,206,987百万円を貸し付

けています。この運用委託金については、債権金額に対してSB Northstarの保有する資産(上場投資有価証券について

は観察可能な時価をもって、債券については財務内容をもとにした回収可能額)の処分見込み額および孫　正義、孫ア

セットマネージメント合同会社および孫ウェルスマネジメント合同会社による負担見込み額を減額し貸倒見積高を算定

しています。

　なお、孫　正義および孫アセットマネージメント合同会社はソフトバンクグループ㈱の大株主であり、保証・補償に

足る十分な保有財産があると認められます。(詳細は(関連当事者との取引に関する注記)　２．役員および個人主要株

主等　取引条件および取引条件の決定方針等（注１）をご参照ください。)

　債務者の財政状態および経営成績等の悪化により、貸倒引当金の見直しが必要になった場合、翌事業年度において、

追加の引当金を認識する可能性があります。詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)　３．引当金の計上基

準　（１）貸倒引当金」をご参照ください。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 3,649 百万円

被保証者(被保証債務の内容) 保証金額

［保証債務］

SoftBank Group Capital Limited(オフィス賃借） 270 百万円

合計 270 百万円

短 期 金 銭 債 権 865,447 百万円

長 期 金 銭 債 権 2,669,725

短 期 金 銭 債 務 7,489,513

長 期 金 銭 債 務 4,397,600

営業収益 2,062,650 百万円

営業費用 35,259

営業取引以外の取引高 866,168

うち投資契約の移管 280,034

清算配当の受取 55,407

有価証券の譲渡 19,969

普通株式 12,924,419 株

(貸借対照表に関する注記)

２．保証債務等

３．係争案件

　詳細は「連結注記表（連結財政状態計算書に関する注記）５．偶発事象（３）訴訟ａ．クレディ・スイス訴訟」を

ご参照ください。

４．関係会社に対する金銭債権および金銭債務

(損益計算書に関する注記)

１．関係会社との取引高

２．投資契約移管益

　OpenAIへの投資契約についてSVF II Investment Holdings LLCへ移管したことに伴う利益です。

　なお、損益計算書に計上されている「投資契約移管益」264,920百万円と、「(損益計算書に関する注記）１．関係

会社との取引高」に記載の「投資契約の移管」280,034百万円との差異は、当該取引にかかる取引日と決済日におけ

る為替換算レートの差異によるものです。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末における自己株式の種類および株式数
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繰延税金資産

関係会社株式 796,585 百万円

貸倒引当金 277,402

繰越欠損金 183,924

為替差損 83,128

繰延資産 10,037

その他 98,755

繰延税金資産小計 1,449,831

将来減算一時差異等の合計にかかる評価性引当額 △1,265,907

税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額 △183,924

評価性引当額 △1,449,831

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △151,069

その他 △3,202

繰延税金負債合計 △154,270

繰延税金負債の純額 △154,270 百万円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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（単位：百万円）

属性 会社等の名称

議決権等の

所有(被所有)

割合(注１)

取引の内容 注 取引金額 科目
期末残高

(注２)

子会社 ソフトバンクグループオ

ーバーシーズ合同会社

所有

直接 100％

増資の引受 10,090,292

短期資金の貸付

(回収との純額)

724,005 短期貸付金 850,320

利息の受取 ３ 111,388 流動資産

「その他」

2,035

子会社 ソフトバンクグループジ

ャパン㈱

所有

直接 100％

短期資金の返済

(借入との純額)

1,224,067 短期借入金 362,325

長期資金の借入 400,000 長期借入金 1,200,000

利息の支払 ４ 37,485 未払費用 5,246

配当の受取 623,897

出資の払戻 779,871

子会社 福岡ソフトバンクホーク

ス㈱

所有

直接 100％

広告宣伝費の支払 ５ 12,100 未払金 1

子会社 ソフトバンクロボティク

ス㈱

所有

間接 100％

業務委託費の支払 ６ 11,207 未払金 3,961

子会社 SoftBank Group Capital 

Limited

所有

直接 100％

短期資金の返済

(借入との純額)

356,963 短期借入金 3,211,762

長期資金の借入 1,793,080 長期借入金 3,197,600

利息の支払 ４ 270,503 未払費用 4,499

借換関連手数料の

支払

７ 25,773 未払費用 －

債務の保証 ８ 270

子会社 Delaware Project 6 

L.L.C.

所有

間接 100％

短期資金の借入

(返済との純額)

1,082,314 短期借入金 1,105,570

利息の支払 ４ 3,281 未払費用 －

配当の受取 224,556

子会社 Delaware Project 9 

L.L.C.

所有

間接 100％

短期資金の借入

(返済との純額)

159,198 短期借入金 179,173

利息の支払 ４ 29 未払費用 －

配当の受取 939,745

子会社 SB Northstar LP － (注９) 短期資金の借入 785,930 短期借入金 799,400

利息の支払 ４ 5,373 未払費用 3,094

子会社 Crystal Prep LLC 所有

間接 100％

短期資金の借入 703,038 短期借入金 702,555

利息の支払 ４ － 未払費用 140

子会社 SoftBank Vision Fund 

L.P.

－ (注10) 分配金の受取 485,685

子会社 Silver Bands 4 (US) 

Corp.

所有

間接 100％

短期資金の返済

(借入との純額)

346,771 短期借入金 193,391

利息の支払 ４ 22,618 未払費用 －

子会社 Project 1(Cayman) 

Limited

所有

直接 100％

短期資金の借入 126,553 短期借入金 129,385

利息の支払 ４ 460 未払費用 －

配当の受取 174,411

(関連当事者との取引に関する注記)

１．子会社および関連会社等

2026/06/05 10:18:10／26377748_ソフトバンクグループ株式会社_発行登録追補書類（株券、社債券等）

- 79 -



（単位：百万円）

属性 会社等の名称

議決権等の

所有(被所有)

割合(注１)

取引の内容 注 取引金額 科目
期末残高

(注２)

子会社 SVF II Investment 

Holdings LLC

所有

間接 82.9％

投資契約の移管 11 280,034

子会社 Delaware Project 4 

L.L.C.

所有

直接 100％

短期資金の借入

(返済との純額)

37,218 短期借入金 38,051

利息の支払 ４ 128 未払費用 －

配当の受取 90,363

子会社 SIP Lender(UK) Limited 所有

直接 100％

貸付金の回収 34,219 長期貸付金

(注12)

311,320

利息の受取 ３ 1,470 流動資産

「その他」

－

子会社 Delaware Project 1 

L.L.C.

所有

間接 66.7％

長期資金の貸付 － 長期貸付金

(注13)

735,662

子会社 Delaware Project 2 

L.L.C.

所有

間接 66.7％

長期資金の貸付 － 長期貸付金

(注13)

735,662

子会社 Delaware Project 3 

L.L.C.

所有

間接 66.7％

長期資金の貸付 － 長期貸付金

(注13)

735,662

取引条件および取引条件の決定方針等

（注１）合同会社である子会社については、資本金等に対する出資割合を記載しています。

（注２）当期末レート１米ドル＝159.88円にて換算しています。

（注３）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。

（注４）資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。

（注５）球団経営活動全般がもたらす広告宣伝効果に対して支払いを行っています。

（注６）取引条件については、交渉の上、一般取引と同様に決定しています。

（注７）借換関連手数料の支払については、市場の実勢を参考に折衝の上決定しています。

（注８）詳細は「（貸借対照表に関する注記）２．保証債務等」をご参照ください。

（注９）出資コミットメント総額に対するDelaware子会社を通じたソフトバンクグループ㈱のコミットメント割合は

66.7％です。

（注10）出資コミットメント総額に対するソフトバンクグループ㈱のコミットメント割合は28.5％です。

（注11）移管価格については移管合意日の公正価値を使用し、独立した第三者機関の評価額を参考に協議の上で決定して

います。

（注12）長期貸付金に対し、51,975百万円の貸倒引当金を計上しています。

（注13）Delaware子会社への長期貸付金合計2,206,987百万円に対し、合計427,638百万円の貸倒引当金を計上していま

す。
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（単位：百万円）

属性
会社等の名称

または氏名

議決権等の

所有(被所有)

割合

取引の内容 注 取引金額 科目 期末残高

役員

および

主要株主

(個人)

孫　正義

(孫アセットマネ

ージメント合同会

社他１社)

被所有

直接 29.9％

債務の被保証

契約

１,２ －

役員および主

要株主(個人)

の近親者が議

決権の過半数

を所有してい

る会社等

孫　泰蔵氏の支配

会社および支配会

社が管理運営する

ファンド

－ 出資契約 ３ －

２．役員および個人主要株主等

取引条件および取引条件の決定方針等

（注１）Delaware子会社およびSB Northstarならびにこれらの各子会社（以下「保証対象子会社」）が、ソフトバンクグ

ループ㈱に対して、2020年11月10日までに有している全債務（金銭、株式、その他の有価証券の借入債務および

その他あらゆる保証・補償を含む）について、孫　正義、孫アセットマネージメント合同会社および孫ウェルス

マネジメント合同会社による当該債務が生じた際のSB Northstarに対する持分比率に応じた範囲での連帯保証が

付されています。保証対象子会社がSB Northstarの存続期間満了時においてもソフトバンクグループ㈱に対し当

該債務を保有し、かつその債務に返済不能分が発生した場合、孫　正義、孫アセットマネージメント合同会社お

よび孫ウェルスマネジメント合同会社は、当該債務が生じた際のSB Northstarに対する持分比率に応じて当該未

払いの返済義務について補償します。

なお、2020年11月11日以降に発生した保証対象子会社のソフトバンクグループ㈱に対する新たな債務について

は、孫　正義の同意が得られた範囲に限り、当該保証・補償の対象となります。

（注２）ソフトバンクグループ㈱は、孫　正義がSB Northstarの投資運用の決定に関与する役割を長期的または永続的に

果たせなくなった場合に、孫　正義、孫アセットマネージメント合同会社および孫ウェルスマネジメント合同会

社のDelaware子会社への出資持分を公正価値で買い受けるコールオプションを保有しています。当該コールオプ

ションが行使された場合、上記の債務保証契約の終了について、ソフトバンクグループ㈱は孫　正義、孫アセッ

トマネージメント合同会社および孫ウェルスマネジメント合同会社と協議を行います。

（注３）ソフトバンクグループ㈱は、SBVA Corp.（以下、SBVA）がジェネラル・パートナーを務める複数のファンドとの

間で従前より出資契約を締結していましたが、2023年６月のSBVA売却取引によって、SBVAが孫　泰蔵氏の支配会

社となり、当該出資契約に係る取引が関連当事者取引として識別されました。

当事業年度末におけるソフトバンクグループ㈱のこれらのファンドへのコミットメント総額は41,540百万円、コ

ミットメント未履行残高総額は6,781百万円であり、当該ファンドにおいてはリミテッド・パートナーシップ・

アグリーメントに基づき、ジェネラル・パートナーに対して、コミットメント金額もしくはコミットメント履行

金額の0.5～2.3％の管理報酬、および一定のIRRを達成することを条件に投資成果の20～30％の成功報酬が支払

われます。

なお、SBVAがジェネラル・パートナーを務める複数のファンドのうち、ソフトバンクグループ㈱と出資契約を締

結しているファンドについてのみ記載しています。
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１株当たり純資産額 1,195円94銭

１株当たり当期純利益 261円49銭

SoftBank Vision Fund L.P.および代替の投資ビークル 27億米ドル

(１株当たり情報に関する注記)

（注）ソフトバンクグループ㈱は、2026年１月１日を効力発生日として、普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行

いました。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「１株当たり当期純利益」を算定しています。

(その他の注記)

ファンドに対する出資コミットメント

　2026年３月31日時点における主なコミットメント残高は次の通りです。

(重要な後発事象に関する注記)

多額な資金の借入

　ソフトバンクグループ㈱は、2026年３月27日付で資金の借入に関する契約を締結し、2026年４月に100億米ドルを

借り入れました。詳細は「連結注記表（重要な後発事象に関する注記）（２）ブリッジファシリティ契約による資金

調達」をご参照ください。
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借入人 資金調達を行う100％子会社 ソフトバンクグループ㈱

借入先の名称 みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、Goldman Sachs、JPMorgan Chase

契約締結日 2026年３月27日

契約形態 ブリッジファシリティ契約

資金使途 OpenAI Group PBCへの追加出資 事業資金

総借入限度額 300億米ドル 100億米ドル

利率 基準金利＋スプレッド

返済期限 2027年３月25日

担保・保証 無担保・無保証

重要な特約

a.連結会計年度末における当社の連結財政状態計算書において債務超過とならないこと。

b.事業年度末および第２四半期末（以下、「コベナンツ判定期日」）におけるソフトバンク

グループ㈱の現預金の残高が、当該コベナンツ判定期日から12カ月間においてソフトバ

ンクグループ㈱が発行する社債償還のために必要となる資金の金額以上であること。

c.各四半期末日におけるソフトバンクグループ㈱と特定のソフトバンクグループ㈱の子会

社の負債が、ソフトバンクグループ㈱及び当該子会社等が保有する特定の資産の一定水

準未満（保有上場株式等の価値に対する純有利子シニア負債の合計額の割合が70％未

満、特定の保有資産の価値に対する特定のローン負債の合計額の割合が2026年９月30日

までは30％未満、９月30日以降は25％未満）であること。

【第46期事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の業績の概要の末尾に記載する事項】

　なお、計算書類で参照している連結注記表の記載事項は以下のとおりです。ただし、金融商品取引法第193条の２第１

項の規定に基づく監査法人の監査はなされておりません。

連結注記表

（連結財政状態計算書に関する注記）

５．偶発事象

（３）訴訟

　ソフトバンクグループ㈱および一部の子会社は、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終

結果について合理的に見積ることが困難な訴訟等については、引当金を計上していません。当社は、これらの訴訟

等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社の財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすものであると

は想定していません。

a．クレディ・スイス訴訟

　2023年４月11日、Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF（以下「クレディ・スイス・ファンド」）およびGlas 

Trust Corporation Limited（以下クレディ・スイス・ファンドと併せて「原告」）は、サプライチェーンファ

イナンス会社であるGreensill Capital (UK) LimitedおよびGreensill Limitedと米国の建設会社であるKaterra 

Inc.（以下「カテラ」）の特定の取引に関して、ソフトバンクグループ㈱、ソフトバンク・ビジョン・ファンド

１および２（以下ソフトバンクグループ㈱と併せて「ソフトバンク当事者」）、ならびにGreensill Limitedに

対して、英国高等法院に訴訟を提起しました。原告は、クレディ・スイス・ファンドが2020年にGreensill 

Capital (UK) Limitedから購入した、Greensill Limitedのカテラから購入した売掛金を裏付けとする債券につ

いて、ソフトバンク当事者が当該売掛金を奪う目的で、Greensill Limitedとカテラの間で再編取引を画策し、

結果として、クレディ・スイス・ファンドが440百万米ドルの損失を被ったと主張しています。

　2025年10月15日、英国高等法院は原告の請求を棄却しました。原告は控訴許可の申立てを行わなかったため、

当該棄却判決が確定し本件訴訟は終結しました。

（重要な後発事象に関する注記）

（２）ブリッジファシリティ契約による資金調達

　2026年３月27日、ソフトバンクグループ㈱および資金調達を行う100％子会社は、以下の取引金融機関と総借入限

度額400億米ドルのブリッジファシリティ契約を締結しました。

　2026年４月に、資金調達を行う100％子会社は、OpenAI Group PBCとの追加出資契約における第１トランシェの出

資を目的として、100億米ドルの借入による調達を行いました。また同月、ソフトバンクグループ㈱は、事業資金の

調達を目的として、追加で100億米ドルの借入による資金調達を行っています。

　ブリッジファシリティ契約の概要は以下の通りです。
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株式会社プロネクサス　印刷

2026/06/05 10:18:10／26377748_ソフトバンクグループ株式会社_発行登録追補書類（株券、社債券等）


	契約締結前交付書面
	目論見書
	表紙
	中表紙
	目次
	第一部【証券情報】
	第１【募集要項】
	１【新規発行社債（短期社債を除く。）】
	２【社債の引受け及び社債管理の委託】
	３【新規発行による手取金の使途】

	第２【売出要項】
	第３【第三者割当の場合の特記事項】

	第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
	第１【公開買付け又は株式交付の概要】
	第２【統合財務情報】
	第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交付子会社との重要な契約）】

	第三部【参照情報】
	第１【参照書類】
	第２【参照書類の補完情報】
	第３【参照書類を縦覧に供している場所】

	第四部【保証会社等の情報】
	「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
	事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
	2025年連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の業績の概要
	第46期事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の業績の概要




